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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第87期 第88期 第89期 第90期 第91期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 468,018 506,954 622,396 723,118 745,074

経常利益 (百万円) 33,941 39,750 53,135 63,046 53,103

当期純損益 (百万円) 15,543 △48,141 47,689 33,695 22,384

純資産額 (百万円) 44,916 95,515 109,178 113,016 110,978

総資産額 (百万円) 494,097 478,783 499,918 546,723 486,204

１株当たり純資産額 (円) △310.53 △252.18 △28.87 23.22 36.31

１株当たり当期純損益 (円) 49.78 △122.03 67.27 31.67 9.36

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
(円)  6.77

※２
―  21.67  16.08  8.35

自己資本比率 (％) 9.1 19.9 21.8 20.6 22.8

自己資本利益率 (％) 41.0 ― 46.6 30.4 20.0

株価収益率 (倍) 7.49 ― 6.60 13.58 15.71

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 13,301 53,424 65,186 22,195 14,416

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 5,502 704 △8,417 △3,627 27,324

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △22,995 8,796 △74,219 △29,691 △44,844

現金及び現金同等物

の期末残高
(百万円) 30,637 93,478 77,088 66,012 62,426

従業員数

［外、平均臨時雇用人員］
(人)

3,223

[601]

3,184

[549]

3,516

[583]

3,677

[602]

3,916

[921]

  (注)  １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

※２　１株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。

３　純資産額の算定にあたり、平成19年３月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号）を適用しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第87期 第88期 第89期 第90期 第91期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 371,936 404,797 489,669 599,082 600,688

経常利益 (百万円) 28,353 32,113 44,280 56,215 44,442

当期純損益 (百万円) 8,944 △70,556 40,136 23,636 18,277

資本金 (百万円) 75,500 125,524 50,000 50,000 50,000

発行済株式総数 (株)

普通株式

315,724,782

優先株式

285,599,500

普通株式

463,941,604

優先株式

299,529,836

普通株式

793,472,690

優先株式

245,599,500

普通株式

1,054,580,323

優先株式

176,545,500

普通株式

1,294,479,623

優先株式

116,000,000

純資産額 (百万円) 71,396 100,780 102,903 96,249 92,597

総資産額 (百万円) 490,634 455,192 454,457 456,490 432,639

１株当たり純資産額 (円) △226.52 △240.82 △36.78 7.57 22.17

１株当たり配当額

（内１株当たり中間配当額）
(円)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

普通株式

3.00

(―)

第４回Ａ種優先株式

9.05

(―)

第１回Ｂ種優先株式

9.05

(―)

１株当たり当期純損益 (円) 28.36 △178.85 56.62 20.47 5.81

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
(円) 　 3.89

※２
― 　 18.24 　 10.39 　 5.21

自己資本比率 (％) 14.6 22.1 22.6 21.1 21.4

自己資本利益率 (％) 13.4 ― 39.4 23.7 19.4

株価収益率 (倍) 13.15 ― 7.84 21.01 25.30

配当性向 (％) ― ― ― ― 51.64

従業員数

［外、平均臨時雇用人員］
(人)

1,805

[15]

1,823

[18]

1,832

[31]

1,896

[40]

2,020

[319]

　(注)  １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

※２　１株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。

３　純資産額の算定にあたり、平成19年３月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号）を適用しております。
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２【沿革】

昭和12年２月 長谷川武彦が兵庫県尼崎市において個人企業長谷川工務店として土木建築請負業を始める。

昭和21年８月 株式会社長谷川工務店設立、本店を兵庫県姫路市におく。

昭和21年９月 大阪市東区に大阪出張所を開設。

昭和26年２月 東京出張所（東京都千代田区）を開設。

昭和28年８月 大阪市東区に本店移転。　

昭和29年９月 東京出張所を支店に昇格。

昭和32年８月 定款の営業目的に貸室業を加え、貸ビル業を開始。

昭和34年７月 定款の営業目的に不動産売買業を加え、不動産売買業を開始。

昭和36年３月 株式を店頭公開。

昭和36年10月 株式を大阪証券取引所市場第二部へ上場。

昭和37年３月 株式を東京証券取引所市場第二部へ上場。

昭和37年12月 株式を名古屋証券取引所市場第二部へ上場。

昭和40年４月 東京、大阪、名古屋各証券取引所市場第一部へ指定。

昭和42年１月 東京、大阪、名古屋各証券取引所において信用銘柄に指定。

昭和45年12月 東京都渋谷区に本店移転。

昭和49年12月 東京都港区赤坂に本店移転。

昭和53年９月 株式会社長谷工コミュニティ設立。（現・連結子会社）

昭和56年１月 東京都港区芝に本店移転。

昭和58年５月 株式会社長谷工アーバン設立。（現・連結子会社）

昭和58年６月 株式会社長谷工アーベスト設立。（現・連結子会社）

昭和60年11月 株式会社センチュリーライフ設立。（現・連結子会社）

昭和61年10月 株式会社長谷工ライブネット設立。（現・連結子会社）

昭和63年１月 株式会社フォリス設立。（現・連結子会社）

昭和63年10月 商号を株式会社長谷工コーポレーション（旧商号　株式会社長谷川工務店）に変更。

平成元年７月 株式会社ハセック設立。（現・連結子会社）

平成３年１月 株式会社長谷工システムズ設立。（現・連結子会社）

平成３年７月 株式会社ブライトンコーポレーション設立。（現・連結子会社）

平成４年11月 不二建設株式会社設立。（現・連結子会社）

平成６年３月 大阪市中央区の辰野平野町ビルに関西支社移転。

平成13年３月 HASEKO America,Inc.設立。（現・連結子会社）

平成15年１月 名古屋証券取引所における上場を廃止。

平成15年４月 株式会社長谷工アネシス設立。（現・連結子会社）

平成18年11月 株式会社長谷工インテック設立。（現・連結子会社）

平成19年１月 エコロジー・リート投資法人の投資口の引受け。（現・連結子会社）

平成19年12月 株式会社ＨＣ綾瀬川住宅設立。（現・連結子会社）

平成20年３月 株式会社ＨＣ小金井住宅設立。（現・連結子会社）
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３【事業の内容】

当社グループは、当社、子会社56社及び関連会社８社で構成され、建設事業、エンジニアリング事業、不動産事業、賃貸

及び管理事業、ホテル事業を主な事業とし、さらに各事業に関連するサービス等の事業活動を展開しております。当社グ

ループの各事業における位置付けなどは次のとおりであります。

　以下の事業は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(セグメント情報)」に掲げる事業

の種類別セグメント情報の区分と同一であります。

〔建設事業〕

当社は分譲マンション建築を主軸とする総合建設業を営んでおります。

子会社である㈱長谷工コミュニティ、不二建設㈱、㈱ハセック、㈱フォリス他が建設請負、建設資機材の販売・レ

ンタル等を行っており、当社は工事の一部、建設資機材等を関係会社に発注しております。

関連会社である㈱森組とは建築工事にかかる共同施工体制の構築等、広範な業務提携を行っております。

　

〔エンジニアリング事業〕

当社及び子会社である㈱長谷工設計がマンション、オフィスビル等の企画・設計・監理を行っており、当社は業

務の一部を関係会社に発注しております。

　

〔不動産事業〕

当社がマンションの分譲販売、マンション用地の仲介等を行っております。

子会社である㈱長谷工アーベストが分譲マンションの販売受託、流通仲介を行っております。

子会社であるHASEKO America,Inc.他がアメリカ合衆国ハワイ州にて不動産の開発・販売を行っております。

当社は関係会社に、不動産の販売、仲介等を依頼しております。

　

〔賃貸及び管理事業〕

当社及び子会社である㈱長谷工ライブネット他がオフィスビル・マンションの賃貸を行っております。

子会社である㈱長谷工コミュニティが分譲マンションの建物管理を、また、㈱長谷工ライブネットが賃貸マン

ション等の賃貸管理を行っております。

子会社である㈱長谷工インテックがインテリア販売を行っております。

子会社である㈱長谷工アネシスが㈱長谷工コミュニティ、㈱長谷工ライブネット、㈱センチュリーライフ、㈱長

谷工システムズ及び㈱長谷工インテックを統括して経営管理・事業企画を行っております。

当社は建物管理、賃貸管理を関係会社に委託しております。

　

〔ホテル事業〕

子会社である㈱ブライトンコーポレーション他がホテルの企画、運営を行っております。

　

〔その他の事業〕

子会社である㈱センチュリーライフ他が高齢者向けサービス付マンションの企画、運営を行っております。

子会社である㈱長谷工システムズ他が印刷等の関連サービス事業を行っております。

以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。なお、関係会社の一部は複数の事業を行ってお

り、代表的な事業内容により記載しております。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

(連結子会社) 　 　 　 　 　

㈱ハセック(注)２ 東京都港区 100 建設事業 100.0

当社の工事を受注し、当社に

建設資材等を納入しておりま

す。

当社より事業資金を貸付けて

おります。

役員の兼任等　４名

㈱フォリス 東京都大田区 100 建設事業 100.0

当社の工事を受注し、当社に

建具等を製造販売しておりま

す。

当社より事業資金を貸付けて

おります。

役員の兼任等　１名

不二建設㈱ 東京都港区 200 建設事業 91.0

当社の工事を受注しておりま

す。

役員の兼任等　無

㈱長谷工アーベスト 東京都港区 2,700 不動産事業 100.0

当社の分譲マンションを販売

しております。

当社へ事業資金を貸付けてお

ります。

役員の兼任等　６名

㈱長谷工アーバン 東京都港区 10 不動産事業 100.0 役員の兼任等　４名

㈱ＨＣ綾瀬川住宅 東京都港区 10 不動産事業
90.0

(10.0)

当社より事業資金を貸付けて

おります。

役員の兼任等　２名

㈱ＨＣ小金井住宅 東京都港区 10 不動産事業
90.0

(10.0)
役員の兼任等　３名

HASEKO America,Inc.

(注)２

アメリカ合衆国

ハワイ州

千US$

218,722
不動産事業 100.0 役員の兼任等　２名

HASEKO(Hawaii),Inc.

(注)２

アメリカ合衆国

ハワイ州

千US$

65,860
不動産事業

100.0

(100.0)
役員の兼任等　無

㈱長谷工アネシス 東京都港区 2,000
賃貸及び管理

事業
100.0

当社より事業資金を貸付けて

おります。

役員の兼任等　７名

㈱長谷工コミュニティ 東京都港区 1,100

建設事業、

賃貸及び管理

事業

100.0

(100.0)

当社の賃貸ビル・マンション

の建物管理をしております。

当社より事業資金を貸付けて

おります。

当社所有の不動産を賃借して

おります。

役員の兼任等　３名

㈱長谷工ライブネット 東京都港区 1,000
賃貸及び管理

事業

100.0

(100.0)

当社の賃貸マンションの賃貸

管理をしております。

当社より事業資金を貸付けて

おります。

役員の兼任等　３名
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名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

㈱長谷工インテック 東京都港区 50
賃貸及び管理

事業

100.0

(100.0)

当社の工事を受注しておりま

す。

当社より事業資金を貸付けて

おります。

役員の兼任等　無

エコロジー・リート

投資法人
東京都港区 2,100

賃貸及び管理

事業
90.2

当社との間で不動産の売買を

行っております。

役員の兼任等　無

㈱ブライトン

コーポレーション
千葉県浦安市 100 ホテル事業 100.0

当社より事業資金を貸付けて

おります。

役員の兼任等　３名

㈱センチュリーライフ 東京都港区 100 その他の事業
100.0

(100.0)

当社に事業用建物の建築工事

を発注しております。

当社より事業資金を貸付けて

おります。

役員の兼任等　２名

㈱長谷工システムズ 東京都港区 155 その他の事業
100.0

(100.0)

当社に印刷等のサービスを

行っております。

当社に事務機器等をリースし

ております。

当社より事業資金を貸付けて

おります。

役員の兼任等　２名

その他13社 　  　  　

(持分法適用関連会社) 　  　   

宝塚開発㈱(注)４
大阪府

大阪市中央区
200 不動産事業 50.0

当社より事業資金を貸付けて

おります。

役員の兼任等　無

㈱森組
大阪府

大阪市中央区
1,640 建設事業 29.2

建築工事に係る共同施工体制

構築等の業務提携をしており

ます。

役員の兼任等　無

   (注) １  主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２　特定子会社に該当しております。

３　議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

４　債務超過会社であり、当連結会計年度末における債務超過の額は28,537百万円であります。なお、債務超過の金

額は、すべて連結財務諸表に反映しております。

５　㈱長谷工不動産、㈱長谷工都市開発、野田開発㈱及び㈱長谷工ファイナンスについては、平成20年３月１日を

以って、当社への吸収合併により解散しており、㈱長谷工クリエイトについては、平成20年３月31日を以って

清算しております。
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５【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成20年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

建設事業
2,037

［343］

エンジニアリング事業
305

［34］

不動産事業
589

［322］

賃貸及び管理事業
675

［175］

ホテル事業
23

［10］

その他の事業
66

［27］

全社（共通）
221

［10］

合計
3,916

［921］

   (注) １  従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含む。)であり、臨時従業員数(派遣社員及び期間１年以下の有期雇用契約者)は［　］内に年間の平均人員

を外数で記載しております。

２　上記のほか、主要な人員として、非連結子会社の従業員が業務委託契約等により、ホテル事業で303人、賃貸及

び管理事業で2,614人、その他の事業で104人、それぞれ就業しております。

(2) 提出会社の状況

　 平成20年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

2,020

［319］
41.5 17.6 8,043,685

   (注) １  従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時従業員数

(派遣社員及び期間１年以下の有期雇用契約者)は［　］内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

　当社グループには、長谷工グループ労働組合が組織(組合員数2,261人)されており、ＵＩゼンセン同盟に属しており

ます。

　なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度における国内経済は、好調な企業収益を背景に設備投資が堅調で、雇用所得の緩やかな増加をも

たらすなど拡大基調を続けてまいりましたが、年度半ば以降、原油価格の急騰やサブプライム問題に端を発した米

国経済動向の影響が懸念され、景気の先行きに不透明感が増しております。

マンション市場の新規供給戸数は、売り惜しみや販売時期の先送り等が行われたことから、首都圏で５万8,156戸、

近畿圏で２万8,592戸に減少しました。首都圏で５万戸台に、近畿圏で２万戸台に減少するのはともに平成５年以来

のことになります。販売面では、マンション価格の上昇に加え、秋以降の株価の低迷、生活必需品価格の上昇等も

あって、購入者の模様眺めの傾向が強くなったことから、販売状況は厳しさを増しています。

こうした中、当社グループは「再生完了の最終段階」であると同時に、持続的発展に向けた「都市型新産業」の

具現化を目指すステージである「新中期経営計画（平成18年３月期～平成20年３月期）」の着実な遂行を最重要

課題として取り組んでまいりました。マンション事業をトータルでプロデュースする独自のビジネスモデルと技術

力に磨きをかけ、分譲マンション事業をコアに信頼を獲得しながら、真に社会に必要な「住まいのオンリーワング

ループ」となることを目指しております。

当連結会計年度は、資材価格や労務費の高騰、改正建築基準法の施行に伴うマンション建設工事の着工の遅れ、年

半ば以降には、マンション市況が厳しい調整局面にあったことなどの影響を受けたため、売上高は増加したものの、

営業利益及び経常利益は減少いたしました。また、平成18年７月５日に公表された「棚卸資産の評価に関する会計

基準」への対応については、再生完了の最終段階である新中期経営計画期間中に早期適用することにより財務体質

の強化を図るべきとの判断により、当連結会計年度において、264億円のたな卸資産の評価損を計上いたしました。

以上の結果、当連結会計年度における業績は、売上高7,451億円（前期比3.0％増）、営業利益557億円（同13.6％

減）、経常利益531億円（同15.8％減）となり、営業利益率は7.5％（同1.4ポイント減）、経常利益率7.1％（同1.6ポイ

ント減）となりました。また、たな卸資産評価損他特別損益にて294億円の損失を計上した結果、税金費用等控除後

の当期純利益は224億円となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①　建設事業

平成19年６月の建築基準法改正の影響により上期に低調だった受注は下期に至り復調し、首都圏では「パー

クシティさいたま北」（さいたま市北区、861戸）、「フォレシアム」（川崎市川崎区、777戸）他、近畿圏では

「サウスオールシティ」（堺市西区、791戸）、「セントプレイスシティ」（大阪市都島区、725戸）他、総戸数

200戸以上の大規模物件を東西合計で32件受注することができました。また、首都圏では「コロンブスシティ」

（千葉市美浜区、896戸）「東京フロンティアシティ パーク＆パークス」(東京都荒川区、635戸)他、近畿圏では

「ローレルスクエア枚方 フォレストゲート」（大阪府枚方市、369戸）、「ザ・ヴァンデュールシティ」（大

阪府寝屋川市、359戸）他、東海地区では名古屋市内で初めてとなる免震構法を採用した超高層マンション「ナ

ゴヤセンタータワー」（名古屋市中区、153戸）他が完成しました。原油、セメント、鋼材等の高騰により建築コ

ストが上昇する逆風下でありますが、分譲マンション工事受注については当社のビジネスモデルである土地持

込による特命受注と併せて、マンション建設最大手としてのコスト優位性・商品企画力を生かし大手デベロッ

パーからの直接受注活動も推進してまいります。

一般工事では、「（仮称）パシフィックスクエア横浜みなとみらい」（横浜市西区、事務所ビル）、当社グ

ループの株式会社センチュリーライフが運営を行う「センチュリーシティ常盤台」（東京都板橋区、老人ホー

ム）他を着工し、また当社グループの株式会社ブライトンコーポレーションが運営を行う「ホテルブライトン

シティ大阪北浜」（大阪市中央区、ホテル）他が完成しました。今後とも、当社は一般工事受注も積極的に展開

してまいります。

以上の結果、売上高4,839億円（前期比10.2％増）、営業利益362億円（同17.7％減）となりました。
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②　エンジニアリング事業

エンジニアリング事業では、社会情勢、市場動向、事業性を認識した上での売れる商品づくりから、住宅とし

ての品質・性能の確保に至るまで、ソフト・ハードの両面から企画設計、プランニングを実践しています。環境

や安全面に対しても、細心の配慮をするとともに、地域環境との調和を図りながらプロジェクトごとにふさわ

しいデザインを行うなど、優れた作品づくりを目指しています。

首都圏では、「グランドメゾン杉並シーズン」（東京都杉並区、684戸）において、敷地内に数多く既存樹を

残した緑豊かなランドスケープデザインに呼応した、シンプルで気品あふれる建物デザインにより魅力的な住

環境作りを実現しました。また、「鶴見区尻手計画」（横浜市鶴見区、1,424戸）、「相模原上溝計画」（神奈川

県相模原市、311戸）において免震構法を採用し、安全・安心をテーマにした技術に取り組んでいます。

集合住宅以外の分野においても、「新食糧会館」（東京都中央区、事務所ビル）、「センチュリーシティ常盤

台」（東京都板橋区、老人ホーム）など、設計中・施工中合わせ６件に取り組んでいます。

近畿圏では、株式会社ブライトンコーポレーションのハイグレードなビジネスホテル「ホテルブライトンシ

ティ大阪北浜」（大阪市中央区、ホテル）、株式会社センチュリーライフの高齢者専用賃貸マンション「セン

チュリーシティ都島」（大阪市都島区、老人ホーム）、38階建の免震超高層棟を含む総戸数1,000戸超の大型プ

ロジェクト「都島Ⅱ計画」（大阪市都島区、1,168戸）など、グループ各社のプロジェクトをはじめ多様なジャ

ンルの商品企画実現に取り組んでいます。

以上のような取組みをしてまいりましたが、昨年６月の改正建築基準法施行に伴い当連結会計年度に予定し

ていた建築確認申請の一部が翌連結会計年度に繰り延べられたため、売上高95億円(前期比11.6％減)、営業利益

28億円(同36.5％減)となりました。

③　不動産事業

不動産事業における、マンション受託販売においては、改正建築基準法施行の影響により、供給及び販売戸数

が減少しました。また、景気の先行き不透明感とマンション分譲価格の上昇から、お客様の購入マインドは様子

見の傾向が強まりましたが、住宅への実需ニーズは底堅く、お客様のニーズを反映した物件の販売は堅調に推

移しました。商品企画の強化・推進に注力するとともに、お客様に価値・信頼・安心感をお届けすることで、お

客様との中長期に亘る関係強化を図ってまいります。

不動産分譲事業においては、大規模物件等の建築受注を目的とした不動産取引件数は前連結会計年度より減

少したものの、分譲マンション共同事業による新規取扱件数は増加しました。

また、ハワイ州オアフ島で推進中の戸建分譲事業につきましては、米国住宅市場悪化の影響を受け減収減益

となりましたが、高い収益率を維持しております。

以上の結果、売上高1,878億円（前期比13.1％減）、営業利益105億円（同11.4％減）となりました。

④　賃貸及び管理事業

マンション建物管理においては、マンション管理の提案営業をマンション工事受注営業と併せて行うなどグ

ループ相乗効果を発揮して付加価値を高めることにより、大規模分譲マンションを中心とした管理受託を促進

するとともに、積極的な営業展開により当社施工以外の物件の管理受託も伸長し、管理戸数は１万戸増加し19

万戸を超える規模に達しました。また、賃貸管理及び社宅管理代行においても、運営戸数、受託戸数ともに順調

に増加しました。

このように取扱い戸数の堅調な伸びを背景に、賃貸及び管理事業全体では、売上高535億円（前期比16.0％

増）、営業利益52億円（同40.9％増）となりました。

⑤　ホテル事業

ホテル事業では、競争激化の中、全体では前期比で売上高が微減となったものの、レストラン・一般宴会は好

調に推移し、前連結会計年度を超える売上実績となるとともに、「浦安ブライトンホテル」では婚礼部門にお

いても、組数で前連結会計年度を若干上回ると共に、付加価値の高い商品提案に努めた結果、婚礼一組当たりの

単価が過去最高となり、前連結会計年度を超える売上実績となりました。また、全社で推進いたしましたコスト

削減・財務体質改善等の効果も大きく寄与し、前連結会計年度の営業損失から転じて利益を確保いたしまし

た。

なお、当連結会計年度において開業準備を進めてまいりました、ブライトンホテルグループ５番目の「ホテ

ルブライトンシティ大阪北浜」が平成20年４月に新たに開業し、今後一層の売上増加を見込んでおります。

以上の結果、売上高112億円（前期比1.8％減）、営業利益５億円となりました。
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⑥　その他の事業

その他の事業では、シニアリビング事業の高齢者向けサービス付マンション「センチュリーシティ大宮公

園」、「センチュリーシティ北浦和」は、ともに引き続き高稼働率で推移しました。また、第３号物件「セン

チュリーポート西千葉」（平成20年４月１日より「センチュリーシティ西千葉」に名称変更）も順調に稼働

率が上昇してきました。

印刷事業は新商品投入により増収となりましたが利益面では若干の減益となりました。しかしながらレンタ

ル事業及び保険代理店事業は引き続き好調に推移しており、その他の事業全体では、売上高55億円（前期比

8.9％増）、営業利益８億円（同20.6％増）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、144億円の収入超過となりました。前連結会計年

度の222億円の収入超過と比較して78億円の収入減少となりましたが、販売用不動産等の増減（評価損の影響を除

く）により331億円、未成工事受入金の増減により113億円資金が増加し、売上債権の増減により154億円、仕入債務

の増減により205億円資金が減少したことなどの影響によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、273億円の収入超過となりました。前連結会計年度の36億円の支出超過と

比較して310億円の収支改善となりましたが、固定資産の売却による収入が378億円増加し、投資有価証券の取得に

よる支出が35億円増加したことなどの影響によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、448億円の支出超過となりました。前連結会計年度の297億円の支出超過

と比較して152億円の支出増加となりましたが、短期借入金の増減により252億円、自己株式の買受けにかかる支出

減少により120億円資金が増加し、長期借入金の増減により486億円資金が減少したことなどの影響によるものであ

ります。

以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末の660億円より36億円減少し624

億円となりました。

「第２　事業の状況」における各項目の記載金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【受注及び売上の状況】

(1) 受注実績

区分

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

(百万円)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(百万円)

建設事業 492,093 407,463 (17.2％減)

エンジニアリング事業 12,351 10,837 (12.3％減)

合計 504,445 418,300 (17.1％減)

   (注) １  当連結企業集団では建設事業及びエンジニアリング事業以外の受注実績を把握することが困難であるため記

載しておりません。

２　当連結企業集団では生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。

３　セグメント間の取引については相殺消去しております。

(2) 売上実績

区分

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

(百万円)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(百万円)

建設事業 437,529 481,833 (10.1％増)

エンジニアリング事業 10,765 9,495 (11.8％減)

不動産事業 215,894 187,478 (13.2％減)

賃貸及び管理事業 43,885 51,101 (16.4％増)

ホテル事業 11,281 11,098 (1.6％減)

その他の事業 3,765 4,069 (8.1％増)

合計 723,118 745,074 (3.0％増)

(3) 不動産事業の状況

売上実績

区分

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

(百万円)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(百万円)

分譲マンション等販売 31,536 31,556 (0.1％増)

土地等販売 170,318 142,660 (16.2％減)

分譲マンション販売受託 9,617 9,407 (2.2％減)

仲介等 4,422 3,855 (12.8％減)

合計 215,894 187,478 (13.2％減)

(4) 賃貸及び管理事業の状況
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区分

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

数量
稼働率

(％)
売上実績
(百万円) 数量

稼働率
(％)

売上実績
(百万円)

賃貸

マンション賃貸(保有) 526戸 92.6

13,548

1,741戸 91.8

17,891

(32.1％増)

マンション賃貸(転貸)      9,011戸 88.8 9,089戸 93.9

ビル賃貸(保有)      2,475㎡ 87.9 5,855㎡ 100.0

ビル賃貸(転貸)      8,129㎡ 100.0 6,932㎡ 100.0

管理

マンション建物管理 181,276戸 (2,084棟) 21,485     192,861戸 (2,154棟)
23,355

(8.7％増)

マンション賃貸管理      44,897戸 ― 1,795 50,628戸 　―
1,954

(8.9％増)

マンション賃貸仲介 ― ― 7,057 ―　 　―
7,901

(12.0％増)

合計 ― ― 43,885 　― 　―
51,101

(16.4％増)

   (注)  数量は連結会計年度末現在で表示しております。
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　なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりであります。

建設事業及びエンジニアリング事業の状況

①　受注高、売上高、繰越高及び施工高

期別 区分
前期
繰越高

(百万円)

当期
受注高

(百万円)

計
(百万円)

当期
売上高

(百万円)

次期繰越高

当期
施工高

(百万円)手持高
(百万円)

うち施工高

比率
(％)

金額
(百万円)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

建設

事業

建築工事 313,735 416,816 730,551 376,766 353,785 5 18,126 374,706

土木工事 2,928 4,536 7,464 3,566 3,898 51 2,006 4,506

計 316,664 421,352 738,015 380,332 357,683 6 20,132 379,213

業務受託 9,067 19,066 28,133 17,186 10,947 ― ― ―

合計 325,731 440,417 766,148 397,518 368,630 ― ― ―

エンジニアリング事業 5,419 12,355 17,774 10,772 7,003 ― ― ―

合計 331,150 452,772 783,922 408,289 375,633 ― ― ―

当事業年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

建設

事業

建築工事 353,785 343,075 696,860 409,110 287,750 8 23,190 414,174

土木工事 3,898 2,110 6,008 5,194 814 39 314 3,502

計 357,683 345,185 702,868 414,304 288,564 8 23,503 417,676

業務受託 10,947 11,533 22,480 14,001 8,479 ― ― ―

合計 368,630 356,718 725,348 428,305 297,043 ― ― ―

エンジニアリング事業 7,003 10,868 17,870 9,526 8,344 ― ― ―

合計 375,633 367,585 743,218 437,831 305,387 ― ― ―

   (注) １  前事業年度以前に受注したもので、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、当期受注高にその増減額

を含んでおります。したがって、当期売上高にもかかる増減額が含まれております。

２　次期繰越高の施工高は、支出金により手持高の施工高を推定したものであります。

３　当期施工高は（当期売上高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高）に一致します。

②　受注工事高の受注方法別比率

　工事受注方法は、特命と競争に大別されます。

期別 区分 特命(％) 競争(％) 計(％)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

建築工事 99.7 0.3 100.0

土木工事 100.0 0.0 100.0

当事業年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

建築工事 99.9 0.1 100.0

土木工事 100.0 0.0 100.0

   (注)  百分比は請負金額比であります。
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③　売上高

期別 区分
官公庁

(百万円)
民間

(百万円)
計

(百万円)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

建設

事業

建築工事 13 376,753 376,766

土木工事 ― 3,566 3,566

計 13 380,320 380,332

業務受託 ― 17,186 17,186

合計 13 397,505 397,518

エンジニアリング事業 ― 10,772 10,772

合計 13 408,277 408,289

当事業年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

建設

事業

建築工事 ― 409,110 409,110

土木工事 ― 5,194 5,194

計 ― 414,304 414,304

業務受託 ― 14,001 14,001

合計 ― 428,305 428,305

エンジニアリング事業 ― 9,526 9,526

合計 ― 437,831 437,831

   (注) １  完成工事のうち主なものは、次のとおりであります。

前事業年度　請負金額60億円以上の主なもの

ナイス㈱・相鉄不動産㈱他 ガーデンティアラ武蔵小杉 新築工事

ナイス㈱・三交不動産㈱他 トーキョーガーデンスイート 新築工事

双日㈱・京急不動産㈱他 プリスタ 新築工事

阪急不動産㈱・栄泉不動産㈱他 セントプレイス大阪 新築工事

双日㈱・双日都市開発㈱他 グラン・レジデンス 新築工事

当事業年度　請負金額40億円以上の主なもの

藤和不動産㈱・JFE都市開発㈱ センティス 新築工事

名鉄不動産㈱・三洋ホームズ㈱他 SHINKA CITY レジデンシャルスクエア 新築工事

東レ建設㈱・神鋼不動産㈱他 宝塚エリー 新築工事

総合地所㈱・㈱新日本建物他 深大寺レジデンス 新築工事

双日㈱・㈱中央コーポレーション他 東京スイート・レジデンス 新築工事

２  前事業年度及び当事業年度ともに完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手はありません。
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④　手持高（平成20年３月31日現在）

区分
官公庁

(百万円)
民間

(百万円)
計

(百万円)

建設

事業

建築工事 ― 287,750 287,750

土木工事 ― 814 814

計 ― 288,564 288,564

業務受託 ― 8,479 8,479

合計 ― 297,043 297,043

エンジニアリング事業 ― 8,344 8,344

合計 ― 305,387 305,387

  (注)  手持工事のうち請負金額30億円以上の主なものは、次のとおりであります。

積水ハウス㈱・東京急行電鉄㈱他  グランドメゾン東戸塚 新築工事 平成20年６月完成予定

有楽土地㈱・藤和不動産㈱・ニチモ㈱ グローブスクエア 新築工事 平成20年７月完成予定

日本綜合地所㈱  ヴェレーナ湘南海岸 新築工事 平成20年７月完成予定

㈱中央コーポレーション・新日本建設㈱他  ザ・ガーデン プレミアム 相模原北公園 新築工事 平成20年８月完成予定

大和ハウス工業㈱  プレミスト和泉府中　 新築工事 平成20年９月完成予定
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３【対処すべき課題】

今後の見通しについては、引き続き原油価格の高騰がもたらす諸物価の上昇、サブプライム問題による金融市場の

混乱や米国をはじめとする海外経済の悪化等による影響に留意する必要があるものと思われます。

マンション市場では、平成19年６月の改正建築基準法施行の影響もあって、同年７月以降、分譲マンションの着工戸

数が大幅減となっています。加えて、在庫も増加傾向であったことから、在庫処理を優先するため、新規供給は当期同

様、慎重に行うと思われます。また、購入者の模様眺めの傾向は、しばらく継続する可能性があります。その一方で、供

給者側の価格設定・販売戦略の見直し等、需要喚起のための努力も今後本格化することから、需要者の購入マインド

も徐々に改善していくと思われます。

こうした状況の中、当社グループにおきましては、今後の３ヵ年を「再生完了後の新たなステージ」と位置付け、国

内建設市場の縮小や受注競争の激化、分譲マンション市場の変化、高齢化・人口減少社会の到来等、当社グループを取

り巻く経営環境の急激な変化の中で、持続的な経営革新に取り組みながら「建設を中心としたフロー市場とこれから

着実に積みあがっていくストック市場に共に軸足をおく、オンリーワン企業グループを目指す」べく策定した、新た

な中期経営計画「“ＳＨＩＮ”ＰＬＡＮ」（平成21年３月期～平成23年３月期）を着実に遂行していくことが最重

要課題であると認識しております。

当該計画においては、基本方針として、１．基幹のマンション関連事業の更なる進化と事業領域（分野・地域）の

拡大、２．住宅に対する信頼性確保や長寿命化に向けた具体的施策の展開、３．分譲マンションの市況変化に対応し

た事業戦略の展開、４．地球環境問題や少子高齢化問題に対する社会的責任を果たす、５．健全な財務体質を維持し

ながら株主還元を継続する、ことを掲げるとともに、以下の具体内容に取り組んでまいります。

事業戦略としては、ストック型社会を見据えた分譲マンション事業の付加価値アップによる、受注シェアの維持・

拡大及び工事収益の維持向上、非分譲マンション分野への進出と不動産投資・開発事業の取組み強化、当社が施工し

たマンション45万戸をはじめとするストック市場に立脚したサービス関連事業の更なる拡大、名古屋を中心とする東

海地区における首都圏・近畿圏に次ぐ事業基盤の確立を進めてまいります。

技術戦略としては、改正建築基準法等による品質・性能に対する厳格化と事業期間の長期化、環境への配慮、労務不

足・建築原価の上昇などの状況変化に対応すべく、設計施工という当社ならではの強みを活かした分譲マンションに

おける技術力・技術開発力の深化を進めるとともに、非住宅分野への事業拡大に向けた生産体制・技術力の強化・整

備を行い、モノづくり産業の原点に立った品質・安全・生産性の向上に努めてまいります。

財務戦略としては、潜在株式及び優先配当負担の削減のため、平成17年８月公表の「資本再編プラン」に基づく優

先株式の償還を着実に実行するとともに、事業投資と財務体質の健全性を維持するための内部留保等を踏まえなが

ら、普通株主の皆様への利益還元を安定的に行ってまいります。

なお、平成20年３月、当社子会社の元取締役による同会社資金の横領が発覚し、当社は連結及び単体とも約５億４千

万円の特別損失を計上いたしました。当社は、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を制定し、経営管理体制

の強化を推進してまいりましたが、その中での今回の不祥事発生という事実を厳粛に受け止め、再度、行動規範を周知

徹底するとともに、相互牽制機能の更なる強化等、内部管理体制全般を見直し、再発防止に向け取り組んでまいりま

す。

また、財務報告に係る内部統制についてもこれを整備し評価する体制を確実に構築しておりますが、今後はこれら

の適切な運用を通じて財務報告の信頼性の確保に努めてまいります。

当社グループを取り巻く経営環境は、依然として厳しい状況ではありますが、これからも、株主の皆様をはじめ取引

金融機関などご支援頂いている皆様や、お取引先、お客様への感謝の気持ちを忘れずに、「いい暮らしを、創る」ため、

真に社会に必要とされる「住まいのオンリーワングループ」を目指してまいります。
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４【事業等のリスク】

当社グループの業績及び財政状態は、今後起こり得る様々な要因により影響を受ける可能性がありますが、事業等

のリスクについては、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項について記載しており

ます。当社グループは、これらの他にも様々なリスクがありうることを認識し、それらを可能な限り防止、分散あるい

は回避するよう努めていますが、当社グループの支配の及ばない外部要因や必ずしも現時点にて具現化する可能性が

高くないと見られる事項等の発生により、当社グループの業績または財政状態に影響を与える可能性があります。

　なお、文中における将来に関する事項については、当連結会計年度末日現在において判断したものであります。

(1) 分譲マンションに関わる事業への依存

当社グループは、首都圏、近畿圏及び名古屋圏での分譲マンションに関わる事業をコアとしており、中でも分譲

マンション建設事業に対する依存度が高くなっております。従って、受注高やその他の分譲マンション関連事業

の取引高は、分譲マンションの新規供給量や販売状況、分譲マンション建設用地の供給、取引先デベロッパーの事

業規模、住宅関連政策、住宅にかかる税制及び金利等の動向によっては大きく変動することになり、これらの変動

が業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社は、土地情報収集力や分譲マンション事業に関するプロジェクトマネジメント力を背景として、土地

持込による受注を主たるビジネスモデルとしていますが、このビジネスモデルにより今後も引き続き競争優位に

立ち、市場シェアや収益性の維持、拡大がはかれるという保証はありません。

(2) 建設市場の動向

現状、建設市場は縮小傾向が続いていますが、建設業全般の業績の動向によりマンション建設の分野における

参入が増え、同業他社との価格競争が激化した場合や、建設資材・労務等の急激な高騰及び調達難、協力業者等の

確保状況による生産能力の低下などが生じた場合、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3) マンション建設における法的規制、行政規制等

建築物の安全性の確保を目的に、建築基準法や建築士法の一部改正が平成19年６月20日付にて施行されており

ますが、建築確認・検査の厳格化等の改正による影響で、建設工事の着工遅延など、業績に悪影響を及ぼす可能性

があります。その他マンション建設における法的規制、行政規制や周辺住民による反対運動及びそれに伴う訴訟

等により、建設工事の着工の遅延又は中止等が発生した場合、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4) 瑕疵担保責任

施工品質の維持向上には万全を期していますが、引当金の計上額を上回る瑕疵担保負担の発生や、保険等でカ

バーできない損害賠償が発生した場合、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、万が一瑕疵が発生した場合、社会的信用を失うとともに、企業イメージを損ない、売上の減少など当社グ

ループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5) 建設事業における事故等

当社は、安全教育の実施、点検パトロールなど事故・災害を撲滅するために安全管理を徹底し、また、工事着手

にあたり入念な施工計画の立案など安全な作業環境を整え施工を行なっておりますが、万が一、重大な工事事故

・労働災害等が発生した場合、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、その場合、社会的信用を失うとともに、企業イメージを損ない、売上の減少など当社グループの業績に悪

影響を及ぼす可能性があります。

(6) 取引先の信用リスク

建設業においては、一つの取引における請負金額が大きく、多くの場合工事代金の支払いは分割であったり、目

的物の引渡時及び引渡後に多額の支払が行われる傾向があります。よって、工事代金の受領前に取引先が信用不

安に陥った場合は、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7) 保有不動産

当社グループは営業活動上の必要性から不動産を保有しておりますが、不動産には時価の変動リスクがあると

ともに、一般的に流動性が高くないため売却時における需給関係によっては相場価格により売却できない場合が

あります。販売用不動産については事業計画の進捗次第では予定している回収額に満たない場合や様々な要因に

より計画を中止せざるを得ない場合があります。また、固定資産についても、賃貸条件や事業収支の悪化が生じた

場合など予定しているキャッシュフローが得られなくなる場合があります。これらの場合には評価損失・減損損

失・売却損失等が発生し、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

(8) 事業エリアの偏重

当社グループは、会社の経営資源の効率化を実現するために事業エリアを首都圏・近畿圏・名古屋圏に集中し

ております。このため、将来、首都圏・近畿圏・名古屋圏並びにその周辺において、地震、暴風雨、洪水その他の天

災、事故、火災、その他の人災等が発生し、工期の遅延、消費者の購買意欲の減退、所有資産の毀損等があった場合

には、当社グループの業績及び事業や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
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(9) オペレーショナルリスク

当社グループが業務を遂行するにあたり、従業員による不正行為、不適切な行為、事務処理のミス、労務管理上

の問題等の各種オペレーショナルリスクの発生が考えられます。当社グループはリスク管理規定を定め、オペ

レーショナルリスクも含めた事業遂行に関わる様々なリスクについて管理し、それらのリスクに対応することに

よって、グループの経営方針の実現を阻害するリスク要因を可能な限り低減させ、コントロールするよう努めて

おりますが、上記のようなオペレーショナルリスクが発生し業績及び財政状態に悪影響を与える可能性がありま

す。

また、その場合、社会的な信用を失うとともに、企業イメージを損ない、売上の減少など、当社グループの業績及

び財政状態に悪影響を与える可能性があります。

(10)個人情報等の管理

当社グループは、マンション購入顧客ならびに購入検討顧客や管理受託マンションの居住者など、多くの個人

情報を保有しております。また、営業・購買情報など多くのデータをコンピュータ管理しています。

平成17年４月に完全施行された個人情報保護法にしたがって、個人情報の取扱いに関するルール（基本方針・

規定・細則）を設け、体制整備を行い、また個人情報以外の情報の取扱いについても、各部個別にセキュリティポ

リシー（基本方針・対策基準・実施手順）を順次整備するなど、情報管理を徹底し万全を期していますが、コン

ピュータシステムのトラブルによる情報流出や犯罪行為などによる情報漏洩が発生する可能性があります。その

場合、社会的信用を失うとともに、企業イメージを損ない、売上の減少、損害賠償の発生など当社グループの業績

に悪影響を及ぼす可能性があります。

(11)支払利息

当社の主な資金調達手段である金融機関からの借入金については、そのほとんどが変動金利となっており、急

激な金利の変動や金融機関との借入条件に変更が生じた場合、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。

(12)優先株式

当社優先株式については償還条項が設定されており、当社は、第４回Ａ種優先株式については平成21年３月期

までに、第１回Ｂ種優先株式については平成22年３月期からの３年間で償還を行う計画を公表しておりますが、

償還には分配可能額が必要なことから、当該計画期間及び償還条項で設定された償還期間の間に必要な利益が計

上されない場合など、一部の償還が実行されない可能性があります。一方、優先株主には償還請求権が付与されて

いることから、当社に一定の利益剰余金がある場合、当社の意思に関わらず償還の請求がなされ、自己資本が一定

の限度まで減少する可能性があります。

また、これらの優先株式には転換請求権が付与されているため、償還がなされない場合、普通株式に転換される

可能性があります。また、転換請求期間内に転換請求されないものについては、普通株式に強制転換されます。普

通株式に転換された場合、１株当たり当期純利益を減少させ、また市場で売却されたときはその時点における需

給関係によっては普通株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、以上のような優先株式が存

在すること自体が普通株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。

５【経営上の重要な契約等】

当社は100％子会社である株式会社長谷工不動産、株式会社長谷工都市開発、株式会社長谷工ファイナンス及び野田

開発株式会社との間で、平成20年１月７日に合併契約を締結し、平成20年３月１日に吸収合併しております。詳細は、

「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)」に記載しております。
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６【研究開発活動】

　（建設事業）

　当社の研究開発は、集合住宅における新築・ストックの両分野に軸足をおき、①商品開発 ②生産技術開発 ③そのた

めに必要な基礎的な研究開発を重点に、埼玉県越谷市の技術研究所を拠点に推進しております。

研究開発部門としては、品質・性能・環境・健康・安全・快適・生産性・情報化等々をテーマに、研究開発方針の

策定等を担当する技術戦略室、基礎・応用技術を担当する技術研究所、生産性向上及び商品化技術を担当する技術開

発室及び施工技術を担当する建設部門技術部等を中心に構成されています。

実施にあたっては、研究・技術開発のスピードアップと採用促進を図るため、大学・研究機関等との共同研究・開

発を進めるとともに、設計・建設部門等社内各部門との連携・強化に努めております。

　当連結会計年度における研究開発費は、651百万円であり、主な研究・技術開発は次のとおりです。

　(1) 中高層集合住宅を対象とした技術の開発

大規模・高層物件等を主な対象として、労務不足の解消、生産性と多様性が両立し且つ品質向上等を更に推進

するため、工業化、ＰＣ化、内装ユニット化及び情報基盤整備も含めた設計・施工情報のＩＴ化など積極的な推進

展開を行い、順次実物件へ採用導入しております。特に、これまでの開発検証結果をベースに次の事を推進してお

ります。

(イ) クラディングでは非構造壁のＡＬＣ化、建物屋上の各種コンクリート基礎の施工省力化の採用推進及び施工・

メンテナンス・リフォーム性に優れたユニット型手摺の開発・商品化等。

(ロ) インフィルでは収納ユニット標準化採用、キズのつきにくいクロスの商品化及び顧客ニーズに対応していくた

めの収納のメニュー対応検証等。

(ハ) 設備では、住宅の高気密化による住戸内外差圧と玄関ドア開放力を低減する換気システム開発・標準化採用、

維持管理しやすい「ドラム式乾燥洗濯機用防水パン」の標準化採用及び免震構造対応用の配管システムの

開発完了等。

(ニ) 設計・施工情報のＩＴ化では、構造結果データを用いた構造図面作成及び鉄筋配筋図作成プログラム並びに工

事記録写真管理システムの開発・普及。また、次項(ホ)項目におけるＩＴ化の検討等。

(ホ) 作業所内における各種資材搬送効率・省力化手法の検討・検証を経て、場内の資材搬送管理システムを構築推

進中等。

　(2) 超高層RC造集合住宅を対象とした技術の開発

超高層RC造集合住宅において、これまで開発した成果を反映させた当社設計施工で、第１号物件として、超高層

RC造集合住宅「清水谷ハウス」を完成いたしました。引き続き、免震構造を採用した超高層RC造設計技術及び施

工条件に即した最適な構工法の確立などを図りながら、超高層対応技術のレベルアップに努めてまいります。

　(3) 総合生活支援サービス「素敵スタイル」の開発

快適生活をサポートするため、インターネットを利用して生活情報支援サービスを提供するシステム「素敵

ネット」(標準採用)の基本的コンテンツを開発いたしました。更に、ヘルスケアなどの様々な付加価値サービス(オ

プション採用)も統合した総合生活支援サービス「素敵スタイル」について、当社が設計施工し子会社が管理する

分譲マンションに、積極的に採用を推進しております。第１号物件として、首都圏では「リバーフェイス」、近畿

圏では「ザ・キタハマタワー＆プラザ」に採用が決定しています。今後も引き続き、新たなコンテンツを開発の

上、サービス内容の充実展開を図ってまいります。

　(4) 「プレミアムアフターサービス」の開発

分譲マンションではこれまでになかった高付加価値アフターサービスである「プレミアムアフターサービ

ス」を開発いたしました。最長15年とアフターサービス期間を大幅に延長するとともに、定期サービスも強化し、

サービスの内容や保証書、専用部の簡単なお手入れ方法を紹介した“セルフメンテナンスガイド”等をセットし

た「住まいの整備手帳」並びに入居者自身でお手入れできるように、“メンテナンスキット”も配布いたしま

す。第１号物件として、首都圏では「リバーフェイス」、近畿圏では「サウスオールシティ」に採用が決定してい

ます。今後も、当社設計施工の物件において、積極的に採用提案するとともに、住まう方の安心感、満足度、付加価

値の向上に努めてまいります。

　(5) 「省エネルギ－住宅」の対応

次世代省エネ基準に対応した、住宅性能表示制度・温熱環境の(最高ランク)「等級４」に適合する物件の採用

促進を積極的に行い、更に、部材材料・断面厚さ及び断熱材の選択自由度拡大が図れる等の汎用性を高めた型式

認定取得対応申請業務及び認定取得を完了いたしました。

　(6) 「自然エネルギー」の研究
　省エネ・CO2削減等が期待できる自然エネルギー活用技術(光ダクト・太陽光発電システム)について、集合住
宅共用部への導入のための応用研究を継続推進しております。
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　(7) 建物の長寿命化対応としてのコンクリートひび割れ抑制技術の研究

RC構造物の宿命である乾燥収縮ひび割れのゼロ化を目指し、ひび割れ抑制技術の基礎的検証に引き続いて、乾

燥収縮ひび割れ発生の抑制に有効且つ実用的な新混和剤にて、実構造体に近い模擬試験体による実験を継続推進

しております。

　(8) 建設産業廃棄物削減対応

設備資機材の梱包材はダンボールが多く、その減量が望まれている中、給湯器の梱包をダンボールで包装する

替わりに「リターナブル包装材」を使用し、現場搬送→荷解き→給湯器設置→包装材回収→再利用という包装材

の「リユースシステム」を構築しました。今後も、建築現場から排出される梱包材をはじめ、建設産業廃棄物を削

減してまいります。

　(9) ストック・リフォーム技術の開発

拡大する国内ストック市場における既築集合住宅向け「ストックビジネス」の技術基盤造りを目指して、継続

的にストック・リフォーム技術について、共用部では「建物の延命化工法」、「早くできる施工方法」等の開発

と専有部では「新築なみのグレ－ドアップ提案」を目指したコア技術の開発を行っております。

(イ) 短期間施工が可能で耐久性の高い共用部排水管の更新・更生技術として他社と共同開発した「ＨＡＭ－Ｊ

(Haseko,Marunaka‐Japan engineering)工法」において、種々の施工パターンに応じた技術改良を重ね、工法応

用展開を進めており、積極的な普及促進を図っております。

(ロ) 住戸内専用部の水廻りにおいて、簡単施工で安価なキッチンユニットのセットリフォーム技術の開発を終え

て、営業を開始しております。今後、積極的に普及促進を図ってまいります。

(ハ) 「電気温水器をガス給湯器へ」、「キッチンガスコンロをＩＨクッキングヒータへ」交換する等の電気・ガス

などの熱源リフォームの要望が多いことから、既存の住棟共用部設備と住戸専用部設備に係る改修技術の開

発を継続的に推進しており、順次営業展開を開始しております。

　(10)共同研究参画

競争と連携のネットワークを構築するため、多様な研究機関、企業等の幅広い結集を図り研究開発の共通基盤

(プラットフォーム)の確立を目指している建築研究開発コンソーシアムの活動に継続参画しているほか、国土交

通省支援の産官学共同プロジェクト「建築物の総合的環境評価研究委員会」に継続参画しております。

　なお、子会社においては、研究開発活動は行われておりません。

　建設事業以外の事業においては、研究開発活動は行われておりません。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

　当社グループにおける財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。

　なお、文中における将来に関する事項については、当連結会計年度末日現在において判断したものであります。

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おりますが、この連結財務諸表の作成にあたっては、経営者により、一定の会計基準の範囲内で見積りが行われてい

る部分があり、資産・負債や収益・費用の数値に反映されております。これらの見積りについては、継続して評価

し、必要に応じて見直しを行っておりますが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結果は、これらとは異なるこ

とがあります。

具体的には、工事進行基準による収益認識、固定資産、工事未払金、貸倒引当金、完成工事補償引当金、工事損失引

当金、賞与引当金、退職給付引当金、繰延税金資産、偶発事象や訴訟等であり、これらに関し、過去の実績や状況に応

じ合理的であると考えられる様々な要因に基づいた見積り及び判断に対して、継続して評価を行っております。

(2) 経営成績

当社は、平成17年４月にスタートした「新中期経営計画（平成18年３月期～平成20年３月期）」を再生完了への

最終段階と位置付け、グループ全社を挙げて、本業収益力の強化、資本構成の再構築、技術力・技術開発力の強化な

らびに経営管理体制の強化等に取り組んでまいりました。その結果、本業収益については計画を上回る実績で推移

し、また、平成17年８月に公表いたしました「資本再編プラン」に基づき、優先株式の買受・償還の着実な実行によ

り、資本構成の再構築にも概ね目処がたったことから、平成20年３月期において最重要課題の一つである復配を実

施させていただくことといたしました。

当事業年度における当社単体の受注高については、平成19年６月の改正建築基準法の施行の影響により、建築確

認許可審査期間が当初の見込み以上に長期化した影響で、年度後半においては持ち直しの兆しがありましたが、前

事業年度と比較して大きく減少し3,676億円（前期比18.8％減）となりました。

また、当社グループの経営成績については、売上高が220億円増加し7,451億円（同3.0％増）となりました。主な要

因は、マンション市況の軟化により過熱していた用地の取得競争が沈静化し不動産売上高が284億円減少しました

が、過年度における高水準の受注が寄与して完成工事高が443億円増加したことによるものです。ただし、資材価格

や労務費の高騰、改正建築基準法の施行に伴う着工の遅れなどの影響を受けたため、営業利益については、前連結会

計年度より88億円減少し557億円（同13.6％減）、経常利益については、前連結会計年度より99億円減少し531億円

（同15.8％減）となりました。

特別損益については、財務体質の強化を図る目的で新中期経営計画期間中に「棚卸資産の評価に関する会計基

準」を早期適用することとしたため、たな卸資産評価損他294億円の損失を計上しました。以上の結果、税金等調整

前当期純利益は237億円、法人税等の税金費用を差引いた当期純利益は224億円となりました。

(3) 財政状態

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より78億円悪化しましたが、

144億円の収入超過となりました。主な要因は、販売用不動産等の増減による収支（評価損の影響を除く）が331億

円改善しましたが、売上債権の増減による収支が154億円、仕入債務の増減による収支が205億円悪化したことなど

の影響によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より310億円改善し273億円の収入超過となりました。主

な要因は、投資有価証券の取得による支出が35億円増加しましたが、固定資産の売却による収入が378億円増加した

ことなどの影響によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より152億円支出が増加し448億円の支出超過となりまし

た。主な要因は、短期借入金の増減により252億円、自己株式の買受けにかかる支出減少により120億円資金が増加し

ましたが、長期借入金の増減による収支が486億円支出超過となったことなどの影響によるものであります。

以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末の660億円より36億円減少し624

億円となりました。

財政状態については、再生完了の最終段階である当期を最終年度とした新中期経営計画中に財務体質の強化を図

る目的で、上期において「棚卸資産の評価に関する会計基準」を早期適用いたしました。また、昨年末にはリート市

況の悪化を受け上場を目的にした合弁事業の解消をスポンサー会社間で合意し、連結子会社であるエコロジー・

リート投資法人が保有していた資産を売却したため、連結総資産が前連結会計年度末の5,467億円より605億円減少

し4,862億円、有利子負債が前連結会計年度末の1,874億円より224億円減少し1,651億円となりました。
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また、連結純資産については、当期純利益を224億円計上しましたが、第４回Ａ種優先株式の一部償還及び消却、経

営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するための、普通株式の自己株式取得を実施したことにより、前

連結会計年度末の1,130億円より20億円減少し1,110億円となりました。ただし、連結総資産が減少した影響で自己資

本比率は、前連結会計年度末の20.6％から2.2ポイント改善し22.8％となりました。

(4) 新中期経営計画及び今後の方針

当社は、今後の３ヶ年を「再生完了後の新たなステージ」と位置付けるとともに、国内建設市場の縮小や受注競

争の激化、分譲マンション市場の変化、高齢化・人口減少社会の到来等、当社グループを取り巻く経営環境の急激な

変化の中で、持続的な経営革新に取り組みながら「建設を中心としたフロー市場とこれから着実に積みあがってい

くストック市場に共に軸足をおく、オンリーワン企業グループを目指す」べく、今回新たな中期経営計画「“ＳＨ

ＩＮ”ＰＬＡＮ」を策定いたしました。

中期経営計画「“ＳＨＩＮ”ＰＬＡＮ」の概要

（“ＳＨＩＮ”ＰＬＡＮ ～ Sustainable（持続可能な）のＳ、ＨＡＳＥＫＯ（長谷工）のＨ、Innovating（改革・革新

に取り組む）のＩ、NewのＮ、そして読み方の「シン」は、信用・信頼の「信」、感謝・思いやりの「心」、ふるきをた

ずねて「新」しきを知る、そして「新」たに創造することを意味します。）

■計画期間

平成21年３月期～平成23年３月期の３期間

■計画の位置付け

≫再生完了後の新たなステージ

≫持続的な経営革新に取り組み都市の暮らしを創造するオンリーワン企業グループを目指す

■基本方針

１．基幹のマンション関連事業の更なる進化に加え、事業領域（分野・地域）を拡大していく

２．住宅に対する信頼性確保や長寿命化に向けた具体的施策を展開していく

３．分譲マンションの市況変化に対応した事業戦略を展開していく

４．地球環境問題や少子高齢化問題に対する社会的責任を果たしていく

５．健全な財務体質を維持しながら株主還元を継続していく

■最終年度数値目標

厳しい事業環境が予想される中、本計画の具体内容を実行することで、計画最終年度において以下の数値目標

を達成するとともに、その収益力を持続可能とする企業グループを目指す。

１．連結経常利益   ：６００億円

２．単体経常利益   ：５００億円

３．子会社経常利益 ：１００億円（内サービス関連事業グループ７０億円）

■具体内容

１．事業戦略 

(1)分譲マンション事業の付加価値創造

ストック型社会を見据えた分譲マンション事業の付加価値アップにより、分譲マンション工事の受注

シェアの維持・拡大（２０％超の確保）、工事収益の維持向上を図る。

①土地持込みによるビジネスモデルの更なる強化

②商品開発力の強化

・長谷工オリジナル商品の開発・推進

・マンション事業者以外の開発事業者との連携強化による複合開発

・建替工事の提案力、技術力強化

③アフターサービスの充実、体制強化

・「長谷工プレミアムアフターサービス」の開発・採用促進

・アフターサービスコールセンターの設立・運営
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(2)土地情報を起点としたビジネスモデルの進化

①非分譲マンション分野への進出

賃貸マンション、オフィスビル、商業施設、高齢者施設等の商品分野へ拡大すべく、他社との資本提携

・業務提携またはＭ＆Ａなども視野に入れながら、現状の分譲マンションを中心とする受注・生産体制

を強化し、当社ビジネスモデルを進化させ、収益向上を図る。

②不動産投資、開発事業への取組み強化と体制の整備

建設事業と不動産開発事業の事業分野別の組織再編を行い、収益性とリスク総量を統制しつつ、マン

ション開発事業への積極参画、投資用商品の開発事業など不動産開発事業へ注力し、収益拡大を図る。

(3)サービス関連事業の更なる拡大

①選択と集中に加え、更なるシナジーの追求

当社が施工したマンション45万戸をはじめとするストック市場に立脚した、分譲マンション事業、賃

貸マンション管理運営事業、シニアリビング事業、保険サービス事業、インテリア販売事業など住まい分

野に特化した固有の強みを生かして成長していくとともに、グループ会社のさらなる連携強化により、

住まいのオンリーワン企業グループを目指す。

②アフター分野でのプレゼンスを確立

アフターサービスの充実を図るとともに、管理・運営事業における付加価値の高い維持管理サービス

を創出し、長期間にわたる安全・安心・快適な暮らしを提案する。

(4)エリア戦略の見直し

名古屋支店のこれまでの着実な営業成果の伸張を踏まえ、名古屋を中心とする東海地区に対象エリ

アを拡大し、首都圏、近畿圏に次ぐ事業基盤を確立する。

２．技術戦略

(1)分譲マンションにおける技術力・技術開発力の深化

改正基準法等による品質・性能に対する厳格化・事業期間の長期化、環境への配慮、労務不足・建

築原価の上昇などの状況変化に対応していくため、これまで蓄積してきたマンションにおける設計技

術・施工技術をベースに、設計施工という強みを生かした「長谷工ならではの技術力・技術開発力」

をさらに深めていく。

・省エネ、長寿命化関連技術の開発・取組み・蓄積

・ストック市場向け技術の開発・取組み

・効率的かつ合理的な生産システムの構築・推進（工業化・ユニット化）

・資材物流合理化システムの構築

(2)非住宅分野への体制整備

非住宅分野への事業拡大に向けて、他社との業務提携、技術提携も視野に入れながら、非住宅分野

における設計技術、施工技術、環境技術、研究技術開発への積極投資などにより、生産体制・技術力

の強化・整備を行っていく。

(3)品質・安全・生産性の向上

モノづくり産業の原点を忘れることなく、建築物の品質・性能の確保に向けてのさらなる体制強化

ならびに生産技術の向上に努めていく。

・品質・工事事故撲滅に向けた体制整備・強化

・品質・安全性向上に向けた技術開発・工法開発、採用促進

３．財務戦略

平成17年８月公表の「資本再編プラン」に基づく優先株式の償還を着実に実行し、資本構成の再構築を完

結させるとともに、利益計画を達成するための投資、財務体質の健全性を維持するための内部留保等を踏ま

えながら、株主への利益還元を安定的に行っていく。

(1)積極的な事業展開に必要な財務体質の健全性を維持向上するため、事業投資と利益還元をバランスよく実

施するとともに、優先株式の償還や繰延税金資産による節税効果の実現により、資本の量と質の向上を目

指す。

(2)事業資金のニーズに合わせた機動的な資金調達のため、資金調達手段を多様化。

(3)デット／エクイティレシオ（有利子負債／株主資本）を１.０～１.５倍程度に制御。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度において実施した当社グループの設備投資の総額は60億円であり、事業セグメント別の状況は以下

のとおりであります。

建設事業、エンジニアリング事業においては、重要な設備投資は行っておりません。

不動産事業においては、アメリカ合衆国ハワイ州における不動産開発事業を中心に20億円の投資を行いました。

賃貸及び管理事業においては、会計システム及び賃貸資産の取得のために６億円の投資を行いました。

ホテル事業においては、設備の拡充及び改装等のために15億円の投資を行いました。

その他の事業においては、有料老人ホーム建設及び改修を中心に14億円の投資を行いました。

　なお、所要資金は、自己資金及び借入金によっております。

２【主要な設備の状況】

　当社グループは、多種多様な事業を行っており、その設備の状況を事業の種類別セグメント毎の数値とともに主たる

設備の状況を開示する方法によっております。

　当連結会計年度末における状況は、次のとおりであります。

(1) 事業の種類別セグメント内訳

　 平成20年３月31日現在

事業の種類別
セグメントの名称

帳簿価額（百万円）

従業員数（人）
建物・構築物

機械・運搬具・
工具器具備品

土地 合計

建設事業 405 409 2,034 2,848
2,037

[343]

エンジニアリング事業 27 4 ― 32
305

[34]　

不動産事業 139 89 47 275
589

[322]　

賃貸及び管理事業 5,214 182 17,750 23,146
675

[175]　

ホテル事業 17,666 899 10,783 29,348
23

[10]　

その他の事業 2,839 579 1,477 4,896
66

[27]　

小計 26,291 2,163 32,091 60,545
3,695

[911]　

全社（共通） 897 1,116 3,001 5,014
221

[10]　

合計 27,188 3,279 35,091 65,559
3,916

[921]　

   (注) １  帳簿価額に建設仮勘定は含んでおりません。

２　従業員数の［　］は、臨時従業員数を外書きしております。
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(2) 提出会社
　 平成20年３月31日現在

事業所名
（所在地）

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数
（人）

建物・
構築物

機械・運搬
具・工具
器具備品

土地
合計

面積（㎡） 金額

本社

（東京都港区）

他３支店 (注)１

全社（共通）

建設事業
本社事務所他 285 166 ― ― 451

1,325

[255]　

関西支社

（大阪市中央区）

他３支店 (注)１

全社（共通）

建設事業
支社事務所他 221 30 ― ― 251

681

[63]　

越谷技術研究所

（埼玉県越谷市）
建設事業 研究施設 224 35 6,706 1,428 1,687

14

[1]　

長谷工コミュニティ

技術研修センター (注)２

（東京都大田区）

賃貸及び

管理事業
貸事務所 828 1

1,860

(59)
2,344 3,174 ―

長谷工コミュニティ

関西支社

（大阪市中央区）

賃貸及び

管理事業
土地 ― ― 643 6,189 6,189 ―

京都南ゴルフガーデン

（京都市南区）

賃貸及び

管理事業
ゴルフ練習場 127 6 13,534 2,708 2,841 ―

   (注) １  本社及び関西支社は建物を連結会社以外から一括して賃借しております。

２　土地の一部を連結会社以外から賃借しております。当該面積は(  )内に外書きで記載しております。
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(3) 国内子会社
　 平成20年３月31日現在

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種類
別セグメン
トの名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数
（人）

建物・
構築物

機械・運搬
具・工具
器具備品

土地
合計

面積（㎡） 金額

㈱長谷工

コミュニティ

本社

（東京都港区）
全社(共通) 本社事務所 354 41 471 2,950 3,345

146

[37]　

関西支社

（大阪市中央区）

賃貸及び

管理事業
支社事務所 952 54 ― ― 1,006

137

[29]　

東関東支店

（千葉県浦安市）

他８店舗

建設事業

賃貸及び

管理事業

支店事務所 30 18 ― ― 49
266

[54]　

㈱長谷工

アーベスト

本社

（東京都港区）
不動産事業 本社事務所 9 41 ― ― 50

278

[176]

　

関西支社

（大阪市中央区）
不動産事業 支社事務所 4 1 ― ― 5

155

[71]　

名古屋支店

（名古屋市中区）
不動産事業 支店事務所 3 0 ― ― 3

12

[20]　

蒲田店

（東京都大田区）

他22店舗

不動産事業 店舗 106 20 140 46 171
85

[54]　

㈱長谷工

ライブネット

本社

（東京都港区）

賃貸及び

管理事業
本社事務所 7 7 ― ― 14

146

[40]　

関西支社

（大阪市中央区）

賃貸及び

管理事業
支社事務所 19 7 ― ― 26

98

[17]　

㈱ブライトン

コーポレーション

浦安ブライトン

ホテル

（千葉県浦安市）

ホテル事業
ホテル

本社事務所
8,376 431 7,016 6,279 15,086

23

[10]　

京都ブライトン

ホテル

（京都市上京区）

ホテル事業 ホテル 7,888 343 12,342 4,448 12,679 ―

蓼科ブライトン

倶楽部 (注)１

（長野県茅野市）

ホテル事業 ホテル 1,269 99
―

(19,098)
― 1,368 ―

ホテルブライトン

シティ山科 (注)２

（京都市山科区）

ホテル事業 ホテル 56 26 ― ― 82 ―

㈱ハセック
本社

（東京都港区）

建設事業

賃貸及び

管理事業

本社事務所

貸事務所
149 9 203 1,328 1,487

23

[1]　

㈱センチュリー

ライフ

センチュリーシティ大

宮公園

（埼玉県さいたま市）

その他の

事業

高齢者向け

サービス付

マンション

1,969 13 5,706 1,295 3,276 ―

㈱長谷工

システムズ
リース貸与資産

その他の

事業

リース用

車両、

事務機器他

― 139 ― ― 139 ―

   (注) １  土地を連結会社以外から賃借しております。当該面積は(  )内に外書きで記載しております。

２　建物を連結会社以外から一括して賃借しております。

(4) 在外子会社

　在外子会社における重要な設備はありません。

３【設備の新設、除却等の計画】

　重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 2,100,000,000

Ａ種優先株式 156,000,000

Ｂ種優先株式 90,000,000

計 2,346,000,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成20年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年６月27日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,294,479,623 1,294,479,623

東京証券取引所

大阪証券取引所

各市場第１部

完全議決権株式であり、権利

内容に何ら限定のない当社

における標準となる株式

第４回Ａ種優先株式 26,000,000 － ― (注)１

第１回Ｂ種優先株式 90,000,000 90,000,000 ― (注)２

計 1,410,479,623 1,384,479,623 ― ―

 (注) １　第４回Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) 議決権

第４回Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

(2) 優先配当金

① 優先配当金の計算

第４回Ａ種優先株式１株当たりの優先配当金（第４回Ａ種優先配当金）の額は、第４回Ａ種優先株式の発

行価額（500円）に、それぞれの事業年度ごとに下記の「第４回Ａ種配当年率」を乗じて算出した額とす

る。計算の結果、優先配当金が、当初７年間（第92期事業年度（平成21年３月期）にかかる配当まで）は１

株につき10円を超える場合は、10円とし、８年目以降（第93期事業年度（平成22年３月期）にかかる配当か

ら）は１株につき50円を超える場合は、50円とする。

・「第４回Ａ種配当年率」は、下記算式により計算される年率とする。

当初12年間（第97期事業年度（平成26年３月期）にかかる配当まで）：

第４回Ａ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヶ月物）＋1.00％

13年目以降（第98期事業年度（平成27年３月期）にかかる配当から）：

第４回Ａ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヶ月物）＋1.80％

・「日本円TIBOR（６ヶ月物）」は、各事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）及びその

直後の10月１日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の２時点において、午前11時における日本円

６ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会に

よって公表される数値の平均値を指すものとする。

② 非参加条項

第４回Ａ種優先株式に対しては、第４回Ａ種優先配当金を超えて配当は行わない。

③ 非累積条項

各事業年度において第４回Ａ種優先株式に対して支払われる配当金の額が上記①の計算の結果算出される

金額に達しない場合、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(3) 優先中間配当金

上記の第４回Ａ種優先配当金の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める金額。

(4) 残余財産の分配

当会社の残余財産を分配するときは、普通株式に先立ち第４回Ａ種優先株式１株につき500円を支払う。前

記のほか、第４回Ａ種優先株式に対しては残余財産の分配はしない。
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(5) 取得請求権付株式である第４回Ａ種優先株式の取得（償還請求権）

① 第４回Ａ種優先株主は、第90期事業年度(平成19年３月期)以降第93期事業年度(平成22年３月期)までの各事

業年度の７月１日から７月31日の間(以下「第４回Ａ種償還請求可能期間」という。)において、直前の事業

年度末における繰越利益剰余金が100億円を超えている場合、当該繰越利益剰余金にその他資本剰余金およ

び直前の事業年度に中間配当の支払いを行っている場合にはその金額を加算した金額から、直前の事業年

度にかかる中間配当および剰余金の配当の合計額の２倍相当額、もしくは90億円のうちいずれか大きい方

の金額、並びに償還請求(株主が当会社定款の定めに従い金銭を対価としてその所有する株式の全部または

一部の取得を請求することを「償還請求」という。)がなされた事業年度において、強制償還(当会社が当会

社定款の定めに従い金銭を対価として株主の所有する株式の全部または一部を取得することを「強制償

還」という。)を既に行ったかまたは行う決定を行った全ての優先株式の対価の総額を控除した額(以下「第

４回Ａ種償還請求限度額」という。)を限度として、第４回Ａ種優先株式の全部または一部の償還請求をする

ことができる。

 但し、以下に定める第４回Ａ種償還請求可能期間において償還請求可能な第４回Ａ種優先株式の総株式数

(以下「第４回Ａ種償還請求可能株式数」という。)は、次の通りとする。

 　　　　　イ  第90期事業年度(平成19年３月期)の７月１日から７月31日の間

当該年度の第４回Ａ種償還請求可能期間開始時における第４回Ａ種優先株式の発行済株式総数から、

当該年度の第４回Ａ種償還請求可能期間開始時以降に強制償還を行う決定がなされている第４回Ａ種

優先株式数および52,000,000株を控除した株式数に達するまでの数

  　　　　 ロ　第91期事業年度(平成20年３月期)の７月１日から７月31日の間

当該年度の第４回Ａ種償還請求可能期間開始時における第４回Ａ種優先株式の発行済株式総数から、

当該年度の第４回Ａ種償還請求可能期間開始時以降に強制償還を行う決定がなされている第４回Ａ種

優先株式数および26,000,000株を控除した株式数に達するまでの数

② 第４回Ａ種償還請求限度額あるいは第４回Ａ種償還請求可能株式数を超えて第４回Ａ種優先株主からの償

還請求があった場合には、第４回Ａ種償還請求可能株式数を上限として第４回Ａ種償還請求限度額内で、償

還請求された株式数に基づく比例按分(但し、計算の結果生ずる各株主毎の１株未満の端数については切捨

てるものとする。以下同様とする。)その他の方法により償還すべき株式を決定する。 

③ 当会社は、償還請求があった場合、各事業年度の第４回Ａ種償還請求可能期間満了日から１ヶ月以内に償還

の対価を支払うものとする。

④ 当会社は、第４回Ａ種優先株主または第４回Ａ種優先株式の登録株式質権者(以下「第４回Ａ種質権者」と

いう。)に対して、償還の対価として１株につき700円に次項に定める経過配当金相当額を加えた金額を支払

うものとする。

⑤ 経過配当金相当額は、第４回Ａ種優先株式の優先配当金の計算における計算式により、償還日（取得請求権

付株式または取得条項付株式につき当会社が金銭を対価として株式を取得した日を「償還日」という。）

の属する事業年度の実日数に対する初日から償還日までの日数(初日および償還日を含む。以下同様とする。

)の割合で日割計算をした額とする。なお、経過配当金相当額算出のための日本円TIBOR(６ヶ月物)は、各事業

年度の４月１日の日本円TIBOR(６ヶ月物)を用いるものとする。

(6) 取得条項付株式である第４回Ａ種優先株式の取得（強制償還）

① 当会社は、第90期事業年度(平成19年３月期)以降第93期事業年度(平成22年３月期)の８月31日までの間いつ

でも、第４回Ａ種優先株主または第４回Ａ種質権者の意思にかかわらず、取締役会が別に定める日をもっ

て、第４回Ａ種優先株式の全部または一部を強制償還することができる。 

② 前項の規定により、第４回Ａ種優先株式の一部を強制償還するときには、取締役会は、各株主の所有する株

式数に応じた比例按分またはその他の方法により、償還される株式を決定する。

③ 当会社は、第４回Ａ種優先株主または第４回Ａ種質権者に対して、償還の対価として１株につき700円に次

項に定める経過配当金相当額を加えた金額を支払うものとする。

但し、優先中間配当金を支払った場合には、その額を控除する。

④ 経過配当金相当額は、第４回Ａ種優先株式の優先配当金の計算における計算式により、償還日の属する事業

年度の実日数に対する初日から償還日までの日数の割合で日割計算をした額とする。なお、経過配当金相当

額算出のための日本円TIBOR(６ヶ月物)は、各事業年度の４月１日から９月30日までは４月１日の日本円

TIBOR(６ヶ月物)を、10月１日から３月31日までは10月１日の日本円TIBOR(６ヶ月物)を用いるものとする。

(7) 新株の割当を受ける権利等

当会社は、第４回Ａ種優先株主には、新株の割当を受ける権利もしくは新株予約権の割当を受ける権利を与

えず、株式無償割当もしくは新株予約権無償割当を行わない。
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(8) 取得請求権付株式である第４回Ａ種優先株式の取得（転換請求権）

① 転換（取得と引換に普通株式を交付することをいう）を請求し得べき期間

平成24（2012）年10月１日から平成40（2028）年９月30日までとする。

② 転換の条件

第４回Ａ種優先株式は、下記の転換の条件で当会社の普通株式に転換することができる。

イ　当初転換価額

当初転換価額は、普通株式１株当たり72円とする。

ロ　転換価額の修正

転換価額は、平成25年３月31日以降平成40年３月31日までの毎年３月31日及び９月30日（転換価額修

正日）における時価に修正されるものとし、転換価額は当該転換価額修正日以降翌転換価額修正日の

前日（又は転換請求期間の終了日）までの間、当該時価に修正されるものとする。但し、当該時価が当

初転換価額の50％（下限転換価額）を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。また、当

該時価が、当初転換価額の300％（上限転換価額）を上回るときは、修正後転換価額は上限転換価額と

する。

但し、転換価額が転換価額修正日までに下記ハにより調整された場合には、上限転換価額及び下限転換

価額についても同様の調整を行うものとする。

上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所にお

ける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除

く。）とする。

ハ　転換価額の調整

第４回Ａ種優先株式発行後、株式の分割をする場合、時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行す

る場合、その他一定の場合には、転換価額を次に定める算式により調整するほか、合併等により転換価

額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に変更される。

　
既発行

普通株式数
＋

新規発行

普通株式数
×

１株当り

払込金額

調整後転換価額＝調整前転換価額×
１株当り時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

上記算式に使用する１株当りの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の

平均値（終値のない日数を除く。）とする。

ニ　転換により交付すべき普通株式数

第４回Ａ種優先株式の転換により交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

　 転換により交付すべき普通株式数＝
第４回Ａ種優先株主が転換請求のために

提出した第４回Ａ種優先株式の発行価額総額
÷転換価額

転換により交付すべき株式数の算出に当って１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、現金に

よる調整は行わない。

(9) 取得条項付株式である第４回Ａ種優先株式の取得（強制転換）

当会社は、転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった第４回Ａ種優先株式を、同期間の末日の翌日

（強制転換日）以降の取締役会で定める日をもって、取得することと引換えに、第４回Ａ種優先株式１株の

発行価額相当額を強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当会社の普

通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して得られ

る数の普通株式を交付する。この場合、当該平均値が、上限転換価額を上回るときは、第４回Ａ種優先株式１

株の発行価額相当額を上限転換価額で除して得られる数の普通株式を交付する。また、当該平均値が下限転

換価額を下回るときは、第４回Ａ種優先株式１株の発行価額相当額を下限転換価額で除して得られる数の

普通株式を交付する。

(10)優先順位

優先株式相互の優先配当金、優先中間配当金ならびに残余財産の分配の支払順位は、Ｂ種累積未払配当金を

除き、同順位とする。

EDINET提出書類

株式会社　長谷工コーポレーション(E00090)

有価証券報告書

 31/124



２　第１回Ｂ種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) 議決権

第１回Ｂ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

(2) 優先配当金

① 優先配当金の計算

第１回Ｂ種優先株式１株当たりの優先配当金（第１回Ｂ種優先配当金）の額は、第１回Ｂ種優先株式の発

行価額（500円）に、それぞれの事業年度ごとに下記の「第１回Ｂ種配当年率」を乗じて算出した額とす

る。計算の結果、優先配当金が、当初７年間（第92期事業年度（平成21年３月期）にかかる配当まで）は１

株につき10円を超える場合は、10円とし、８年目以降（第93期事業年度（平成22年３月期）にかかる配当か

ら）は１株につき50円を超える場合は、50円とする。

・「第１回Ｂ種配当年率」は、下記算式により計算される年率とする。

当初12年間（第97期事業年度（平成26年３月期）にかかる配当まで）：

第１回Ｂ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヶ月物）＋1.00％

13年目以降（第98期事業年度（平成27年３月期）にかかる配当から）：

第１回Ｂ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヶ月物）＋1.80％

・「日本円TIBOR（６ヶ月物）」は、各事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）及びその

直後の10月１日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の２時点において、午前11時における日本円

６ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会に

よって公表される数値の平均値を指すものとする。

② 単純参加条項

第１回Ｂ種優先株式に対しては、第92期事業年度（平成21年３月期にかかる配当）までは第１回Ｂ種優先

配当金を超えて配当は行わないが、第93期事業年度（平成22年３月期にかかる配当）以降、普通株式に対し

て支払う配当金（中間配当金を含む。）が、第１回Ｂ種優先配当金（第１回Ｂ種優先中間配当金を含む。）

を超えるときは、第１回Ｂ種優先株式に対してこれと等しい配当を行う。

③ 累積条項

各事業年度において第１回Ｂ種優先株式に対して支払われる配当金の額が上記①の計算の結果算出される

金額に達しないとき、その不足額は翌事業年度に限り累積するもの（Ｂ種累積未払配当金）とし、Ｂ種累積

未払配当金は、優先配当金および普通株式に対する配当金に先立って支払われるものとする。但し、第92期

事業年度（平成21年３月期にかかる配当）までの間は累積しないものとする。

(3) 優先中間配当金

上記の第１回Ｂ種優先配当金の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める金額。

(4) 残余財産の分配

当会社の残余財産を分配するときは、普通株式に先立ち第１回Ｂ種優先株式１株につき500円を支払う。前

記のほか、第１回Ｂ種優先株式に対しては残余財産の分配はしない。

(5) 取得請求権付株式である第１回Ｂ種優先株式の取得（償還請求権）

① 第１回Ｂ種優先株主は、第93期事業年度(平成22年３月期)において第４回Ａ種優先株式の全てが取得(償還請

求権の行使または強制償還(当会社が当会社定款の定めに従い金銭を対価として株主の所有する株式の全部

または一部を取得することを「強制償還」という。)の決定を含む。)されたとき以降、または第94期事業年度

(平成23年３月期)以降、第116期事業年度までの各事業年度の７月１日から７月31日の間(以下「第１回Ｂ種

償還請求可能期間」という。)において、直前の事業年度末における繰越利益剰余金が100億円を超えている

場合、当該繰越利益剰余金にその他資本剰余金および直前の事業年度に中間配当の支払いを行っている場

合にはその金額を加算した金額から、直前の事業年度にかかる中間配当および剰余金の配当の合計額の２

倍相当額、もしくは90億円のうちいずれか大きい方の金額、並びに償還請求(株主が当会社定款の定めに従い

金銭を対価としてその所有する株式の全部または一部の取得を請求することを「償還請求」という。)がな

された事業年度において、取得(償還請求権の行使または強制償還の決定を含む。)を行ったかまたは行う決

定を行った第４回Ａ種優先株式並びに第１回Ｂ種優先株式の対価の総額を控除した額(以下 「第１回Ｂ種

償還請求限度額」という。)を限度として、第１回Ｂ種優先株式の全部または一部の償還請求をすることがで

きる。 

但し、以下に定める第１回Ｂ種償還請求可能期間において償還請求可能な第１回Ｂ種優先株式の総株式数

(以下「第１回Ｂ種償還請求可能株式数」という。)は、次の通りとする。

EDINET提出書類

株式会社　長谷工コーポレーション(E00090)

有価証券報告書

 32/124



イ　第93期事業年度(平成22年３月期)の７月１日から７月31日の間

当該年度の第１回Ｂ種償還請求可能期間開始時における第１回Ｂ種優先株式の発行済株式総数から、

当該年度の第１回Ｂ種償還請求可能期間開始時以降に強制償還を行う決定がなされている第１回Ｂ種

優先株式数および60,000,000株を控除した株式数に達するまでの数

ロ　第94期事業年度(平成23年３月期)の７月１日から７月31日の間

当該年度の第１回Ｂ種償還請求可能期間開始時における第１回Ｂ種優先株式の発行済株式総数から、

当該年度の第１回Ｂ種償還請求可能期間開始時以降に強制償還を行う決定がなされている第１回Ｂ種

優先株式数および30,000,000株を控除した株式数に達するまでの数

② 第１回Ｂ種償還請求限度額あるいは第１回Ｂ種償還請求可能株式数を超えて第１回Ｂ種優先株主からの償

還請求があった場合には、第１回Ｂ種償還請求可能株式数を上限として第１回Ｂ種償還請求限度額内で、償

還請求された株式数に基づく比例按分(但し、計算の結果生ずる各株主毎の１株未満の端数については切捨

てるものとする。以下同様とする。)その他の方法により償還すべき株式を決定する。

③ 当会社は、償還請求があった場合、各事業年度の第１回Ｂ種償還請求可能期間満了日から１ヶ月以内に償還

の対価を支払うものとする。

④ 当会社は、第１回Ｂ種優先株主または第１回Ｂ種優先株式の登録株式質権者(以下「第１回Ｂ種質権者」と

いう。)に対して、償還の対価として１株につき500円にＢ種累積未払配当金および次項に定める経過配当金

相当額を加えた金額を支払うものとする。

⑤ 経過配当金相当額は、第１回Ｂ種優先株式の優先配当金の計算における計算式により、償還日（取得請求権

付株式または取得条項付株式につき当会社が金銭を対価として株式を取得した日を「償還日」という。)の

属する事業年度の実日数に対する初日から償還日までの日数(初日および償還日を含む。以下同様とする。）

の割合で日割計算をした額とする。なお、経過配当金相当額算出のための日本円TIBOR(６ヶ月物)は、各事業

年度の４月１日の日本円TIBOR(６ヶ月物)を用いるものとする。

(6) 取得条項付株式である第１回Ｂ種優先株式の取得（強制償還）

① 当会社は、第93期事業年度(平成22年３月期)において第４回Ａ種優先株式の全てが取得(償還請求権の行使ま

たは強制償還の決定を含む。)されたとき以降、または第94期事業年度(平成23年３月期)以降、第98期事業年度

(平成27年３月期)の９月30日までの間いつでも、第１回Ｂ種優先株主または第１回Ｂ種質権者の意思にかか

わらず、取締役会が別に定める日をもって、第１回Ｂ種優先株式の全部または一部を強制償還することがで

きる。

② 前項の規定により、第１回Ｂ種優先株式の一部を強制償還するときには、取締役会は、各株主の所有する株

式数に応じた比例按分またはその他の方法により、償還される株式を決定する。

③ 当会社は、第１回Ｂ種優先株主または第１回Ｂ種質権者に対して、償還の対価として１株につき500円にＢ

種累積未払配当金および次項に定める経過配当金相当額を加えた金額を支払うものとする。

              但し、優先中間配当金を支払った場合には、その額を控除する。

④ 経過配当金相当額は、第１回Ｂ種優先株式の優先配当金の計算における計算式により、償還日の属する事業

年度の実日数に対する初日から償還日までの日数の割合で日割計算をした額とする。なお、経過配当金相当

額算出のための日本円TIBOR(６ヶ月物)は、各事業年度の４月１日から９月30日までは４月１日の日本円

TIBOR(６ヶ月物)を、10月１日から３月31日までは10月１日の日本円TIBOR(６ヶ月物)を用いるものとする。

(7) 新株の割当を受ける権利等

当会社は、第１回Ｂ種優先株主には、新株の割当を受ける権利もしくは新株予約権の割当を受ける権利を与

えず、株式無償割当もしくは新株予約権無償割当を行わない。

(8) 取得請求権付株式である第１回Ｂ種優先株式の取得（転換請求権）

① 転換（取得と引換に普通株式を交付することをいう）を請求し得べき期間

平成27（2015）年10月１日から平成44（2032）年９月30日までとする。

② 転換の条件

第１回Ｂ種優先株式は、下記の転換の条件で当会社の普通株式に転換することができる。

イ　当初転換価額

当初転換価額は、平成26年10月１日における時価とする。但し、当該価額が72円を下回る場合は72円と

する。

上記「時価」とは平成26年10月１日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における

当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）

とする。
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ロ　転換価額の修正

転換価額は、平成28年３月31日以降平成44年３月31日までの毎年３月31日及び９月30日（転換価額修

正日）における時価に修正されるものとし、転換価額は当該転換価額修正日以降翌転換価額修正日の

前日（又は転換請求期間の終了日）までの間、当該時価に修正されるものとする。但し、当該時価が当

初転換価額の50％（下限転換価額）を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。また、当

該時価が、当初転換価額の300％（上限転換価額）を上回るときは、修正後転換価額は上限転換価額と

する。

但し、転換価額が転換価額修正日までに下記ハにより調整された場合には、上限転換価額及び下限転換

価額についても同様の調整を行うものとする。

上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所にお

ける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除

く。）とする。

ハ　転換価額の調整

第１回Ｂ種優先株式発行後、株式の分割をする場合、時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行す

る場合、その他一定の場合には、転換価額を次に定める算式により調整するほか、合併等により転換価

額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に変更される。

　
既発行

普通株式数
＋

新規発行

普通株式数
×

１株当り

払込金額

調整後転換価額＝調整前転換価額×
１株当り時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

上記算式に使用する１株当りの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の

平均値（終値のない日数を除く。）とする。

ニ　転換により交付すべき普通株式数

第１回Ｂ種優先株式の転換により交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

　 転換により交付すべき普通株式数＝
第１回Ｂ種優先株主が転換請求のために

提出した第１回Ｂ種優先株式の発行価額総額
÷転換価額

転換により交付すべき株式数の算出に当って１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、現金に

よる調整は行わない。

(9) 取得条項付株式である第１回Ｂ種優先株式の取得（強制転換）

当会社は、転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった第１回Ｂ種優先株式を、同期間の末日の翌日

（強制転換日）以降の取締役会で定める日をもって、取得することと引換えに、第１回Ｂ種優先株式１株の

発行価額相当額を強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当会社の普

通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して得られ

る数の普通株式を交付する。この場合、当該平均値が、上限転換価額を上回るときは、第１回Ｂ種優先株式１

株の発行価額相当額を上限転換価額で除して得られる数の普通株式を交付する。また、当該平均値が下限転

換価額を下回るときは、第１回Ｂ種優先株式１株の発行価額相当額を下限転換価額で除して得られる数の

普通株式を交付する。

(10)優先順位

優先株式相互の優先配当金、優先中間配当金ならびに残余財産の分配の支払順位は、Ｂ種累積未払配当金を

除き、同順位とする。

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総数
残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

平成15年６月27日

(注)１
― 601,324,282 ― 75,500 △75,000 ―

平成16年７月28日～

平成16年10月25日

(注)２

146,616,822 747,941,104 15,024 90,524 14,870 14,870

平成17年３月11日

(注)３
14,000,000 761,941,104 35,000 125,524 35,000 49,870

平成17年３月14日～

平成17年３月31日

(注)４

1,530,336 763,471,440 ― 125,524 ― 49,870

平成17年４月１日～

平成17年８月19日

(注)５

315,600,750 1,079,072,190 △75,524 50,000 △49,870 ―

平成17年９月29日

(注)６
△40,000,000 1,039,072,190 ― 50,000 ― ―

平成18年８月24日 

(注)７
△31,454,500 1,007,617,690 ― 50,000 ― ―

平成18年10月２日～

平成19年２月20日

(注)８

261,107,633 1,268,725,323 ― 50,000 ― ―

平成19年３月22日 

(注)９
△37,599,500 1,231,125,823 ― 50,000 ― ―

 平成19年８月９日

（注）10 
△26,000,000 1,205,125,823 ― 50,000 ― ―

平成19年10月１日～

平成20年３月14日

(注)11

239,899,300 1,445,025,123 ― 50,000 ― ―

平成20年３月19日 

（注）12 
△34,545,500 1,410,479,623 ― 50,000 ― ―

   (注) １  第86期損失処理による減少であります。

２　新株予約権の行使による増加であります。

３　平成17年２月22日開催の取締役会決議による大和証券エスエムビーシー株式会社、みずほ証券株式会社及び

ゴールドマン・サックス・インターナショナルへの第三者割当増資によるものであります。

第５回Ａ種優先株式 14,000,000株 有償 発行価額 5,000円 資本組入額 2,500円

４　第５回Ａ種優先株式の普通株式への転換請求により、当該優先株式が69,664株減少し、普通株式が1,600,000株

増加したことによる増加であります。

５　平成17年４月１日から平成17年８月19日における第５回Ａ種優先株式の普通株式への転換により、当該優先

株式が13,930,336株減少し、普通株式が329,531,086株増加しました。その結果、発行済株式総数は315,600,750

株増加しました。

平成17年６月29日、第88期損失処理により資本準備金が49,870百万円減少しました。

平成17年８月２日、第88期定時株主総会決議に基づく資本減少（無償）を実施し、欠損填補及びその他資本

剰余金への振り替えを行いました。その結果、資本金が75,524百万円減少しました。

６　第３回Ａ種優先株式の買受けによる取得及び消却により減少しました。

 　　 　７　第２回Ａ種優先株式5,454,500株の買受け及び第４回Ａ種優先株式26,000,000株の償還による取得及び消却

　　　　　　により減少しました。

 　　　 ８　平成18年10月２日から平成19年２月20日における第１回Ａ種優先株式の普通株式への転換により、普通株式

　　　　　　が261,107,633株増加しました。

 　　　 ９　普通株式への転換請求により取得した第１回Ａ種優先株式の消却により減少しました。
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 　　　 10　第４回Ａ種優先株式26,000,000株の償還による取得及び消却により減少しました。

 　　　 11　平成19年10月１日から平成20年３月14日における第２回Ａ種優先株式の普通株式への転換により、普通株式

　　　　　　が239,899,300株増加しました。

 　　　 12　普通株式への転換請求により取得した第２回Ａ種優先株式の消却により減少しました。

 　　　 13　平成20年６月27日、償還により取得した第４回Ａ種優先株式26,000,000株の消却により、発行済株式総数が

　　　　　　26,000,000株減少し、発行済株式総数残高が1,384,479,623株となりました。

（５）【所有者別状況】

①　普通株式

　 平成20年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数500株）
単元未満
株式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ― 66 63 485 329 22 44,232 45,197 ―

所有株式数

（単元）
― 827,688 39,220 81,469 1,163,481 138 468,599 2,580,595 4,182,123

所有株式数の

割合（％）
― 32.07 1.51 3.15 45.08 0.0 18.15 100.0 ―

   (注) １  自己株式17,554,574株は「個人その他」に35,109単元、「単元未満株式の状況」に74株含まれております。

なお、自己株式17,554,574株は、株主名簿上の株式数であり、平成20年３月31日現在の実質的な所有株式数は

17,552,974株であります。

２　「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ54単元及

び400株含まれております。

②　Ａ種優先株式

第４回Ａ種優先株式

　 平成20年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数500株）
単元未満
株式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ― 3 ― ― ― ― ― 3 ―

所有株式数

（単元）
― 52,000 ― ― ― ― ― 52,000 ―

所有株式数の

割合（％）
― 100.00 ― ― ― ― ― 100.0 ―

③　Ｂ種優先株式

第１回Ｂ種優先株式

　 平成20年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数500株）
単元未満
株式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ― 3 ― ― ― ― ― 3 ―

所有株式数

（単元）
― 180,000 ― ― ― ― ― 180,000 ―

所有株式数の

割合（％）
― 100.00 ― ― ― ― ― 100.0 ―

EDINET提出書類

株式会社　長谷工コーポレーション(E00090)

有価証券報告書

 36/124



（６）【大株主の状況】

①　普通株式

　 平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社(信託口)
東京都港区浜松町２丁目11－３ 106,004 8.18

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社(信託口)
東京都中央区晴海１丁目８－11 83,882 6.47

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２－１ 63,336 4.89

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１丁目３－３ 63,335 4.89

ゴールドマンサックスインターナショ

ナル

(常任代理人　ゴールドマン・サックス証

券株式会社)

133 FLEET STREET LONDON 

EC4A 2BB,U.K

(東京都港区六本木６丁目10－１)

37,603 2.90

ステートストリートバンクアンド

トラストカンパニー505103

(常任代理人　株式会社みずほコーポ

レート銀行兜町証券決済業務室)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUS

ETTS 

02101 U.S.A.

(東京都中央区日本橋兜町６－７)

33,715 2.60

ザバンクオブニューヨークジャス

ディックトリーティーアカウント

(常任代理人　株式会社みずほコーポレー

ト銀行兜町証券決済業務室)

AVENUE DES ARTS 35 KUNSTLAAN,

1040 BRUSSELS,BELGIUM

(東京都中央区日本橋兜町６－７)

31,126 2.40

ステートストリートバンクアンド

トラストカンパニー

(常任代理人　株式会社みずほコーポ

レート銀行兜町証券決済業務室)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUS

ETTS 

02101 U.S.A.

(東京都中央区日本橋兜町６－７)

27,669 2.13

ザバンクオブニューヨークジャス

ディックノントリーティーアカウント

(常任代理人　株式会社みずほコーポ

レート銀行兜町証券決済業務室)

ONE WALL STREET,NEW YORK,NY 

10286 USA

(東京都中央区日本橋兜町６－７)

20,941 1.61

ユービーエスエージーロンドンアカウ

ントアイピービーセグリゲイテッドク

ライアントアカウント

(常任代理人　シティバンク銀行株式会

社)

AESCHENVORSTADT 48 CH-4002 

BASEL SWITZERLAND

(東京都品川区東品川２丁目３－14)

20,542 1.58

計 ― 488,157 37.71

   (注) １  日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が所有している株

は、全て信託業務に係る株式であります。
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２　ゴールドマン・サックス証券株式会社及びその共同保有者より平成19年10月９日付にて株券等の大量保有報

告書（変更報告書）が、また平成19年10月17日付にてその訂正報告書が提出されておりますが、当事業年度

末現在における実質所有の状況が完全に確認できないため、上記大株主の状況は平成20年３月31日現在の株

主名簿に基づいて記載しています。なお、当該大量保有報告書及び訂正報告書による平成19年10月３日現在

の株式保有状況は以下のとおりであり、当該大量保有報告書には、株券の消費貸借により、ゴールドマン・

サックス証券株式会社が銀行（信託銀行含む）から1,129千株の借入、証券会社（外国証券業者含む）から

6,357千株の借入を、Goldman Sachs Internationalが関連会社（Goldman Sachs & Co.等）から35,276株の借入、機

関投資家から642千株の借入を、Goldman Sachs & Co.が関連会社（ゴールドマン・サックス証券株式会社）

から244千株の借入、機関投資家から32,477千株の借入を行っている旨の記載があります。

氏名又は名称
所有株式数

(千株)
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

ゴールドマン・サックス証券株式会社 135 0.01

Goldman Sachs International 94,405 7.29

Goldman Sachs & Co. 4,603 0.35

３　平成20年１月４日付にてバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社及びその共同保有者より株券

等の大量保有報告書(変更報告書)が提出されておりますが、当事業年度末現在における実質所有の状況が完

全に確認できないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書による平成19年

12月24日現在の株式保有状況は以下のとおりであり、消費貸借契約に基づき平成19年12月24日現在、バーク

レイズ・グローバル・インベスターズ株式会社がモルガン・スタンレー証券株式会社に288千株の貸付、

UBS AGに45千株の貸付、ゴールドマン・サックス証券株式会社に124千株の貸付を、バークレイズ・グロー

バル・インベスターズ、エヌ・エイがGOLDMAN SACHS & CO.に452千株の貸付、MERRILL LYNCH,PIERCE,

FENNER & SMITHに71千株の貸付を、バークレイズ・グローバル・インベスターズ・リミテッドが

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLCに4,874千株の貸付、BARCLAYS CAPITAL SECURITIES,

LTD.に636千株の貸付を、バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッドが、

BARCLAYS GLOBAL INVESTORS LIMITEDから636千株の借入、STATE STREET BANK AND TRUSTから541

千株の借入、SUMITOMO TRUST & BANKINGから134千株の借入、BARCLAYS BANK PLCから358千株の借

入、BARCLAYS CAPITAL JAPAN LTDから1,044千株の借入を行っている旨の記載があります。 

氏名又は名称
所有株式数

(千株)
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社 40,813 3.15

バークレイズ・グローバル・インベスターズ、エヌ・エイ 37,936 2.93

バークレイズ・グローバル・ファンド・アドバイザーズ 4,039 0.31

バークレイズ・グローバル・インベスターズ・リミテッド 16,424 1.26

バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド 4,032 0.31

４　平成20年２月15日付にてコーズウェイキャピタルマネジメントエルエルシーより株券等の大量保有報告書(変

更報告書)が提出されておりますが、当事業年度末現在における実質所有の状況が完全に確認できないため、

上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書による平成20年２月12日現在の株式保

有状況は以下のとおりであります。

氏名又は名称
所有株式数

(千株)
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

コーズウェイキャピタルマネジメントエルエルシー 103,639 8.00

　　  ②　Ａ種優先株式

第４回Ａ種優先株式

　 平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２－１ 9,499 36.53

中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝３丁目33－１ 9,152 35.20

EDINET提出書類

株式会社　長谷工コーポレーション(E00090)

有価証券報告書

 38/124



氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１丁目３－３ 7,349 28.26

計 ― 26,000 100.00

   (注)   第４回Ａ種優先株式は、無議決権株式であります。

③　Ｂ種優先株式

第１回Ｂ種優先株式

　 平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２－１ 32,880 36.53

中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝３丁目33－１ 31,680 35.20

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１丁目３－３ 25,440 28.26

計 ― 90,000 100.00

   (注)   第１回Ｂ種優先株式は、無議決権株式であります。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 優先株式 116,000,000 ―
優先株式の内容は、(1)株式の総数等

　②　発行済株式を参照。

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式 17,552,500
―

権利内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式

（相互保有株式）

普通株式 144,500
― 同上

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,272,600,500 2,545,201 同上(注)１,３

単元未満株式 普通株式 4,182,123 ―
一単元（500株）未満の株式

(注)２,３

発行済株式総数 1,410,479,623 ― ―

総株主の議決権 ― 2,545,201 ―

　 (注) １　「完全議決権株式（その他）」には、証券保管振替機構名義の株式及び株主名簿上は各社名義となっているが実

質的に所有していない相互保有株式が下記のとおり含まれております。

証券保管振替機構 27,000株（議決権54個） ㈱長谷工コミュニティ 1,000株（議決権　2個）

㈱長谷工ライブネット 500株　（議決権　1個） 　 　　

２　「単元未満株式」には、証券保管振替機構名義の株式及び株主名簿上は各社名義となっているが実質的に所

有していない相互保有株式が下記のとおり含まれております。

証券保管振替機構 400株　 ㈱長谷工コミュニティ 400株

㈱長谷工ライブネット 100株　　 　 　

３　「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」には、株主名簿上は当社名義となっているが実質的に

所有していない株式1,600株及び当社所有の自己株式474株の計2,074株（議決権４個及び74株）が含まれて

おります。

また、「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」には、株主名簿上、当社が平成20年３月１日に吸

収合併した㈱長谷工不動産名義となっているが実質的に所有していない株式800株（議決権１個及び300

株）ならびに「単元未満株式」には、株主名簿上、同日吸収合併した㈱長谷工都市開発名義となっているが

実質的に所有していない株式200株が含まれております。

②【自己株式等】

   普通株式

　 平成20年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式
数(株)

他人名義
所有株式
数(株)

所有株式
数の合計

(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)

㈱長谷工コーポレーション
東京都港区芝２丁目32－１ 17,552,500 ― 17,552,500 1.35

(相互保有株式)

大雅工業㈱

兵庫県尼崎市大浜町２丁目

23
144,500 ― 144,500 0.01

計 ― 17,697,000 ― 17,697,000 1.36
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（８）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類】　会社法第155条第１号に該当する優先株式の取得、会社法第155条第４号に該当する優先株式の取
得、会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得、会社法第165条第２項の規定による定款の定
めに基づく普通株式の取得及び会社法797条第１項の買取請求による普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

普通株式

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(平成19年11月15日)での決議状況

(取得期間　平成19年11月16日～平成19年12月28日)
17,000,000 4,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 17,000,000 3,468,444,500

残存決議株式の総数及び価額の総額 0 531,555,500

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 0.0 13.3

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) 0.0 13.3

第４回Ａ種優先株式

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(平成19年６月28日)での決議状況

(取得日　平成19年７月31日)
26,000,000 18,274,100,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 26,000,000 18,274,100,000

残存決議株式の総数及び価額の総額 0 0

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 0.0 0.0

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) 0.0 0.0

 (注)  第４回Ａ種優先株式の強制償還に関する当社定款の定めに基づく取締役会決議による取得であります。

また、平成20年５月15日に開催された取締役会において、当該定めに基づき平成20年５月30日に、第４回Ａ種優先

株式26,000,000株を総額18,240,300,000円で取得することを決議し、取得しました。
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（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 71,072 21,313,205

当期間における取得自己株式(注) 5,506 873,715

 (注)  平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求により取得した自己株式の数及

び価額は、当期間の株式数及び価額の総額には含まれておりません。

　

会社法第155条４号の規定に基づく第２回Ａ種優先株式の取得

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 34,545,500 0

当期間における取得自己株式 ― ―

 (注)  平成19年10月１日から平成20年３月14日における第２回Ａ種優先株式の普通株式への転換による、当該優先株式の

取得であります。

会社法第797条第１項の請求に基づく普通株式の取得

当社は、平成20年３月１日に、当社の100％子会社である株式会社長谷工不動産他３社を簡易合併の手続きによ

り吸収合併いたしました。

この合併に反対する株主１名より、平成20年２月12日に会社法797条１項による当社株式の買取請求があったこ

とにより、平成20年５月２日に普通株式11,578,000株を総額1,678,810,000円で取得しました。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 株式の種類 
当事業年度 当期間(注)

株式数(株) 処分価額の総額(円) 株式数(株) 処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を

行った取得自己株式
― ― ― ― ―

消却の処分を行った

取得自己株式

第２回Ａ種優先株式 34,545,500 0 ― ―

第４回Ａ種優先株式 26,000,000 18,274,100,000 26,000,000 18,240,300,000

合併、株式交換、会社分

割に係る移転を行った

取得自己株式

― ― ― ― ―

その他

（単元未満株式の売渡

請求による売渡）

普通株式 23,574 6,202,978 3,214 636,039

保有自己株式数 普通株式 17,552,974 ― 29,133,266 　―

 (注)  平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡請求により売渡した自己株式の数及

び処分価額は、当期間の株式数及び処分価額の総額には含まれておりません。
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３【配当政策】

　当社は、株主への利益還元を重要な経営政策として位置付けており、利益配分については、健全な経営基盤を維持す

るための財務体質の強化と、当期業績並びに中長期的な利益計画を総合的に勘案し安定的な配当を実施することを基

本方針としております。

当社における剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。また、当社は、取締役会の決議によって中間配当を

することができる旨を定款に定めておりますが、現在は、今後の経営環境、業績見通し及び優先株式の配当・償還等を

勘案し、年１回の期末配当を予定しております。

従来、財務体質の健全化及びその維持向上を優先するため無配とさせて頂いておりましたが、再生完了への最終段

階と位置付けた「新中期経営計画」で掲げた利益計画が達成できたこと、及び、平成17年８月に公表した「資本再編

プラン」による資本構成の再構築についても概ね目処がたったと判断したことから、当事業年度（平成20年３月期）

において復配を実施することとし、普通株式１株当たり３円の期末配当を実施いたします。また、優先株式につきまし

ても当事業年度より発行時に定めた所定の計算に基づく優先配当を実施いたします。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

平成20年６月27日

定時株主総会

普通株式 3,831 3.00

第４回Ａ種優先株式 235 9.05

第１回Ｂ種優先株式 815 9.05

― 合計 4,881 ―

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第87期 第88期 第89期 第90期 第91期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高（円） 383 404 485 498 431

最低（円） 50 178 190 363 117

　 (注) 　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第１部におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高（円） 305 285 235 197 188 159

最低（円） 240 185 186 149 140 117

　 (注) 　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第１部におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役

会長
　 嵩　聰久 昭和16年３月10日生

平成元年12月 建設省大臣官房審議官

(注)５ 79

平成３年７月 当社顧問

平成４年６月 常務取締役就任、グループ経営戦

略室長

平成７年１月 経営推進室企画管掌

平成７年６月 専務取締役就任

平成８年４月 建築本部長

平成10年６月 代表取締役専務取締役就任、建設

部門管掌

平成11年５月 代表取締役社長就任

平成17年４月 代表取締役会長就任

平成20年４月 取締役会長就任（現任）

代表取締役

社長
　 岩尾　崇 昭和17年９月３日生

平成10年５月 株式会社大和銀行専務取締役

(注)５ 70

平成10年６月 当社顧問

代表取締役副社長就任

平成11年６月 営業管掌

平成17年４月 代表取締役社長就任（現任）

代表取締役
専務執行役員

営業管掌
辻　範明 昭和27年12月10日生

昭和50年４月 当社入社

(注)３ 57

平成10年７月 参与、第一事業部副事業部長

平成11年６月 取締役就任、第一事業部長

平成13年４月 事業開発部門担当

平成14年６月 事業開発部門・関西事業開発部門

担当

平成15年４月 常務取締役就任、関西営業部門・

ライフサポート事業部門・白金プ

ロジェクト担当

平成17年４月 代表取締役専務執行役員就任（現

任）、関西代表兼都市再生事業部

門（関西）管掌

平成18年４月 関西代表兼都市再生部門（関西）

管掌

平成19年４月 営業管掌（現任）

代表取締役
専務執行役員

技術管掌
大栗　育夫 昭和25年５月11日生

昭和49年３月 当社入社

(注)３ 32

平成13年４月 参与、エンジニアリング事業部長

平成13年６月 取締役就任

平成16年６月 常務取締役就任

平成17年４月 取締役専務執行役員就任、設計部

門・設計部門（関西）管掌

平成18年７月 代表取締役専務執行役員就任（現

任）、技術管掌（現任）

代表取締役
常務執行役員

関西代表
長谷川　厚 昭和23年４月５日生

昭和46年３月 当社入社

(注)３ 29

平成11年６月 参与、関西コストコントロール室

・購買部担当

平成13年４月 関西積算部・購買部担当

平成15年６月 取締役就任、関西建設部門担当

平成17年４月 取締役常務執行役員就任、関西建

設部門管掌

平成20年４月 代表取締役常務執行役員就任（現

任）、関西代表（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表取締役

常務執行役員

経営企画部門

経営管理部門

管掌

西野　實 昭和25年８月16日生

平成13年４月 株式会社大和銀行日本橋支店長

(注)５ 17

平成15年６月 株式会社りそなホールディングス

執行役営業企画部門担当営業統括

部長

平成15年11月 当社参与経営企画部長

平成16年６月 取締役就任、経営企画部担当

平成17年４月 取締役常務執行役員就任、営業部

門担当

平成18年４月 営業部門・開発推進部門管掌

平成19年４月 関西代表

平成19年７月 代表取締役常務執行役員就任（現

任）

平成20年４月 経営企画部門・経営管理部門管掌

（現任）

取締役

常務執行役員

営業企画部門

都市開発部門

管掌

吉田　隆一郎 昭和29年12月22日生

平成17年４月 株式会社みずほ銀行執行役員業務

部支店業務第三ユニット担当部長 

(注)５ 12

平成18年４月 同行理事

平成18年６月 当社顧問

取締役常務執行役員就任（現任）

経営企画部・広報IR部担当

平成19年４月 広報IR部管掌兼経営企画部担当

平成20年４月 営業企画部門・都市開発部門管掌

（現任）

取締役

常務執行役員

関西営業部門

関西開発推進部門

関西都市開発事業部

管掌

村塚　章介 昭和28年９月８日生

昭和52年４月 当社入社

(注)３ 18

平成６年９月 関西支社住宅営業３部長

平成13年４月 参与、関西マンション事業部門第

一事業部長

平成17年４月 執行役員、関西営業部門担当

平成17年６月 取締役執行役員就任

平成20年４月 取締役常務執行役員就任（現任）

関西営業部門・関西開発推進部門

・関西都市開発事業部管掌（現

任）

取締役

常務執行役員

財務経理部

大阪経理部

担当

今中　裕平 昭和27年７月９日生

昭和51年４月 当社入社

(注)３ 8

平成７年７月 財経部長

平成11年６月 参与、財務部長

平成17年４月 執行役員、財務部担当

平成19年６月 取締役執行役員就任、経理部・財

務部担当

平成20年４月 取締役常務執行役員就任（現任）

財務経理部・大阪経理部担当（現

任）

取締役

常務執行役員

営業部門

開発推進部門

管掌

米川　忠男 昭和29年12月28日生

昭和52年４月 当社入社　

(注)５ 24

平成５年４月 横浜支店営業１部長　

平成11年４月 横浜支店長

平成13年４月 参与、横浜支店長

平成14年７月 参与、第一事業部長

平成17年４月 執行役員、営業部門第一事業部・

横浜支店担当

平成20年４月 常務執行役員就任、営業部門・開

発推進部門管掌（現任）

平成20年６月 取締役常務執行役員就任（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役
常務執行役員

建設部門管掌
嶋田　盛雄 昭和27年12月28日生

昭和50年４月 当社入社　

(注)５ 39

平成13年４月

　

建築２部長

平成15年４月

　

参与、施工管理担当補佐兼建設３

部長

平成17年４月 執行役員、建設部門施工管理担当

平成20年４月

　

常務執行役員、建設部門管掌（現

任）　

平成20年６月 取締役常務執行役員就任（現任）

取締役

執行役員

関西建設部門

管掌

北村　欣一 昭和26年11月21日生

昭和50年４月 当社入社

(注)５ 14

平成12年７月

　

関西建設部門建築１部長

平成17年４月

　

参与、関西建設部門第一施工統括

部長

平成19年７月

　

執行役員、関西建設部門施工管理

担当

平成20年４月

　

関西建設部門管掌（現任）

平成20年６月

　

取締役執行役員就任（現任）

常勤監査役 　 大西　敏夫 昭和23年８月15日生

平成９年５月 三井信託銀行株式会社静岡支店長

(注)６ 26

平成11年６月 当社顧問

常務取締役就任、営業企画部門・

シルバービジネス担当

平成12年６月 営業企画部門・シルバー事業担当

平成12年10月 関連事業部・営業企画部門・シル

バー事業担当

平成13年４月 関連事業部・総務部・法務部・大

阪総務部・広報部担当

平成14年６月 総務部・法務部・大阪総務部・人

事部担当

平成15年４月 総務部・法務部・大阪総務部・人

事部・コンプライアンス室担当

平成17年４月 取締役専務執行役員就任、総務部・

法務部・大阪総務部・コンプライ

アンス室管掌兼人事部担当

平成18年４月 総務部・法務部・大阪総務部・大

阪法務部・リスク統括部・調査部

管掌兼人事部担当

平成19年４月 総務部・法務部・大阪総務部・大

阪法務部・リスク統括部管掌兼人

事部担当

平成20年６月 常勤監査役就任（現任）

常勤監査役 　 小島　昭男 昭和24年６月27日生

昭和47年４月 当社入社

(注)４ 17

平成11年６月 参与、経理部統括部長

平成13年６月 取締役就任、経理部・財務部担当

平成17年４月 取締役常務執行役員就任、財務部

管掌兼経理部担当

平成19年６月 常勤監査役就任（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

監査役 　 秋峯　晴男 昭和20年12月13日生

平成14年７月 熊本国税不服審判所長

(注)６ ―

平成15年８月 山梨学院大学法学部教授

平成16年６月 当社監査役就任（現任）

平成20年４月 山梨学院大学現代ビジネス学部教

授・大学院社会科学研究科教授

（現任）

監査役 　 内川　治哉 昭和45年10月31日生

平成10年４月 弁護士登録（大阪弁護士会）

(注)２ ―

平成10年４月 御堂筋法律事務所（現 弁護士法

人御堂筋法律事務所）入所（現

任）

平成15年２月 東京弁護士会へ登録換え

平成18年６月 当社監査役就任（現任）

監査役 　 中道　正彦 昭和19年９月25日生

平成19年４月 蛇の目ミシン工業株式会社代表取

締役副社長、管理本部・不動産部

担当
(注)６ ―

平成20年６月 当社監査役就任（現任）

　 　 　 　 計 　 446

　 (注) １　監査役秋峯晴男、内川治哉、中道正彦は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２　平成18年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

３　平成19年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４　平成19年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５　平成20年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６　平成20年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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７　当社では、業務執行責任の明確化、事業環境に適した業務執行体制の構築を目的に執行役員制度を導入してお

ります。執行役員は次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

役職 氏名 担当業務

※専務執行役員 辻　範明 営業管掌

※専務執行役員

　
大栗　育夫 技術管掌

※常務執行役員

　
長谷川　厚 関西代表　

※常務執行役員

　
西野　實 経営企画部門・経営管理部門管掌

※常務執行役員

　
吉田　隆一郎 営業企画部門・都市開発部門管掌

※常務執行役員

　
村塚　章介 関西営業部門・関西開発推進部門・関西都市開発事業部管掌

※常務執行役員

　
今中　裕平 財務経理部・大阪経理部担当

※常務執行役員

　
米川　忠男 営業部門・開発推進部門管掌

※常務執行役員

　
嶋田　盛雄 建設部門管掌

　常務執行役員 川野　博之 技術推進部門管掌

常務執行役員

　
板東　治機 総務部・法務部・大阪総務部・大阪法務部・リスク統括部担当

常務執行役員 鹿倉　克幸 設計部門　エンジニアリング事業部長

常務執行役員 中田　秀樹 営業部門担当

常務執行役員 佐藤　雅紀 設計部門（関西）　大阪エンジニアリング事業部長

執行役員 小田　富裕 営業企画部門管掌補佐　兼　関西都市開発事業部担当

執行役員 田子　直史 開発推進部門担当

執行役員 岡田　裕 広報IR部担当

※執行役員 北村　欣一 関西建設部門管掌

執行役員 平野　富士雄 都市開発部門 投資開発事業部担当　兼　住宅開発事業部長

執行役員 篠﨑　松雄 営業部門 第二事業部長

執行役員 天野　里司 人事部・人材開発部・大阪人事部・ウェルセンター担当

執行役員 関岡　桂二郎 関西営業部門担当

執行役員 池上　一夫 設計部門　エンジニアリング事業部　副事業部長

執行役員 谷　淳一 営業部門 第一事業部長

執行役員 早坂　直樹　 関西開発推進部門担当 

執行役員 椎塚　彰 建設部門　施工管理担当

執行役員 常松　豪 設計部門(関西)　大阪エンジニアリング事業部　副事業部長

執行役員 河村　順二 技術推進部門担当 

執行役員 川村　隆 関西建設部門　購買・積算担当 

執行役員 楢岡　祥之 経営企画部・財務戦略部・関連事業部担当
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、お客様本位の事業活動を通じて社会に貢献し、信頼を得ることを経営の基本方針としております。また、

長期安定的に企業価値を最大化し株主の皆様の利益を確保するためには、経営における透明性と客観性の確保は不

可欠であることから、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題の一つと位置付けております。 

(2) 会社の機関の内容並びに内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

① 会社の機関の基本説明

当社は、会社の機関として監査役制度を採用し、当社の各事業部門を管掌又は担当し専門的知識と経験を備えた

取締役が、経営の意思決定を行い、責任と権限をもって職務を執行するとともに、他の取締役の職務執行の監督を行

う体制をとっております。また、過半数の社外監査役を含む監査役会による独立性を確保した監査を実施すること

により経営の質の向上に努めております。更に、経営機能強化の一環として、業務執行責任の明確化、事業環境に適

した業務執行体制の構築を目的とした「執行役員制度」を導入するとともに、重要な取締役会決議事項についての

事前審議体制と取締役会から授権された事項に関する意思決定の機動性確保のため「経営会議」を設置しており

ます。

② 会社の機関・内部統制の関係図

③ 会社の機関の内容

(イ) 取締役会は、毎月１回の定期開催に加えて、必要に応じて臨時での開催を行うこととしており、経営に関する重

要な意思決定及び定例報告の他、定期的に執行役員より業務執行報告が行われております。

(ロ) 経営会議は、重要な取締役会決議事項についての事前審議と取締役会から授権された範囲で日々の業務執行事

項に関する意思決定を機動的に行うため、専務執行役員以上の５名及び議長である社長が指名した常務執行

役員５名の計10名の取締役により、月２回開催されております。

(ハ) リスク統括委員会は、社長を委員長として四半期に１回の開催に加えて、重大リスク発生時には必要に応じて

臨時で開催することとしており、リスク管理に関する社内規程やリスク予防計画等の策定及び改廃について

検討、決定するほか、リスク管理に関する推進方針及び具体策等の討議決定が行われております。
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④ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

当社は、お客様本位の事業活動を通じて社会に貢献し、信頼を得ることを経営の基本方針とし、適正な業務執行の

ための体制を整備・運用していくことが経営の重要な責務であるとの認識のもと内部統制システムを構築してお

ります。

(イ) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) 当社は、企業の存立と継続のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識のもと、平成15

年４月に「長谷工グループ行動規範」を制定し、全ての取締役、執行役員及び使用人が法令・定款の遵守

はもとより、社会規範を尊重し、社会人としての良識と責任をもって行動するべく社会から信頼される経

営体制の確立に努めております。また、コンプライアンスの向上にむけコンプライアンス室を設置し、コン

プライアンスに関する社内規程に従い、コンプライアンスの推進・教育を行うとともに、コンプライアン

スに関する相談や法令違反行為等の通報のために内部通報制度を設け、社外を含めた窓口を設置しており

ます。

(b) 当社は、平成17年４月より社長直轄の監査部を設置し、内部監査に関する社内規程に従い各部門における諸

活動が法令、定款、会社の規程・方針等に適合し、妥当であるものかどうかを検討・評価し、その結果に基

づき改善を行っております。

(c) 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、これらの反社

会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で組織的に対応します。

(ロ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a) 当社は、取締役会をはじめとする重要な会議での意思決定に係る記録並びに取締役及び執行役員が社内規程

に基づき決裁した書類等、取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報を法令及び文書管理に関する社内

規程に基づき、文書に記載し又は電磁的方法により記録し、保存しております。

(b) 取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できる体制を整備しております。

(ハ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 当社は、業務執行責任の明確化、事業環境に適した業務執行体制の構築を目的に平成17年４月より「執行役

員制度」を導入し、執行機能の強化を進め、「取締役会」においては、経営の基本方針の決定、業務執行の

監督の強化を進めることにより、経営の健全性と効率性を高めていくこととしております。

(b) 当社は、社長を議長とし専務執行役員以上及び議長が指名する執行役員で構成する「経営会議」を設置し、

重要な取締役会決議事項についての事前審議を行い、また「取締役会」から授権された事項に関する意思

決定を機動的に行うとともに、経営環境及び会社の財政状態に適した経営会議付議基準及び稟議決裁に関

する社内規程の整備により、業務執行の効率化と監督機能の強化の両立に努めております。

(c) 当社は、全社並びに各営業部門における主要な数値目標を含む経営計画を策定し、各部門においては具体的

な施策を立案し執行するとともに、「取締役会」及び「経営会議」における報告を通じてその進捗状況を

定期的に確認を行っております。また、経営計画達成のため、取締役及び執行役員の職務分担及び責任を明

確にし、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保しております。

(ニ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a) 当社は、様々なリスクに対して、リスク関連情報の収集に努め、リスクの大小や発生可能性に応じて、リスク

発生の未然防止策や事前に適切な対応策を準備することにより、損失の発生を最小限にするべく、平成18

年４月に設置したリスク統括部を中心に組織的な対応に取り組んでおります。

(b) 具体的には、経営企画部門及び経営管理部門の各セクションが連携をとりながら職務の役割に応じて業務執

行状況をチェックする体制とし、更に、監査部によるチェック体制を整えております。業務執行の意思決定

の記録となる稟議制度においては、平成14年４月より決定手続きを電子化する電子稟議システムを導入

し、監査役及び経営企画部門並びに経営管理部門がその内容を常時閲覧、チェックできる体制を構築して

おります。

(c) また、取締役会・経営会議へ付議される案件のうち多数の部署が関わる案件、専門性の高い案件については、

諮問会議・委員会を設けることで、事前の検証を十分に行うとともに、モニタリングが必要なものについ

ては定期的な報告を義務付けております。

(d) 加えて、当社及びグループ全体のリスク管理体制の強化を目的として、平成18年５月に社長を委員長とする

リスク統括委員会を設置し、リスク管理に関する社内規程に基づき、リスクの横断的な収集、分析、評価、対

応を行っていく体制を整備しました。

(ホ) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a) 当社及び子会社は、企業集団全体に対して定めた「長谷工グループ行動規範」に基づき、企業集団全体が一

体となってコンプライアンス経営の確立に努めております。
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(b) 子会社は、当社との連携・情報共有を行うことを基本とし、加えて、当該子会社の規模、事業の性質、機関の設

計その他会社の特性を踏まえて、内部統制システムの整備を行っております。

(c) 子会社は、各社での規程に従うほか、重要な事項については当社において定めた規程に従い、当社での稟議決

裁又は経営会議での承認・報告を経ることにより、経営管理及びリスク管理の徹底を図っております。ま

た、監査部は必要に応じて子会社についても内部監査の対象とすることとしております。

(d) 財務報告の信頼性を確保するため、法令等に従い平成20年４月に「財務報告に係る内部統制基本方針」及び

財務報告に係る内部統制の構築・評価に関する社内規程を整備し、これに基づき年度評価基本計画を策定

・運用してまいります。

(へ) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該

使用人の取締役からの独立性に関する事項

(a) 当社は、監査役の職務を補助するため監査役室を設置し、監査部との兼務で使用人１名を配置しております。

監査役の補助業務に関する指示・命令については、監査役から直接行える体制を整備するとともに、当該

使用人の人事異動については、事前に常勤監査役に報告を行い、意見交換を行うこととしております。

(ト) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(a) 当社は、経営会議その他の重要な会議への出席、議事録の送付及び電子稟議システムの常時閲覧等により重

要な事項について監査役に報告を行う体制を整備しております。

(b) 上記の他、取締役、執行役員及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告し、また、取締役

は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、監査役会に報告することとし

ております。

(チ) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a) 社長は、監査役と相互の意思疎通を図るため、定期的な意見交換を行っております。

(b) 監査部は、内部監査の計画及び結果の報告を監査役に対しても適宜行い、相互の連携を図っております。

(c) 監査役会は、取締役会において年間の監査計画及び監査の重点事項を説明し、取締役の協力を求め、取締役は

これに応じることとしております。

⑤ 反社会的勢力排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

長谷工グループでは、コンプライアンスの確実な実践を重要な経営課題のひとつと位置づけており、これを推進

するために「長谷工グループ行動規範」を定め、全役職員への徹底を図っております。この行動規範の中で、反社会

的勢力との関係断絶について「反社会的勢力から不当要求を受けた場合はこれを拒絶し、関係する企業との取引等

も行わない。また、理由の如何を問わず、反社会的勢力を利用してはならない。」と定めております。また、行動規範

で示した基本姿勢を役職員へ徹底するべく、「長谷工グループ行動規範」及び行動規範の各条項を解説した「長谷

工グループコンプライアンスマニュアル」を含む「長谷工コンプライアンス規程集」を全役職員に配布するとと

もに、必要に応じて外部講師を招いた社内研修会を開催し、反社会的勢力に対する強い姿勢を共有できるよう教育

を行っております。

さらに、行動規範で示した基本姿勢をより具体的に役職員の行動に反映させるため、「民事介入暴力対策マニュ

アル」を作成しており、その内容は、①民事介入暴力の内容解説②会社として対応する基本姿勢と様々なケースへ

の具体的対応策③各部門での具体的対応策④関連法令解説等となっております。

⑥ 定款による定めについて

(イ) 当社は、取締役は20名以内とする旨、及び取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を

定款に定めております。

(ロ) 当社は、特別決議における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社

法第309条第２項に定める決議については、株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを決する旨、及び広く社内外の人

材の登用を可能とするため、取締役会の決議によって、会社法第423条第１項に規定する取締役及び監査役

（取締役又は監査役であった者を含む。）の賠償責任について法令の限度において免除することができる

旨、株主への利益還元を機動的に行えるよう、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として、中間

配当をすることができる旨、並びに自己株式の取得が機動的に行えるよう、取締役会の決議によって、市場取

引等の方法により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
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(3) 監査役監査及び内部監査の状況

① 監査役監査及び内部監査の状況

監査役監査については、社外監査役３名を含む監査役５名体制のもと、監査役会を毎月１回の定期開催に加えて、

必要に応じて臨時開催しております。監査役については、月１回及び必要に応じて臨時に開催される取締役会及び

監査役会に出席し、監査計画及び監査結果に関する会計監査人との会合に出席しております。また、常勤監査役にお

いては、相互に連携し、経営会議・リスク統括委員会その他の重要な会議への出席、取締役その他役職員へのヒヤリ

ング、稟議書・議事録・会議資料・報告書の閲覧等を通じて監査活動を行っております。監査役と会計監査人であ

る新日本監査法人とは、期中に必要に応じて適宜会合を行うとともに、半期毎に会計監査の方針・計画及び監査結

果の報告に関する会合を実施しております。

内部監査については、監査部12名により品質管理・環境対策・情報管理・リスク管理などに関する内部監査及び

財務報告に係る内部統制の評価を実施しております。また、監査役監査との役割調整及び整合性を図るため監査役

に対して適宜状況報告を行いながら活動を行っており、監査役は内部監査への立会い、内部監査結果の報告を受け

るほか、社内の状況に関する情報交換を適宜実施しております。

② 社外監査役の活動状況等

社外監査役については、月１回及び必要に応じて臨時に開催される取締役会及び監査役会に出席（平成20年３月

期において、田中次郎氏は、取締役会には15回中10回、監査役会には13回中８回、秋峯晴男氏は、取締役会には15回中

14回、監査役会には13回全て、内川治哉氏は、取締役会15回、監査役会13回全て出席）しております。なお、当社と社

外監査役３名との間に特別の利害関係はありません。また、社外監査役とは、会社法423条第１項の責任について、そ

の職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときには、会社法第425条第１項に定める最低責任限度

額を限度として損害賠償責任を負担する旨の責任限定契約を締結しております。

(4) 役員報酬の内容

　 人数 報酬額

　 名 百万円 

取締役 12 481

監査役 5 75

（うち、社外監査役） (3) (34)

計 17 556

(注) 上記報酬等の額には、役員賞与引当金として計上した額179百万円（取締役165百万円、監査役14百万円（うち

社外監査役分５百万円））を含んでおり、取締役に対する賞与については、平成20年６月27日開催の第91期

定時株主総会における「取締役報酬額改定の件」の承認可決に基づき支給いたします。

(5) 会計監査の状況および報酬等の額

・業務を執行した公認会計士の氏名

新日本監査法人

 氏名等

　 　  

指定社員

業務執行社員
公認会計士 加賀谷　達之助

指定社員

業務執行社員
公認会計士 星野　正司

指定社員

業務執行社員
公認会計士 矢田堀　浩明

(注) 継続監査年数については、７年を超えていないため記載しておりません。 

・監査業務に係る補助者の構成：公認会計士13名、その他20名　計33名

・監査法人に対する報酬等の額(連結子会社を含む)

　 支払額

　 百万円

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬

(うち、当社が支払うべき報酬)

117

(57)

上記以外の業務に基づく報酬 5
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第５【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1)　当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じ

て記載しております。

　なお、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成

しております。

(2)　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）第２条の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）

により作成しております。

　なお、前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２　監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

の連結財務諸表及び前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の財務諸表について、並びに、金融

商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の

連結財務諸表及び当事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の財務諸表について、新日本監査法

人により監査を受けております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

　 　
前連結会計年度

(平成19年３月31日)
当連結会計年度

(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

(資産の部) 　     

Ⅰ　流動資産 　     

現金預金 ※２ 66,528  62,639  

受取手形・
完成工事未収入金等

※５ 81,340  94,837  

未成工事支出金等 　 18,503  11,974  

販売用不動産 　 66,707  71,299  

不動産事業支出金 　 58,742  46,009  

開発用不動産等 　 58,860  44,840  

短期貸付金 　 861  1,840  

繰延税金資産 　 6,831  17,012  

その他 ※７ 19,098  9,360  

貸倒引当金 　 △150  △171  

流動資産合計 　 377,321 69.0 359,641 74.0

Ⅱ　固定資産 　     

１　有形固定資産 　     

建物・構築物 ※２ 74,557  56,852  

機械・運搬具・
工具器具備品

※２ 11,122  10,408  

土地 ※２ 57,841  35,091  

建設仮勘定 ※２ 695  3,308  

減価償却累計額 　 △37,437  △36,792  

有形固定資産合計 　 106,777 19.5 68,867 14.1

２　無形固定資産 　     

借地権 　 904  898  

その他 　 1,656  1,508  

無形固定資産合計 　 2,560 0.5 2,406 0.5

３　投資その他の資産 　     

投資有価証券 ※１ 6,086  8,363  

長期貸付金 　 12,822  4,439  

繰延税金資産 　 43,049  33,575  

その他 　 10,613  11,523  

貸倒引当金 　 △12,504  △2,609  

投資その他の
資産合計

　 60,065 11.0 55,290 11.4

固定資産合計 　 169,402 31.0 126,563 26.0

資産合計 　 546,723 100.0 486,204 100.0

　 　     

 

EDINET提出書類

株式会社　長谷工コーポレーション(E00090)

有価証券報告書

 54/124



　 　
前連結会計年度

(平成19年３月31日)
当連結会計年度

(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

(負債の部) 　     

Ⅰ　流動負債 　     

支払手形・工事未払金等 ※５ 153,898  131,427  

短期借入金 　 899  15,424  

１年以内返済予定の
長期借入金

　 31,800  31,800  

未払法人税等 　 1,260  851  

未成工事受入金 　 28,281  30,792  

不動産事業受入金 　 13,731  5,731  

完成工事補償引当金 　 1,893  3,128  

賞与引当金 　 2,107  2,572  

役員賞与引当金 　 ―  179  

その他 　 27,514  26,358  

流動負債合計 　 261,382 47.8 248,263 51.1

Ⅱ　固定負債 　     

長期借入金 ※２ 154,724  117,828  

退職給付引当金 　 1,994  1,555  

訴訟損失引当金 　 7,757  ―  

その他 　 7,849  7,579  

固定負債合計 　 172,324 31.5 126,962 26.1

負債合計 　 433,707 79.3 375,225 77.2

　 　     

(純資産の部) 　     

Ⅰ　株主資本 　     

資本金 　 50,000 9.1 50,000 10.3

利益剰余金 　 64,463 11.8 68,573 14.1

自己株式 　 △154 △0.0 △3,638 △0.8

株主資本合計 　 114,309 20.9 114,936 23.6

Ⅱ　評価・換算差額等 　     

その他有価証券評価差額金 　 116 0.0 △224 △0.1

為替換算調整勘定 　 △1,674 △0.3 △4,051 △0.8

評価・換算差額等合計 　 △1,558 △0.3 △4,275 △0.9

Ⅲ　少数株主持分 　 265 0.1 318 0.1

純資産合計 　 113,016 20.7 110,978 22.8

負債純資産合計 　 546,723 100.0 486,204 100.0
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②【連結損益計算書】

　 　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％)

Ⅰ　売上高 　       

完成工事高 ※１ 437,529   481,833   

設計監理売上高 　 10,765   9,495   

賃貸管理収入 　 55,166   62,199   

不動産売上高 　 215,894   187,478   

その他事業収入 　 3,765 723,118 100.0 4,069 745,074 100.0

Ⅱ　売上原価 　       

完成工事原価 　 380,312   430,732   

設計監理売上原価 　 4,311   4,299   

賃貸管理費用 　 47,581   51,678   

不動産売上原価 ※２ 199,064   171,913   

その他事業費用 　 3,230 634,498 87.7 3,530 662,152 88.9

売上総利益 　       

完成工事総利益 　 57,217   51,101   

設計監理売上総利益 　 6,454   5,197   

賃貸管理総利益 　 7,585   10,521   

不動産売上総利益 　 16,829   15,565   

その他事業総利益 　 535 88,620 12.3 538 82,923 11.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３  24,120 3.4  27,205 3.6

営業利益 　  64,501 8.9  55,718 7.5

Ⅳ　営業外収益 　       

受取利息 　 405   610   

受取配当金 　 33   74   

違約金収入 　 300   ―   

その他 　 560 1,299 0.2 719 1,403 0.2

Ⅴ　営業外費用 　       

支払利息 　 2,057   2,964   

持分法による投資損失 　 173   271   

シンジケートローン手数料 　 398   668   

その他 　 125 2,753 0.4 115 4,017 0.6

経常利益 　  63,046 8.7  53,103 7.1
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前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％)

Ⅵ　特別利益 　       

固定資産売却益 ※５ 14   942   

貸倒引当金戻入益 　 77   1,288   

営業権譲渡益 　 530   ―   

受取補償金 　 333   ―   

過年度損益修正益 　 620   ―   

その他 　 184 1,758 0.3 153 2,383 0.3

Ⅶ　特別損失 　       

固定資産処分損 ※６ 101   571   

減損損失 ※７ 19,454   942   

たな卸資産評価損  ―   26,434   

貸倒引当金繰入額 　 286   545   

訴訟損失引当金繰入額 　 7,757   ―   

訴訟損失 　 ―   1,380   

その他 　 556 28,153 3.9 1,949 31,821 4.2

税金等調整前当期純利益 　  36,652 5.1  23,665 3.2

法人税、住民税及び
事業税

　 1,506   1,954   

法人税等調整額 　 1,414 2,921 0.4 △724 1,230 0.2

少数株主利益 　  36 0.0  50 0.0

当期純利益 　  33,695 4.7  22,384 3.0
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度 (自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　 株主資本 

　 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高
(百万円)

50,000 12,817 48,200 △103 110,914

連結会計年度中の変動額      

　当期純利益   33,695  33,695

　自己株式の取得    △30,306 △30,306

　自己株式の処分  2  4 6

　自己株式の消却  △30,251  30,251 ―

　資本剰余金の填補  17,432 △17,432  ―

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額)
     

連結会計年度中の変動額合計　　　　　

(百万円)
― △12,817 16,263 △51 3,395

平成19年３月31日残高
(百万円)

50,000 ― 64,463 △154 114,309

 評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計

 
その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日残高
(百万円)

249 △1,985 △1,735 23 109,202

連結会計年度中の変動額      

  当期純利益     33,695

  自己株式の取得     △30,306

  自己株式の処分     6

　自己株式の消却     ―

　資本剰余金の填補     ―

  株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額)
△133 311 177 241 419

連結会計年度中の変動額合計　　　　　　　　　　　　　　

(百万円)
△133 311 177 241 3,814

平成19年３月31日残高
(百万円)

116 △1,674 △1,558 265 113,016

当連結会計年度 (自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　 株主資本 

　 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高
(百万円)

50,000 ― 64,463 △154 114,309

連結会計年度中の変動額      

　当期純利益   22,384  22,384

　自己株式の取得    △21,764 △21,764
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　 株主資本 

　 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

　自己株式の処分  △0  6 6

　自己株式の消却  △18,274  18,274 ―

　資本剰余金の填補  18,274 △18,274  ―

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額)
     

連結会計年度中の変動額合計　　　　　

(百万円)
― ― 4,110 △3,484 627

平成20年３月31日残高
(百万円)

50,000 ― 68,573 △3,638 114,936

 評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計

 
その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

平成19年３月31日残高
(百万円)

116 △1,674 △1,558 265 113,016

連結会計年度中の変動額      

  当期純利益     22,384

  自己株式の取得     △21,764

  自己株式の処分     6

　自己株式の消却     ―

　資本剰余金の填補     ―

  株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額)
△340 △2,377 △2,717 53 △2,664

連結会計年度中の変動額合計　　　　　　　　　　　　　　

(百万円)
△340 △2,377 △2,717 53 △2,037

平成20年３月31日残高
(百万円)

△224 △4,051 △4,275 318 110,978
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

　 　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー 　   

税金等調整前当期純利益 　 36,652 23,665

減価償却費 　 3,260 3,647

減損損失 　 19,454 942

訴訟損失 　 ― 1,380

貸倒引当金の増加・減少(△)額 　 187 △678

受取利息及び受取配当金 　 △438 △684

支払利息 　 2,057 2,964

持分法による投資損失・利益(△) 　 173 271

投資有価証券評価損 　 ― 1,630

固定資産処分損・売却益(△) 　 87 △371

たな卸資産評価損 　 ― 26,434

売上債権の減少・増加(△)額 　 1,891 △13,497

未成工事支出金等の減少・増加(△)額 　 4,987 6,530

たな卸資産の減少・増加(△)額 　 △39,227 △6,144

仕入債務の増加・減少(△)額 　 △1,819 △22,325

未成工事受入金の増加・減少(△)額 　 △8,786 2,512

その他 　 6,741 △7,259

小計 　 25,217 19,017

利息及び配当金の受取額 　 432 681

利息の支払額 　 △2,045 △2,953

損害賠償金の支払額 　 ― △828

法人税等の支払額 　 △1,409 △1,502

営業活動によるキャッシュ・フロー 　 22,195 14,416

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー 　   

定期預金の払戻しによる収入 　 127 35

有形・無形固定資産の取得による支出 　 △7,065 △5,550

有形・無形固定資産の売却による収入 　 1,884 39,673

投資有価証券の取得による支出 　 △1,707 △5,177

投資有価証券の売却による収入 　 1,712 588

連結の範囲の変更を伴う子会社への出
資による支出

※２ △147 ―

貸付けによる支出 　 △545 △3,271

貸付金の回収による収入 　 2,368 1,349

差入敷金保証金の支出 　 △273 △568

差入敷金保証金の回収による収入 　 91 176

その他 　 △71 69

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 △3,627 27,324
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前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー 　   

短期借入金純増加・減少(△)額 　 △10,629 14,525

長期借入れによる収入 　 40,003 30,197

長期借入金の返済による支出 　 △28,304 △67,100

自己株式の買受けによる支出 　 △12,000 ―

自己株式の償還による支出 　 △18,251 △18,274

自己株式の取得による支出 　 ― △3,490

シンジケートローン手数料 　 △409 △691

その他 　 △101 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 △29,691 △44,844

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 　 47 △480

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 　 △11,076 △3,585

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 　 77,088 66,012

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 66,012 62,426
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項 ①連結子会社の数　33社
主要な連結子会社名
㈱ハセック
㈱フォリス
不二建設㈱
㈱長谷工不動産
㈱長谷工都市開発
㈱長谷工アーベスト
㈱長谷工クリエイト
㈱長谷工アーバン
野田開発㈱
HASEKO America,Inc.
HASEKO (Hawaii),Inc.
㈱長谷工アネシス
㈱長谷工コミュニティ
㈱長谷工ライブネット
㈱長谷工インテック
エコロジー・リート投資法人
㈱ブライトンコーポレーション
㈱センチュリーライフ
㈱長谷工ファイナンス
㈱長谷工システムズ
このうち、㈱長谷工インテックについ
ては新たに設立したことから、また、エ
コロジー・リート投資法人については
新たに子会社となったため、当連結会計
年度より連結子会社としております。
なお、組合等について要件をみたすも
のは従来より子会社等の範囲としてい
たものの会社数に含めて表示しており
ませんでしたが、当連結会計年度より組
合等を会社数に含めて表示しておりま
す。それによる連結財務諸表及び財務諸
表に与える影響はありません。

①連結子会社の数　30社
主要な連結子会社名
㈱ハセック
㈱フォリス
不二建設㈱
㈱長谷工アーベスト
㈱長谷工アーバン
㈱ＨＣ綾瀬川住宅
㈱ＨＣ小金井住宅
HASEKO America,Inc.
HASEKO (Hawaii),Inc.
㈱長谷工アネシス
㈱長谷工コミュニティ
㈱長谷工ライブネット
㈱長谷工インテック
エコロジー・リート投資法人
㈱ブライトンコーポレーション
㈱センチュリーライフ
㈱長谷工システムズ
このうち㈱ＨＣ綾瀬川住宅、㈱ＨＣ小
金井住宅については新たに設立したこ
とから、当連結会計年度より連結子会社
としております。
なお、従来連結の範囲に含めていた㈱
長谷工不動産、㈱長谷工都市開発、野田
開発㈱及び㈱長谷工ファイナンスにつ
いては、平成20年３月１日を以って、当
社への吸収合併により解散しており、㈱
長谷工クリエイトについては、平成20年
３月31日を以って清算しております。

 ②主要な非連結子会社名
　㈱長谷工ナヴィエ
　㈱長谷工テクノ
なお、上記２社については、当連結会
計年度においてそれぞれ㈱ナヴィエ、㈱
インフィル工房より商号を変更してお
ります。

②主要な非連結子会社名
　㈱長谷工ナヴィエ
　㈱長谷工テクノ

 ③非連結子会社について、連結の範囲から
除いた理由
　非連結子会社は、いずれも小規模であり、
合計の総資産、売上高、当期純損益（持分
に見合う額）及び利益剰余金（持分に見
合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重
要な影響を及ぼしていないため、連結の範
囲から除外しております。

③非連結子会社について、連結の範囲から
除いた理由

同左

２　持分法の適用に関する
事項

①持分法適用会社の数
　関連会社１社
持分法を適用する関連会社名
宝塚開発㈱

　なお、非連結子会社で持分法適用の会社
はありません。

①持分法適用会社の数
　関連会社２社
持分法を適用する関連会社名
宝塚開発㈱
㈱森組

　このうち、㈱森組については株式の取得
により、当連結会計年度より関連会社とな
り、持分法を適用しております。
　なお、非連結子会社で持分法適用の会社
はありません。
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ②持分法を適用しない非連結子会社及び
関連会社のうち主要な会社名
　持分法非適用の主要な非連結子会社
㈱長谷工ナヴィエ
㈱長谷工テクノ

②持分法を適用しない非連結子会社及び
関連会社のうち主要な会社名
　持分法非適用の主要な非連結子会社

同左

 　持分法非適用の主要な関連会社
エコロジー・アセットマネジメント㈱

　持分法非適用の主要な関連会社
新日本商業開発㈱

 ③持分法を適用しない非連結子会社・関
連会社について、持分法を適用しない理
由
　持分法非適用の非連結子会社及び関連会
社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う
額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等か
らみて、持分法の対象から除いても連結財
務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、
全体としても重要性がないため、持分法の
適用範囲から除外しております。
　なお、当社が共同事業主として事業参画
する特定目的会社に対する出資のうち、当
社の持分割合が100分の20以上、100分の50
以下であるものが以下のとおり３件あり
ますが、いずれも資産の流動化に関する法
律（平成十年法律第百五号）により各出
資者からは独立しているため、当社の関連
会社とはしておりません。

ネオパス亀有特定目的会社
ネオパス業平特定目的会社
東京開発Ｆ特定目的会社

③持分法を適用しない非連結子会社・関
連会社について、持分法を適用しない理
由
　持分法非適用の非連結子会社及び関連会
社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う
額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等か
らみて、持分法の対象から除いても連結財
務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、
全体としても重要性がないため、持分法の
適用範囲から除外しております。
　なお、当社が共同事業主として事業参画
する特定目的会社に対する出資のうち、当
社の持分割合が100分の20以上、100分の50
以下であるものが以下のとおり２件あり
ますが、いずれも資産の流動化に関する法
律（平成十年法律第百五号）により各出
資者からは独立しているため、当社の関連
会社とはしておりません。

ネオパス亀有特定目的会社
東京開発Ｆ特定目的会社

 ④その他
　債務超過の持分法適用関連会社に対する
当社の負の持分相当額は、当該関連会社に
対する債権から直接控除しております。
　なお、当該金額は、14,180百万円でありま
す。

④その他
　債務超過の持分法適用関連会社に対する
当社の負の持分相当額は、当該関連会社に
対する債権から直接控除しております。
　なお、当該金額は、14,268百万円でありま
す。

３　連結子会社の事業年度等
に関する事項

　連結子会社のうち、HASEKO America,
Inc.及びその連結子会社の決算日は12月
31日であります。
　連結財務諸表の作成にあたっては、同決
算日現在の財務諸表を使用しております。
ただし、１月１日から連結決算日３月31日
までの期間に発生した重要な取引につい
ては、連結上必要な調整を行っておりま
す。
　上記以外の連結子会社の事業年度は連結
財務諸表提出会社と同一であります。

　連結子会社のうちHASEKO America,Inc.
及びその連結子会社の決算日は12月31日
であります。また、エコロジー・リート投
資法人については当連結会計年度より、決
算日を12月31日に変更しております。
　連結財務諸表の作成にあたっては、同決
算日現在の財務諸表を使用しております。
ただし、１月１日から連結決算日３月31日
までの期間に発生した重要な取引につい
ては、連結上必要な調整を行っておりま
す。
　上記以外の連結子会社の事業年度は連結
財務諸表提出会社と同一であります。

４　会計処理基準に関する
事項

　 　

(1) 重要な資産の評価基準及
び評価方法

有価証券
①その他有価証券

有価証券
①その他有価証券

 (イ)時価のあるもの
　決算期末日の市場価格等に基づく時
価法(評価差額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は移動平均法に
より算定)

(イ)時価のあるもの
同左

 (ロ)時価のないもの
移動平均法による原価法

(ロ)時価のないもの
同左
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 たな卸資産
①未成工事支出金、販売用不動産、不動産
事業支出金、開発用不動産等

たな卸資産
①未成工事支出金、販売用不動産、不動産
事業支出金、開発用不動産等

 　個別法による原価法
在外連結子会社は、個別法による低価
法

　個別法による原価法（貸借対照表価額
は収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法により算定）なお、販売用不動産の
うち賃貸に供している物件については、
有形固定資産に準じて減価償却を行っ
ております。
　在外連結子会社は、個別法による低価
法

 ②材料
　移動平均法による低価法

②材料
　移動平均法による原価法（貸借対照表
価額は収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）

 ③貯蔵品
　個別法による原価法

③貯蔵品
　個別法による原価法（貸借対照表価額
は収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法により算定）

 　
　

（会計方針の変更）
「棚卸資産の評価に関する会計基
準」（企業会計基準第９号　平成18年７
月５日）が平成20年３月31日以前に開
始する連結会計年度に係る連結財務諸
表から適用できることになったことに
伴い、当連結会計年度から同会計基準を
適用しております。
これにより営業利益及び経常利益は、

2,041百万円、税金等調整前当期純利益
は、28,475百万円減少しております。な
お、セグメント情報に与える影響は当該
箇所に記載しております。

(2) 重要な減価償却資産の減
価償却の方法

有形固定資産
　定率法(ただし、平成10年４月１日以降に
取得した建物(建物附属設備を除く)につ
いては定額法)によっております。
　連結子会社の一部は定額法によっており
ます。

有形固定資産
定率法(ただし、平成10年４月１日以降
に取得した建物(建物附属設備を除く)に
ついては定額法)によっております。
連結子会社の一部は定額法によってお
ります。

  （会計方針の変更）
法人税法の改正に伴い、当連結会計年
度より、平成19年４月１日以降に取得し
た有形固定資産について、改正後の法人
税法に基づく減価償却の方法に変更し
ております。
この変更による影響額は軽微であり
ます。

  （追加情報）
法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、改
正前の法人税法に基づく減価償却の方
法の適用により取得価額の５％に到達
した連結会計年度の翌連結会計年度よ
り、取得価額の５％相当額と備忘価額と
の差額を５年間にわたり均等償却し、減
価償却費に含めて計上しております。
この変更による影響額は軽微であり
ます。

 無形固定資産
　定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについて
は、社内における利用可能期間(５年)に基
づく定額法によっております。

無形固定資産
同左
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(3) 重要な引当金の計上
基準

貸倒引当金
　売掛債権、その他これに準ずる債権の貸
倒による損失に備えるため、一般債権につ
いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額を計上しており
ます。

貸倒引当金
同左

 完成工事補償引当金
　完成工事高として計上した工事に係る瑕
疵についてその引渡し後において、自己の
負担により無償で補修すべき場合の費用
支出に備えるため、補修費用の見積額に基
づき計上しております。

完成工事補償引当金
同左

 賞与引当金
　従業員に対する賞与の支給に充てるた
め、支給見込額に基づき計上しておりま
す。

賞与引当金
同左

 ―――― 役員賞与引当金
　役員に対する賞与の支給に充てるため、
支給見込額に基づき計上しております。
（会計方針の変更）
当連結会計年度より、「役員賞与に関
する会計基準」(企業会計基準第４号　
平成17年11月29日)を適用しておりま
す。 
これにより営業利益、経常利益及び税
金等調整前当期純利益は、それぞれ179
百万円減少しております。

 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当連結
会計年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき計上しておりま
す。
　会計基準変更時差異は、15年による均等
額を費用処理しております。
　過去勤務債務は、その発生時の従業員の
平均残存勤務期間(13～16年)による定額
法により費用処理しております。
　数理計算上の差異は、各連結会計年度の
発生時における従業員の平均残存勤務期
間(10～18年)による定額法により按分し
た額をそれぞれ発生の翌連結会計年度か
ら費用処理することとしております。

退職給付引当金
同左

 訴訟損失引当金
　係争中の訴訟に係る損失に備えるため、
その経過等の状況に基づく損失見込額を
計上しております。

――――

(4) 重要な外貨建の資産又は
負債の本邦通貨への換
算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直
物為替相場により円貨に換算し、換算差額
は損益として処理しております。なお、在
外連結子会社の資産・負債及び収益・費
用は、決算日の直物為替相場により円貨に
換算し、換算差額は純資産の部における
「為替換算調整勘定」に含めております。

同左

(5) 重要なリース取引の
処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると
認められるもの以外のファイナンス・
リース取引については、通常の賃貸借取引
に係る方法に準じた会計処理によってお
ります。

同左
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(6) その他連結財務諸表作成
のための重要な事項

請負工事の収益計上基準
　工期12ヶ月以上且つ請負金額５億円以上
の請負工事については工事進行基準によ
り、その他の請負工事については、工事完
成基準によっております。

請負工事の収益計上基準
同左

 支払利息の処理方法
　連結子会社の一部は、不動産開発事業に
要した資金に対する支払利息を販売用不
動産等の取得原価に算入しております。

支払利息の処理方法
同左

 消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜
方式によっております。

消費税等の会計処理
同左

 連結納税制度
　連結納税制度を適用しております。

連結納税制度
同左

 匿名組合出資金の会計処理方法
　匿名組合の財産の持分相当額を「投資有
価証券」として計上しております。匿名組
合への出資時に「投資有価証券」を計上
し、匿名組合が獲得した純損益の持分相当
額については、「営業損益」に計上すると
ともに、同額を「投資有価証券」に加減し
ております。

匿名組合出資金の会計処理方法
同左

５　連結子会社の資産及び
負債の評価に関する事項

　全面時価評価法を採用しております。 同左

６　のれん及び負ののれんの
償却に関する事項

　５年間の均等償却を行っております。た
だし、金額が僅少の場合には発生時の損益
として処理しております。

同左

７　連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範
囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び
容易に換金可能であり、かつ、価値の変動
についてリスクのない定期預金等として
おります。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は112,751百万

円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

─────

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

───── (連結損益計算書関係)

　前連結会計年度において区分掲記しておりました「過年

度損益修正益」は、金額に重要性がなくなったため、当連

結会計年度より「その他」に含めて表示しております。

　なお、当連結会計年度における「過年度損益修正益」は、

51百万円であります。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　前連結会計年度において財務活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めていた「自己株式の取得による

支出」は重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲

記しております。

　なお、前連結会計年度の「自己株式の取得による支出」

は、55百万円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

株式     2,562百万円

匿名組合出資金    1,263　

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

株式 2,581百万円

匿名組合出資金 3,048

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

　下記の資産は長期借入金35,303百万円の担保に供し

ております。

建物・構築物      14,590百万円

機械・運搬具・

工具器具備品 
     309

土地       21,355

建設仮勘定       293

計       36,547

　上記の他、工事保証のため、定期預金35百万円を担保

として差入れております。

　下記の資産は長期借入金207百万円の担保に供して

おります。

建設仮勘定 2,197百万円

計             2,197

　３　偶発債務(保証債務等)

　保証債務  下記のとおり債務保証を行っております。

　３　偶発債務(保証債務等)

　保証債務  下記のとおり債務保証を行っております。

　(銀行等借入債務) 　(銀行等借入債務)

提携住宅ローン利用顧客1,115件  22,383百万円

不動産等購入ローン利用顧客５件 186

  (信用保証会社に対する手付金等返済保証債務)

提携住宅ローン利用顧客   483件   11,264百万円

不動産等購入ローン利用顧客５件 177

  (信用保証会社に対する手付金等返済保証債務)

㈱日商エステム 484

㈱タカラレーベン 　　448 

㈱大京  377

その他４件  423

計 24,301

㈱日商エステム  232

近藤産業㈱ 89

㈱タカラレーベン  72

その他６件 209

計 12,044

　４　手形裏書譲渡高 　４　手形裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高    148百万円 受取手形裏書譲渡高       84百万円

※５　連結会計年度末日満期手形　

　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しております。なお、当

連結会計年度の末日は金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残

高に含まれております。

受取手形 951百万円

支払手形 8,773

　５　　　　　　　　―――――――

６　当社は、運転資金の安定的かつ機動的な調達を行うた

め、取引金融機関３行の協調融資方式によるコミット

メントライン契約を締結しております。

この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。　

コミットメントライン

契約の総額
      45,000百万円

借入実行残高 ―

差引額 45,000

６　当社は、運転資金の安定的かつ機動的な調達を行うた

め、取引金融機関５行の協調融資方式によるコミット

メントライン契約を締結しております。

この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。　

コミットメントライン

契約の総額
60,000百万円

借入実行残高 15,000

差引額 45,000

※７　流動資産その他には、「（重要な後発事象）　１　訴

訟の終結について」に係る支払金7,757百万円が含ま

れております。　　　　　　　

　７　　　　　　　　―――――――
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　工事進行基準による完成工事高   329,385百万円 ※１　工事進行基準による完成工事高 375,982百万円
※２　不動産売上原価に算入されているたな卸資産の評価

減の額

　      4,336百万円

※２　不動産売上原価に算入されているたな卸資産の評価

減の額

　 6,650百万円
※３　このうち主要な費目及び金額は次のとおりでありま
す。

※３　このうち主要な費目及び金額は次のとおりでありま
す。

従業員給料手当      9,468百万円

賞与引当金繰入額  679

退職給付費用      540

地代家賃      2,049

減価償却費  391

従業員給料手当 10,407百万円

賞与引当金繰入額 740

役員賞与引当金繰入額 179

退職給付費用 401

地代家賃           2,243

減価償却費  693

　４　研究開発費

　一般管理費に含まれる研究開発費は、534百万円であ
ります。

　４　研究開発費

　一般管理費に含まれる研究開発費は、651百万円であ
ります。

※５　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物・構築物    0百万円

土地  13

その他 0

計 14

※５　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物・構築物     828百万円

土地  113

その他  0

計 942

※６　固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。 ※６　固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

建物・構築物    76百万円

機械・運搬具・工具器具備品 17

土地 8

その他  0

計 101

建物・構築物 271百万円

機械・運搬具・工具器具備品  44

土地  254

その他  1

計 571

※７　減損損失

　当連結会計年度において当社グループは以下の資産
について減損損失を認識しました。

※７　減損損失

　当連結会計年度において当社グループは以下の資産
について減損損失を認識しました。

用途 種類 場所 件数

不動産事業用

不動産

土地及び

建物

千葉県

浦安市
1件

賃貸事業用

不動産

土地及び

建物等

東京都

品川区　他
20件

ホテル事業用

不動産

土地及び

建物等

千葉県

浦安市　他
2件

遊休資産 土地
長野県

茅野市
1件

　減損損失を認識した不動産事業用不動産、賃貸事業
用不動産、ホテル事業用不動産及び遊休資産について
は、個別の物件毎にグルーピングしております。近年
の不動産価格の下落、収益性の低下又は保有目的の変
更により、上記の資産の帳簿価額を回収可能価額まで
減額し、当該減少額を減損損失(19,454百万円)として
特別損失に計上しました。その内訳は、建物・構築物
10,486百万円、工具器具備品26百万円、土地8,687百万
円及び借地権255百万円であります。なお、当該資産の
回収可能価額は正味売却価額(不動産については不動
産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額等から処分費用
見込額を控除した額、不動産以外のものについては取
引事例等より算定した価額)と使用価値(割引率5.0％)
のいずれか高い金額を採用しております。

用途 種類 場所 件数

不動産事業用

不動産

土地及び

建物

千葉県

浦安市
1件

賃貸事業用

不動産

土地及び

建物等

千葉県

浦安市　他
11件

ホテル事業用

不動産

借地権及び

建物

長野県

茅野市
1件

遊休資産
工具器具・

備品等

東京都

港区
2件

　減損損失を認識した不動産事業用不動産、賃貸事業
用不動産、ホテル事業用不動産及び遊休資産について
は、個別の物件毎にグルーピングしております。近年
の不動産価格の下落、収益性の低下又は保有目的の変
更により、上記の資産の帳簿価額を回収可能価額まで
減額し、当該減少額を減損損失(942百万円)として特別
損失に計上しました。その内訳は、建物・構築物396百
万円、工具器具備品322百万円、土地218百万円及び借
地権６百万円であります。なお、当該資産の回収可能
価額は正味売却価額(不動産については不動産鑑定評
価基準に基づく鑑定評価額等から処分費用見込額を
控除した額、不動産以外のものについては取引事例等
より算定した価額)と使用価値(割引率5.0％)のいずれ
か高い金額を採用しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末

株式数（千株）

当連結会計年度増加

株式数（千株）

当連結会計年度減少

株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 (注)１ 793,472 261,107 ― 1,054,580

優先株式 245,599 ― 69,054 176,545

第１回Ａ種優先株式 (注)２ (37,599) (―) (37,599) (―)

第２回Ａ種優先株式 (注)３ (40,000) (―) (5,454) (34,545)

第４回Ａ種優先株式 (注)４ (78,000) (―) (26,000) (52,000)

第１回Ｂ種優先株式 (90,000) (―) (―) (90,000)

合計 1,039,072 261,107 69,054 1,231,125

自己株式     

普通株式 (注)５、６ 392 128 14 505

優先株式 ― 69,054 69,054 ―

第１回Ａ種優先株式 (注)７ (―) (37,599) (37,599) (―)

第２回Ａ種優先株式 (注)８ (―) (5,454) (5,454) (―)

第４回Ａ種優先株式 (注)９ (―) (26,000) (26,000) (―)

合計 392 69,182 69,068 505

 (注) １．普通株式の発行済株式総数の増加261,107千株は、第１回Ａ種優先株式の転換請求による増加であります。
２．第１回Ａ種優先株式の発行済株式総数の減少37,599千株は、自己株式の消却による減少であります。
３．第２回Ａ種優先株式の発行済株式総数の減少5,454千株は、自己株式の消却による減少であります。
４．第４回Ａ種優先株式の発行済株式総数の減少26,000千株は、自己株式の消却による減少であります。
５．普通株式の自己株式の株式数の増加128千株は、単元未満株式の買取請求による買受けによるものであります。
６．普通株式の自己株式の株式数の減少14千株は、単元未満株式の売渡請求による売渡しによるものであります。
７．第１回Ａ種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少37,599千株は、転換請求及び消却によるものでありま
す。

転換が行われた期間   平成18年10月2日～平成19年2月20日   平成19年3月22日消却
８．第２回Ａ種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少5,454千株は、買受け及び消却によるものであります。

平成18年7月31日買受け　 平成18年8月24日消却
(株式数)  5,454,500株   (取得価額)  2,200円   (取得価額の総額) 11,999,900,000円

９．第４回Ａ種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少26,000千株は、償還及び消却によるものであります。
平成18年7月31日償還　　 平成18年8月24日消却

(株式数) 26,000,000株   (取得価額) 701.96円   (取得価額の総額) 18,250,960,000円
10．記載株式数は、千株未満を切捨てて表示しております。
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末

株式数（千株）

当連結会計年度増加

株式数（千株）

当連結会計年度減少

株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 (注)１ 1,054,580 239,899 ― 1,294,479

優先株式 176,545 ― 60,545 116,000

第２回Ａ種優先株式 (注)２ (34,545) (―) (34,545) (―)

第４回Ａ種優先株式 (注)３ (52,000) (―) (26,000) (26,000)

第１回Ｂ種優先株式 (90,000) (―) (―) (90,000)

合計 1,231,125 239,899 60,545 1,410,479

自己株式     

普通株式 (注)４、５ 505 17,071 23 17,552

優先株式 ― 60,545 60,545 ―

第２回Ａ種優先株式 (注)６ (―) (34,545) (34,545) (―)

第４回Ａ種優先株式 (注)７ (―) (26,000) (26,000) (―)

合計 505 77,616 60,569 17,552

 (注) １．普通株式の発行済株式総数の増加239,899千株は、第２回Ａ種優先株式の転換請求による増加であります。
２．第２回Ａ種優先株式の発行済株式総数の減少34,545千株は、自己株式の消却による減少であります。
３．第４回Ａ種優先株式の発行済株式総数の減少26,000千株は、自己株式の消却による減少であります。
４．普通株式の自己株式の株式数の増加17,071千株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得及び単元未満株式の
買取請求による買受けによるものであります。

取締役会決議に基づく自己株式の取得の内容

(取得期間(約定日ベース))　平成19年11月20日より平成19年11月27日まで
(取得した株式数) 17,000,000株　(取得価額の総額) 3,468,444,500円

５．普通株式の自己株式の株式数の減少23千株は、単元未満株式の売渡請求による売渡しによるものであります。
６．第２回Ａ種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少34,545千株は、転換請求及び消却によるものでありま
す。

転換が行われた期間   平成19年10月1日～平成20年3月14日   平成20年3月19日消却
７．第４回Ａ種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少26,000千株は、償還及び消却によるものであります。

平成19年7月31日償還　　 平成19年8月9日消却
(株式数) 26,000,000株   (取得価額) 702.85円   (取得価額の総額) 18,274,100,000円

８．記載株式数は、千株未満を切捨てて表示しております。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

配当の原資 基準日 効力発生日

平成20年６月27日

定時株主総会

普通株式 3,831 3.00

利益剰余金 平成20年３月31日 平成20年６月30日第４回Ａ種優先株式 235 9.05

第１回Ｂ種優先株式 815 9.05

― 合計 4,881 ― ― ― ―
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金預金勘定    66,528百万円

担保差入定期預金 △35

保険代理店口預金 　　 △482

現金及び現金同等物        66,012

現金預金勘定    62,639百万円

保険代理店口預金 △213

現金及び現金同等物 62,426

 ※２　出資により新たに連結子会社となった会社の資産及

び負債の主な内訳

 　　出資により新たにエコロジー・リート投資法人を連

結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳

ならびに出資額と「連結の範囲の変更を伴う子会社

への出資による支出」との関係は次のとおりであり

ます。

　２　　　　　　　　　――――――

流動資産 2,020百万円

固定資産  36,305

流動負債  △602

固定負債  △35,608

少数株主持分  △206

負ののれん  △13

新規連結子会社への出資額 1,895

新規連結子会社の現金同等物  △1,748

差引:連結の範囲の変更を伴う

子会社への出資による支出
 147
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（リース取引関係）

　

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　リース物件の所有権

が借主に移転すると

認められるもの以外

のファイナンス・

リース取引

　 　

(借主側) 　 　

(1)リース物件の取得価
額相当額、減価償却

累計額相当額及び期

末残高相当額

　

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却累

計額相当額

(百万円)

期末残高

相当額

(百万円)

機械・

運搬具・

工具器具

備品

169 87 82

　

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却累

計額相当額

(百万円)

期末残高

相当額

(百万円)

機械・

運搬具・

工具器具

備品

179 71 108

　 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期
末残高が有形固定資産の期末残高等に占め
る割合が低いため、「支払利子込み法」によ
り算定しております。

同左

(2)未経過リース料期末
残高相当額

１年内   43百万円
１年超 61
計 104

１年内 49百万円
１年超 84
計 133

　 (上記金額には、転貸リース取引にかかる借
主側の未経過リース料期末残高が含まれて
おります。)

同左

　 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未
経過リース料期末残高が有形固定資産の期
末残高等に占める割合が低いため、「支払利
子込み法」により算定しております。

同左

(3)支払リース料及び
減価償却費相当額

支払リース料   39百万円
減価償却費相当額   39百万円

支払リース料 43百万円
減価償却費相当額 43百万円

(4)減価償却費相当額の
算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と
する定額法によっております。

同左

(貸主側) 　 　

(1)リース物件の取得価
額、減価償却累計額

及び期末残高
　

取得価額

(百万円)

減価償却

累計額

(百万円)

期末残高

(百万円)

建物・

構築物
16 9 7

機械・

運搬具・

工具器具

備品

260 158 102

無形固定

資産

その他

7 2 5

計 283 170 113

　
取得価額

(百万円)

減価償却

累計額

(百万円)

期末残高

(百万円)

建物・

構築物
17 9 8

機械・

運搬具・

工具器具

備品

298 163 134

無形固定

資産

その他

7 5 2

計 321 177 144

(2)未経過リース料期末
残高相当額

１年内   75百万円
１年超 123
計 198

１年内 75百万円
１年超 119
計 194

　 (上記金額には、転貸リース取引にかかる貸
主側の未経過リース料期末残高が含まれて
おります。)

同左

　 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未
経過リース料期末残高及び見積残存価額の
残高の合計額が営業債権の期末残高等に占
める割合が低いため、「受取利子込み法」に
より算定しております。

同左

(3)受取リース料及び
減価償却費

受取リース料   80百万円
減価償却費   54百万円

受取リース料 85百万円
減価償却費 61百万円
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

２　オペレーティング・

リース取引

　 　

(借主側) 　 　

未経過リース料 １年内    1,183百万円
１年超 7,013
計 8,196

１年内 1,183百万円
１年超 5,830
計 7,013
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（有価証券関係）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

取得原価
(百万円)

連結貸借
対照表
計上額

(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

連結貸借
対照表
計上額

(百万円)

差額
(百万円)

(1) 連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
      

株式 571 873 302 16 37 21

(2) 連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
      

株式 374 282 △93 1,621 1,431 △190

合計 946 1,155 210 1,637 1,468 △169

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について1,145百万円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行ってお

ります。

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　 　
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

売却額 (百万円) 2 78

売却益の合計額 (百万円) 1 1

売却損の合計額 (百万円) ― ―

３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

種類
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

(1) 関係会社株式等 　   

子会社株式

及び関連会社株式
(百万円) 2,562 2,581

匿名組合出資金 (百万円) 1,263 3,048

(2) その他有価証券 　   

非上場株式 (百万円) 756 996

優先出資証券 (百万円) 300 270

その他 (百万円) 50 ―

(注) 当連結会計年度において、時価評価されていない関係会社株式等の子会社株式及び関連会社株式について461百万

円、並びにその他有価証券の非上場株式について25百万円減損処理を行っております。

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１日　

至　平成20年３月31日）

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、企業

年金基金制度を設けております。また、一部の連結子会

社は退職一時金制度または総合設立型の厚生年金基金

制度を設けております。

１　採用している退職給付制度の概要

  当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、企

業年金基金制度を設けております。また、一部の連結子

会社は退職一時金制度または総合設立型の厚生年金基

金制度を設けております。

　なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複

数事業主制度に関する事項は次の通りであります。

(1) 制度全体の積立状況に関する事項

(平成19年３月31日現在)

年金資産の額 59,150百万円
年金財政計算上の給付債務の額 57,698
差引額 1,452

(2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合
(平成20年３月31日現在)

 2.19％

２　退職給付債務に関する事項(平成19年３月31日)

退職給付債務   △31,321百万円

年金資産(注)２ 32,887

未積立退職給付債務 1,566

会計基準変更時差異の未処理額 1,726

未認識数理計算上の差異 464

未認識過去勤務債務 △5,750

連結貸借対照表計上額純額 △1,994

前払年金費用 26

退職給付引当金 △2,020

　(注) １  退職給付債務の算定にあたり、一部の連結子

会社は簡便法を採用しております。

２　上記の他、総合設立型の厚生年金基金制度に

おける年金資産があり、掛金拠出割合に基

づく期末残高は1,094百万円であります。

２　退職給付債務に関する事項(平成20年３月31日)

退職給付債務 △32,961百万円

年金資産 29,607

未積立退職給付債務 △3,355

会計基準変更時差異の未処理額 1,511

未認識数理計算上の差異 5,598

未認識過去勤務債務 △5,309

退職給付引当金 △1,555

　(注) 退職給付債務の算定にあたり、一部の連結子会社

は簡便法を採用しております。

３　退職給付費用に関する事項

    (自 平成18年４月１日  至 平成19年３月31日)

３　退職給付費用に関する事項

    (自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日)

勤務費用(注)１・２      853百万円

利息費用 744

期待運用収益 △890

会計基準変更時差異の費用処理額 216

数理計算上の差異の費用処理額 664

過去勤務債務の費用処理額 △441

退職給付費用 1,146

　(注) １　企業年金基金等に対する従業員拠出額を控除

しております。

２　簡便法に基づく退職給付費用は、「勤務費

用」に計上しております。

勤務費用(注)１・２     1,025百万円

利息費用 774

期待運用収益 △981

会計基準変更時差異の費用処理額 216

数理計算上の差異の費用処理額 606

過去勤務債務の費用処理額 △441

退職給付費用 1,198

　(注) １　企業年金基金等に対する従業員拠出額を控除

しております。

２　簡便法に基づく退職給付費用は、「勤務費

用」に計上しております。
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間

配分方法

期間定額基準

割引率 2.5％

期待運用収益率 3.0％

過去勤務債務の

処理年数

13～16年(発生時における

従業員の平均残存勤務期間

による定額法により費用処

理しております。)

数理計算上の差異の

処理年数

10～18年(各連結会計年度

の発生時における従業員の

平均残存勤務期間による定

額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することと

しております。)

会計基準変更時差異の

処理年数

15年

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間

配分方法

期間定額基準

割引率 2.5％

期待運用収益率 3.0％

過去勤務債務の

処理年数

13～16年(発生時における

従業員の平均残存勤務期間

による定額法により費用処

理しております。)

数理計算上の差異の

処理年数

10～18年(各連結会計年度

の発生時における従業員の

平均残存勤務期間による定

額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することと

しております。)

会計基準変更時差異の

処理年数

15年

　 （追加情報）

　  当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』

の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号　平成19

年５月15日）を適用しております。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額     11,392百万円

完成工事補償引当金 770

賞与引当金 952

退職給付引当金損金算入限度超過額 811

販売用不動産等評価損 25,877

減損損失 28,342

繰越欠損金 45,182

その他 8,467

繰延税金資産小計 121,794

評価性引当額 △71,820

繰延税金資産合計 49,974

　  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △94

繰延税金負債合計 △94

繰延税金資産の純額 49,879

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 6,789百万円

完成工事補償引当金 1,097

賞与引当金 1,063

退職給付引当金損金算入限度超過額 666

販売用不動産等評価損 34,406

減損損失 21,424

投資有価証券評価損 10,300

繰越欠損金 34,379

その他 4,885

繰延税金資産小計 115,008

評価性引当額 △64,412

繰延税金資産合計 50,595

　  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △8

繰延税金負債合計 △8

繰延税金資産の純額 50,587

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）  

永久に損金に算入されない項目 1.0

永久に益金に算入されない項目 △5.7

住民税均等割 0.2

評価性引当額の減少 △28.6

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
8.0

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）  

永久に損金に算入されない項目 1.8

住民税均等割 0.3

過年度法人税等調整額修正 12.5

評価性引当額の減少等 △49.9

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
5.2
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（企業結合等関係）

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１.結合当事企業及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称ならびに取引の目的を含む取引の概要

(１) 結合当事企業及びその事業の内容

存続会社

商号 株式会社長谷工コーポレーション
事業内容 総合建設業

被合併会社　

商号 株式会社長谷工不動産
事業内容 不動産業

商号 株式会社長谷工都市開発
事業内容 不動産業

商号 株式会社長谷工ファイナンス
事業内容 その他金融業

商号 野田開発株式会社
事業内容 不動産業

(２) 企業結合の法的形式

会社法第796条第１項に定める簡易合併の手続きによっております。

(３) 結合後企業の名称

株式会社長谷工コーポレーション　

(４) 取引の目的を含む取引の概要

①合併の目的

株式会社長谷工不動産、株式会社長谷工都市開発、株式会社長谷工ファイナンス及び野田開発株式会社は、経営

環境の変化により当社グループ経営における役割を既に終えているため、当社に吸収合併することにより、業

務効率の改善と経費削減、保有資産の管理及び処分活動を効率化することを目的としています。

②合併の期日

平成20年３月１日

③合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社長谷工不動産、株式会社長谷工都市開発、株式会社長谷工ファ

イナンス及び野田開発株式会社は、解散いたしました。

④合併比率

当社は、株式会社長谷工不動産、株式会社長谷工都市開発、株式会社長谷工ファイナンス及び野田開発株式会社

の発行済株式の全株式を所有しており、合併による新株式の発行及び資本金の増加は行っておりません。

⑤合併後の状況

合併後の当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期はいずれも合併前と同様であります。ま

た、被合併会社の債務超過については、当社の各被合併会社あて貸付金に対し貸倒引当金を計上済みのため、本

合併の単体業績に与えた影響は軽微であり、連結子会社との合併であるため、連結業績に与えた影響はありま

せん。

２.実施した会計処理の概要

本合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成18年12月22日）に基づき、共通支配下の取

引として、会計処理を行っております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　
建設事業
（百万円）

エンジニア
リング事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

賃貸及び
管理事業
（百万円）

ホテル事業
（百万円）

その他の
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益          

売上高          

(1) 外部顧客に対する

売上高
437,529 10,765 215,894 43,885 11,281 3,765 723,118 ― 723,118

(2) セグメント間の

内部売上高

又は振替高

1,480 7 70 2,187 89 1,287 5,120 (5,120) ―

計 439,010 10,772 215,963 46,072 11,370 5,052 728,238 (5,120) 723,118

営業費用 395,005 6,386 204,083 42,416 11,386 4,405 663,680 (5,063) 658,617

営業利益又は

営業損失(△)
44,005 4,386 11,881 3,656 △16 647 64,558 (57) 64,501

Ⅱ　資産・減価償却費、減

損損失及び

資本的支出

         

資産 114,856 5,092 217,178 88,283 30,327 29,919 485,655 61,067 546,723

減価償却費 331 31 82 651 1,379 800 3,274 (14) 3,260

減損損失 47 ― 86 8,764 10,556 ― 19,454 ― 19,454

資本的支出 933 93 551 370 4,261 965 7,173 ― 7,173

(注) １  事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容

(1) 事業区分の方法

　日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しました。

(2) 各区分に属する主要な事業の内容

建設事業　　　　　　：建築・土木その他建設工事全般に関する請負及び建設事業に附帯する業務受託

エンジニアリング事業：建築物の企画、設計、監理及びコンサルティング

不動産事業　　　　　：不動産の売買、交換及び仲介、販売受託

賃貸及び管理事業　　：オフィスビル・マンションの賃貸、建物管理、賃貸管理

ホテル事業　　　　　：ホテルの企画・運営

その他の事業　　　　：シニアリビング事業、印刷関連事業等

２　当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は88,722百万円であり、そ
の主なものは、提出会社での余資運用資金(現金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等で
あります。
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　
建設事業
（百万円）

エンジニア
リング事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

賃貸及び
管理事業
（百万円）

ホテル事業
（百万円）

その他の
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益          

売上高          

(1) 外部顧客に対する

売上高
481,833 9,495 187,478 51,101 11,098 4,069 745,074 ― 745,074

(2) セグメント間の

内部売上高

又は振替高

2,025 30 292 2,359 70 1,433 6,209 (6,209) ―

計 483,858 9,526 187,770 53,460 11,168 5,502 751,283 (6,209) 745,074

営業費用 447,660 6,740 177,249 48,308 10,677 4,721 695,355 (5,999) 689,356

営業利益 36,198 2,785 10,521 5,153 491 780 55,928 (211) 55,718

Ⅱ　資産・減価償却費、減

損損失及び

資本的支出

         

資産 126,661 5,487 162,727 75,926 31,102 9,298 411,201 75,003 486,204

減価償却費 692 64 110 900 1,106 788 3,661 (13) 3,647

減損損失 ― ― 24 485 111 ― 620 322 942

資本的支出 433 18 2,023 623 1,486 1,349 5,932 33 5,965

(注) １  事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容

(1) 事業区分の方法

　日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しました。

(2) 各区分に属する主要な事業の内容

建設事業　　　　　　：建築・土木その他建設工事全般に関する請負及び建設事業に附帯する業務受託

エンジニアリング事業：建築物の企画、設計、監理及びコンサルティング

不動産事業　　　　　：不動産の売買、交換及び仲介、販売受託

賃貸及び管理事業　　：オフィスビル・マンションの賃貸、建物管理、賃貸管理

ホテル事業　　　　　：ホテルの企画・運営

その他の事業　　　　：シニアリビング事業、印刷関連事業等

２　当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は80,055百万円であり、そ
の主なものは、提出会社での余資運用資金(現金)、長期投資資金(投資有価証券)、繰延税金資産及び管理部門に
係る資産等であります。

３　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞与に関

する会計基準」を適用しておりますが、セグメント情報に与える影響は軽微であります。

４　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、Ⅰ売上高及

び営業損益では、「不動産事業」の営業費用が2,041百万円増加し、営業利益が同額減少しております。また、
Ⅱ資産・減価償却費、減損損失及び資本的支出では、「不動産事業」の資産が28,399百万円、「賃貸事業及び
管理事業」の資産が15百万円、それぞれ減少しております。

５　提出会社が㈱長谷工ファイナンスを吸収合併したことにより、「その他の事業」に含まれていた金融事業が

消滅し、Ⅱ資産・減価償却費、減損損失及び資本的支出において、当該事業に係る資産が減少しております。

６　販売用不動産のうち賃貸に供している物件については、資産及び減価償却費を「賃貸及び管理事業」に含め

て表示しております。
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【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)及び当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平

成20年３月31日)

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)及び当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平

成20年３月31日)

海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

子会社等

属性
会社等
の名称

住所
資本金

(百万円)
事業の内容

議決権等の
所有割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社 宝塚開発㈱
大阪市

中央区
200 不動産事業

所有

直接　50.0
兼任４人

事業資金

の貸付

事業資金

の貸付
145

長  期

貸付金
14,736

事業資金

の回収
145

取引条件及び取引条件の決定方針等

　(注)  資金の貸付については、市場金利と経営状況を勘案して利率を合理的に決定しております。

但し、現在は利息の一部を減免しております。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

子会社等

属性
会社等
の名称

住所
資本金

(百万円)
事業の内容

議決権等の
所有割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社 宝塚開発㈱
大阪市

中央区
200 不動産事業

所有

直接　50.0
なし

事業資金

の貸付

事業資金

の貸付
142

長  期

貸付金
14,486

事業資金

の回収
392

取引条件及び取引条件の決定方針等

　(注)  資金の貸付については、市場金利と経営状況を勘案して利率を合理的に決定しております。

但し、現在は利息の一部を減免しております。
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（１株当たり情報）

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額      23.22円           36.31円

１株当たり当期純利益      31.67円      9.36円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益      16.08円 8.35円

 (注) １  １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益   

当期純利益 (百万円) 33,695 22,384

普通株主に帰属しない金額 (百万円) 5,251 11,564

優先株式に係る償還差額 (注)1  　　          (5,251)  (注)2        　　    (5,274)

　 　  (注)3         　　   (5,240)

優先配当金 (―) (注)4          　　　　(235)

　 　 (注)5        　　　　  (815)

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 28,444 10,820

普通株式の期中平均株式数 (千株) 898,150 1,156,353

　   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額 (百万円)  ― 815

優先配当金 　 (注)5        　　　 　(815)

普通株式増加数 (千株) 870,916 236,426

内訳（第１回Ａ種優先株式） (155,998) (―)

（第２回Ａ種優先株式） (252,456) (131,775)

（第４回Ａ種優先株式） (361,111) (―)

（第１回Ｂ種優先株式） (101,351) (104,651)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

第４回Ａ種優先株式

潜在株式数 59,855千株
第４回Ａ種優先株式

潜在株式数 240,247千株

 (注)１. 当社定款の定めに基づき平成18年７月31日に一部償還した第４回Ａ種優先株式の償還金額と当該株式の発行価額との差額であります。

２．当社定款の定めに基づき平成19年７月31日に一部償還した第４回Ａ種優先株式の償還金額と当該株式の発行価額との差額であります。

３．当社定款の定めに基づき平成20年５月30日に償還した第４回Ａ種優先株式の償還金額と当該株式の発行価額との差額であります。

４．第４回Ａ種優先株式に係る優先配当金であります。

５．第１回Ｂ種優先株式に係る優先配当金であります。

６．記載株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

 ２　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前連結会計年度末

(平成19年３月31日)
当連結会計年度末

(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額   

純資産の部の合計額 (百万円) 113,016 110,978

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 88,537 64,608

優先残余財産分配額 (注)1  　　         (88,273) (注)1  　　         (58,000)

優先株式に係る償還差額 (―) (注)2        　　　　(5,240)

優先配当金 (―) (注)3        　　　　　(235)

　 　 (注)4        　　  　　(815)

少数株主持分 (265) (318)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 24,478 46,371

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数 (千株)

1,054,074 1,276,926

 (注)１．期末発行済優先株式数×発行価額

２．当社定款の定めに基づき平成20年５月30日に償還した第４回Ａ種優先株式の償還金額と当該株式の発行価額との差額であります。

３．第４回Ａ種優先株式に係る優先配当金であります。

４．第１回Ｂ種優先株式に係る優先配当金であります。

５．記載株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　訴訟の終結について

当社は、株式会社フジタとの間の「ホテルシェレナPR

棟増築工事」に係る工事代金及び遅延損害金の支払に

関する訴訟につき、平成18年５月31日に控訴審（大阪高

等裁判所）で敗訴判決を受け、上告をしておりました

が、平成19年５月31日、最高裁判所から上告棄却（上告

棄却日　平成19年５月29日）の決定通知が送達されまし

た。これにより、本訴訟が終結しております。

なお、控訴審判決における判決金7,757百万円について

は、支払済みであり、また、訴訟損失引当金を計上してい

るため、平成20年３月期における財政状態及び経営成績

に与える影響はありません。

２　第４回Ａ種優先株式の取得（強制償還）について

平成19年６月28日開催の取締役会において、以下のと

おり第４回Ａ種優先株式の償還のための取得につき決

議しました。

(1) 理由

「新中期経営計画」における資本政策の一環とし

て、債務株式化により発行した優先株式への対応のた

め策定した「資本再編プラン」における償還スケ

ジュールの実施。

(2) 償還する株式の内容

第４回Ａ種優先株式

株式数 26,000,000株

金額 18,274,100,000円

(3) 償還の時期

平成19年７月31日

１　子会社吸収合併に対する反対株主からの自己株式の買

取りについて

当社は、平成20年３月１日を合併期日として、当社の

100％子会社である株式会社長谷工不動産他３社を簡易

合併の手続きにより吸収合併いたしました。

この合併に反対する株主より、会社法797条１項によ

る当社株式の買取請求があったことにより、下記の通り

自己株式の買取りを行っております。

(1) 反対株主数 １名

(2) 買取請求を受けた日 平成20年２月12日

(3) 買取請求株式数 普通株式 　17,218,000株

(4) 買取株式数 普通株式 　11,578,000株

※買取請求株式数と買取株式数の差5,640,000株につい

ては反対株主より買取請求が撤回されました。

(5) 取得価額 1,678,810,000円

(１株につき145円)

(6) 取得日 平成20年５月２日

(7) 取得の方法 市場外取引

２　第４回Ａ種優先株式の取得（強制償還）及び消却につ

いて

第４回Ａ種優先株式について、平成20年５月15日開催

の取締役会において、償還のための取得につき決議し、

平成20年６月27日開催の取締役会において、同株式の消

却を決議いたしました。

(1) 理由

「新中期経営計画(平成18年３月期～平成20年３月

期)」における資本政策の一環として、債務株式化に

より発行した優先株式への対応のため策定した「資

本再編プラン」における償還スケジュールの実施。

(2) 償還及び消却した株式の内容

第４回Ａ種優先株式

株式数 26,000,000株

金額 18,240,300,000円

(3) 償還の時期

平成20年５月30日

(4) 消却の時期

平成20年６月27日
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

───── ３　近藤産業株式会社に対する債権の取立不能または取立

遅延のおそれについて

当社の取引先である近藤産業株式会社が、平成20年５

月30日付けで大阪地方裁判所に対して破産手続開始の

申立てを行ったことに伴い、下記のとおり、同社に対す

る債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じ

ております。

(1) 近藤産業株式会社の概要

①商号 近藤産業株式会社

②所在地 大阪府大阪市中央区伏見町4丁目1番1号

③代表者の氏名 代表取締役社長　井澤 康平

④資本金 800百万円

⑤事業の内容 不動産の企画・開発・分譲

(2) 近藤産業株式会社に対する債権の種類および金額

受取手形 2,103百万円 　

工事債権等 2,384百万円 　

合計 4,487百万円 （純資産に対する割合 4.85％）

上記の他、連結子会社において売上債権等30百万円を

有しております。

(3) 今後の見通し

当該債権に対する取立不能見込額については、平成

21年３月期の決算において貸倒引当金等の損失を計上

する予定ですが、回収可能性について現在精査中であ

ります。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
前期末残高

(百万円)
当期末残高

(百万円)
平均利率

(％) 返済期限

短期借入金 899 15,424 1.36 ―

１年以内返済予定の長期借入金 31,800 31,800 1.85 ―

１年以内に返済予定のリース債務 ― ― ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

(注)２
154,724 117,828 1.68

平成21年３月～

平成29年11月

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) ― ― ― ―

その他の有利子負債 ― ― ― ―

合計 187,423 165,052 ― ―

(注)  １　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりで

あります。

　
１年超２年以内

(百万円)
２年超３年以内

(百万円)
３年超４年以内

(百万円)
４年超５年以内

(百万円)

長期借入金 51,800 61,800 4,000 ―

（２）【その他】

該当事項はありません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

　 　
前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

(資産の部) 　       

Ⅰ　流動資産 　       

現金預金 　  38,615   34,120  

受取手形 ※３　  30,943   49,356  

完成工事未収入金 　  34,835   32,367  

貸室未収入金 　  220   423  

不動産事業未収入金 　  1,772   2,441  

未成工事支出金 　  14,260   13,419  

販売用不動産 　  66,570   69,656  

不動産事業支出金 　  50,421   42,828  

開発用不動産等 　  13,886   11,316  

材料貯蔵品 　  202   21  

前払費用 　  200   196  

未収入金 ※１　  12,522   9,066  

仮払金 ※６  7,940   ―  

繰延税金資産 　  5,415   15,721  

その他 　  2,854   635  

貸倒引当金 　  △96   △110  

流動資産合計 　  280,557 61.5  281,454 65.1

Ⅱ　固定資産 　       

１　有形固定資産 　       

建物 　 14,886   10,073   

減価償却累計額 　 △7,825 7,061  △6,063 4,010  

構築物 　 949   1,334   

減価償却累計額 　 △730 219  △1,155 179  

機械装置 　 278   401   

減価償却累計額 　 △247 31  △340 61  

車輌運搬具 　 1   ―   

減価償却累計額 　 △1 0  ― ―  

工具器具・備品 　 2,732   2,146   

減価償却累計額 　 △1,521 1,210  △1,594 552  

土地 　  11,470   11,529  

建設仮勘定 　  ―   24  

有形固定資産計 　  19,991 4.3  16,355 3.8
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前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

２　無形固定資産 　       

借地権 　  48   73  

ソフトウエア 　  1,235   966  

その他 　  1   1  

無形固定資産計 　  1,284 0.3  1,041 0.2

３　投資その他の資産 　       

投資有価証券 　  1,015   1,928  

関係会社株式 　  46,249   52,528  

その他の関係会社有価証券 　  3,097   4,930  

出資金 　  11   8  

長期貸付金 　  ―   43  

従業員長期貸付金 　  ―   4  

関係会社長期貸付金 　  139,364   52,267  

破産債権、更生債権等 　  337   337  

長期前払費用 　  4   5  

差入敷金保証金 　  6,300   6,221  

繰延税金資産 　  36,230   30,079  

その他 　  1,778   2,209  

貸倒引当金 　  △79,726   △16,768  

投資その他の資産計 　  154,658 33.9  133,789 30.9

固定資産合計 　  175,932 38.5  151,185 34.9

資産合計 　  456,490 100.0  432,639 100.0
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前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

(負債の部) 　       

Ⅰ　流動負債 　       

支払手形
※１　
※３

 77,134   69,012  

工事未払金 ※１　  60,807   48,170  

不動産事業未払金 ※１  3,666   2,388  

短期借入金 　  ―   19,624  

１年以内返済予定の
長期借入金

　  31,800   31,800  

未払金 　  6,023   4,274  

未払費用 　  1,170   1,744  

未払法人税等 　  213   266  

未成工事受入金 　  25,271   28,016  

不動産事業受入金 　  13,727   5,728  

預り金 　  6,433   2,482  

前受収益 　  213   184  

完成工事補償引当金 　  1,792   2,685  

賞与引当金 　  1,161   1,528  

役員賞与引当金 　  ―   179  

その他 　  2,020   2,989  

流動負債合計 　  231,428 50.7  221,070 51.1

Ⅱ　固定負債 　       

長期借入金 　  119,400   117,600  

入室保証金 　  339   326  

退職給付引当金 　  1,316   1,046  

訴訟損失引当金 　  7,757   ―  

固定負債合計 　  128,812 28.2  118,972 27.5

負債合計 　  360,240 78.9  340,042 78.6

(純資産の部) 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  50,000 11.0  50,000 11.6

２　利益剰余金 　       

    その他利益剰余金 　       

　繰越利益剰余金 　 46,341   46,344   

利益剰余金合計 　  46,341 10.1  46,344 10.7

３　自己株式 　  △154 △0.1  △3,638 △0.9

株主資本合計 　  96,187 21.1  92,706 21.4

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

その他有価証券評価差額金 　  63 0.0  △109 △0.0

評価・換算差額等合計 　  63 0.0  △109 △0.0

純資産合計 　  96,249 21.1  92,597 21.4

負債純資産合計 　  456,490 100.0  432,639 100.0
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②【損益計算書】

(イ) 損益計算書

　 　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％)

Ⅰ　売上高 　       

完成工事高 ※１ 380,332   414,304   

業務受託売上高 　 17,186   14,001   

設計監理売上高 　 10,772   9,526   

貸室営業収入 　 2,691   3,838   

不動産売上高 ※４ 188,102 599,082 100.0 159,019 600,688 100.0

Ⅱ　売上原価 　       

完成工事原価 ※３ 340,052   379,019   

業務受託売上原価 　 4,891   3,763   

設計監理売上原価 　 4,349   4,355   

貸室営業費用 　 1,962   3,003   

不動産売上原価 ※２ 177,327 528,582 88.2 151,252 541,391 90.1

売上総利益 　       

完成工事総利益 　 40,280   35,285   

業務受託売上総利益 　 12,294   10,239   

設計監理売上総利益 　 6,422   5,171   

貸室営業総利益 　 729   835   

不動産売上総利益 　 10,775 70,500 11.8 7,767 59,297 9.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　       

役員報酬 　 355   389   

従業員給料手当 　 5,244   5,721   

賞与引当金繰入額 　 411   461   

役員賞与引当金繰入額 　 ―   179   

退職給付費用 　 187   174   

法定福利費 　 606   659   

福利厚生費 　 360   321   

修繕維持費 　 301   303   

事務用品費 　 486   553   

通信交通費 　 439   445   

動力用水光熱費 　 126   132   

調査研究費 　 571   627   

広告宣伝費 　 115   303   

貸倒引当金繰入額 　 ―   3   

交際費 　 455   472   

寄付金 　 22   12   

地代家賃 　 1,687   1,782   

減価償却費 　 227   445   

租税公課 　 1,000   931   

保険料 　 152   167   

雑費 　 2,393 15,138 2.6 3,102 17,178 2.9

営業利益 　  55,362 9.2  42,119 7.0
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前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％)

Ⅳ　営業外収益 　       

受取利息 ※３　 608   793   

受取配当金 ※３　 2,131   4,319   

その他 　 653 3,392 0.6 441 5,553 0.9

Ⅴ　営業外費用 　       

支払利息 　 2,052   2,577   

シンジケートローン手数料 　 398   575   

その他 　 89 2,539 0.4 78 3,230 0.5

経常利益 　  56,215 9.4  44,442 7.4

Ⅵ　特別利益 　       

固定資産売却益 ※６　 ―   215   

貸倒引当金戻入益 　 107   894   

過年度損益修正益 　 276   ―   

その他 　 142 525 0.1 101 1,210 0.2

Ⅶ　特別損失 　       

固定資産売却損 ※７　 4   6   

減損損失 ※８　 4,819   600   

たな卸資産評価損 　 ―   15,558   

関係会社株式評価損 　 6,445   4   

投資有価証券評価損 　 ―   902   

貸倒引当金繰入額 　 12,181   ―   

貸倒損失 　 ―   5,273   

訴訟損失引当金繰入額 　 7,757   ―   

訴訟損失 　 ―   1,380   

その他 　 39 31,245 5.2 98 23,821 4.0

税引前当期純利益 　  25,495 4.3  21,831 3.6

法人税、住民税及び
事業税

　 151   △393   

法人税等調整額 　 1,707 1,858 0.4 3,947 3,554 0.6

当期純利益 　  23,636 3.9  18,277 3.0
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(ロ) 完成工事原価報告書

　 　
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

材料費 　 42,349 12.5 48,894 12.9

労務費 　 47,221 13.9 53,496 14.1

（うち労務外注費） 　 (47,221) (13.9) (53,496) (14.1)

外注費 　 223,885 65.8 245,772 64.9

経費 　 26,597 7.8 30,856 8.1

（うち人件費） 　 (6,495) (1.9) (6,347) (1.7)

計 　 340,052 100.0 379,019 100.0

　 　     

　（注) １　原価計算の方法は、個別原価計算であります。

２　経費のうち完成工事補償引当金繰入額が前事業年度1,792百万円、当事業年度2,685百万円含まれております。

(ハ) 業務受託売上原価報告書

　 　
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

外注手数料 　 2,878 58.8 2,202 58.5

補償費 　 713 14.6 390 10.4

その他経費 　 1,300 26.6 1,170 31.1

（うち人件費） 　 (884) (18.1) (883) (23.5)

計 　 4,891 100.0 3,763 100.0

　 　     

　（注) 　原価計算の方法は、個別原価計算であります。

(ニ) 設計監理売上原価報告書

　 　
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

設計外注費 　 1,613 37.1 672 15.4

その他経費 　 2,736 62.9 3,682 84.6

（うち人件費） 　 (1,384) (31.8) (1,700) (39.0)

計 　 4,349 100.0 4,355 100.0

　 　     

　（注) 　原価計算の方法は、個別原価計算であります。
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(ホ) 貸室営業費用報告書

　 　
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

租税公課 　 100 5.1 73 2.4

減価償却費 　 496 25.3 272 9.0

修繕維持費 　 4 0.2 155 5.2

動力用水光熱費 　 96 4.9 110 3.7

その他経費 　 1,267 64.5 2,393 79.7

計 　 1,962 100.0 3,003 100.0

　 　     

(ヘ) 不動産売上原価報告書

　 　
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

土地・建物取得費 　 172,073 97.0 146,631 96.9

経費 　 5,254 3.0 4,620 3.1

（人件費） 　 (1) (0.0) (―)　 (―)　

（手数料） 　 (2,109) (1.2) (2,762) (1.8)

（広告宣伝費） 　 (601) (0.4) (908) (0.6)

（その他） 　 (2,543) (1.4) (950) (0.7)

計 　 177,327 100.0 151,252 100.0

　 　     

　（注) 　原価計算の方法は、個別原価計算であります。
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度 (自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　

 株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計

その他資本剰余金

その他利益剰余金

 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高
(百万円)

50,000 12,817 40,136 △103 102,850

事業年度中の変動額      

　当期純利益   23,636  23,636

　自己株式の取得    △30,306 △30,306

　自己株式の処分  2  4 6

　自己株式の消却  △30,251  30,251 ―

　その他資本剰余金の填補  17,432 △17,432  ―

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額)
     

事業年度中の変動額合計　　　　　

(百万円)
― △12,817 6,205 △51 △6,663

平成19年３月31日残高
(百万円)

50,000 ― 46,341 △154 96,187

 評価・換算差額等

純資産合計

 
その他有価証券

評価差額金

平成18年３月31日残高
(百万円)

53 102,903

 事業年度中の変動額   

  当期純利益  23,636

  自己株式の取得  △30,306

  自己株式の処分  6

  自己株式の消却  ―

  その他資本剰余金の填補  ―

  株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額)
9 9

事業年度中の変動額合計　　　　　　　　　　　　　　

(百万円)
9 △6,654

平成19年３月31日残高
(百万円)

63 96,249
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当事業年度 (自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　

 株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計

その他資本剰余金

その他利益剰余金

 繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高
(百万円)

50,000 ― 46,341 △154 96,187

事業年度中の変動額      

　当期純利益   18,277  18,277

　自己株式の取得    △21,764 △21,764

　自己株式の処分  △0  6 6

　自己株式の消却  △18,274  18,274 ―

　その他資本剰余金の填補  18,274 △18,274  ―

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額)
     

事業年度中の変動額合計　　　　　

(百万円)
― ― 3 △3,484 △3,481

平成20年３月31日残高
(百万円)

50,000 ― 46,344 △3,638 92,706

 評価・換算差額等

純資産合計

 
その他有価証券

評価差額金

平成19年３月31日残高
(百万円)

63 96,249

 事業年度中の変動額   

  当期純利益  18,277

  自己株式の取得  △21,764

  自己株式の処分  6

  自己株式の消却  ―

  その他資本剰余金の填補  ―

  株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額)
△172 △172

事業年度中の変動額合計　　　　　　　　　　　　　　

(百万円)
△172 △3,652

平成20年３月31日残高
(百万円)

△109 92,597
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重要な会計方針

　
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

①子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

①子会社株式及び関連会社株式

同左

 ②その他有価証券

(イ)時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定)

②その他有価証券

(イ)時価のあるもの

同左

 (ロ)時価のないもの

移動平均法による原価法

(ロ)時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準

及び評価方法

①未成工事支出金、販売用不動産、不動産

事業支出金、開発用不動産等

　個別法による原価法

①未成工事支出金、販売用不動産、不動産

事業支出金、開発用不動産等

個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）なお、販売用不動産のうち

賃貸に供している物件については、有形固

定資産に準じて減価償却を行っておりま

す。

 ②材料

　移動平均法による低価法

②材料

移動平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

 ③貯蔵品

　個別法による原価法

③貯蔵品

個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）

 　 （会計方針の変更）

「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）が平成20年３月31日以前に開始する

事業年度に係る財務諸表から適用できる

ことになったことに伴い、当事業年度より

同会計基準を適用しております。

これにより営業利益及び経常利益は、

2,041百万円、税引前当期純利益は、17,599

百万円減少しております。

３　固定資産の減価償却の

方法

有形固定資産

定率法(ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物(建物附属設備を除く)に

ついては定額法)によっております。

有形固定資産

定率法(ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物(建物附属設備を除く)に

ついては定額法)によっております。
  （会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更しております。

この変更による影響額は軽微でありま

す。

 

EDINET提出書類

株式会社　長谷工コーポレーション(E00090)

有価証券報告書

 96/124



　
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 　 （追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達した事業

年度の翌事業年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含めて計上し

ております。

この変更による影響額は軽微でありま

す。

 無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェアについて

は社内における利用可能期間(５年)に基

づく定額法によっております。

無形固定資産

同左

４　引当金の計上基準 貸倒引当金

　売掛債権、その他これに準ずる債権の貸

倒による損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上しており

ます。

貸倒引当金

同左

 完成工事補償引当金

　完成工事高として計上した工事に係る瑕

疵についてその引渡し後において、自己の

負担により無償で補修すべき場合の費用

支出に備えるため、補修費用の見積額に基

づき計上しております。

完成工事補償引当金

同左

 賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づき計上しておりま

す。

賞与引当金

同左

 　　　　　　　―――― 役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支給に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。

（会計方針の変更）

　当事業年度より、「役員賞与に関する会

計基準」(企業会計基準第４号　平成17年

11月29日)を適用しております。 

　これにより営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益は、それぞれ179百万円減少

しております。
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前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。

　会計基準変更時差異は、15年による均等

額を費用処理しております。

 過去勤務債務は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間(15年)による定額法に

より費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間(11

～16年)による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌事業年度から費用処理

することとしております。

退職給付引当金

同左

 訴訟損失引当金

　係争中の訴訟に係る損失に備えるため、

その経過等の状況に基づく損失見込額を

計上しております。

　　　　　　　――――

５　請負工事の収益計上基準 　工期12ヶ月以上且つ請負金額５億円以上

の請負工事については工事進行基準によ

り、その他の請負工事については、工事完

成基準によっております。

同左

６　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

同左

７　その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

 連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

連結納税制度の適用

同左

 匿名組合出資金の会計処理方法

　匿名組合の財産の持分相当額を「投資有

価証券」として計上しております。匿名組

合への出資時に「投資有価証券」を計上

し、匿名組合が獲得した純損益の持分相当

額については、「営業損益」に計上すると

ともに、同額を「投資有価証券」に加減し

ております。

　なお、関係会社に該当するものについて

は、「その他の関係会社有価証券」に計上

しております。

匿名組合出資金の会計処理方法

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は96,249百万

円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

─────

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

───── (貸借対照表関係)

　前事業年度において区分掲記しておりました「仮払金」

は、金額に重要性がなくなったため、当事業年度より「そ

の他」に含めて表示しております。

　なお、当事業年度における「仮払金」は、364百万円であ

ります。
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（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１　このうち関係会社に対するものは次のとおりであり

ます。

※１　このうち関係会社に対するものは次のとおりであり

ます。

未収入金      7,008百万円
支払手形        24,937
工事未払金        16,701
不動産事業未払金  54

未収入金         4,059百
万円

支払手形              24,036
工事未払金              14,557
不動産事業未払金  441

　２　偶発債務(保証債務等)
(1) 保証債務　下記のとおり債務保証を行っております。

　２　偶発債務(保証債務等)
(1) 保証債務　下記のとおり債務保証を行っております。

(信用保証会社に対する手付金等返済保証債務) (信用保証会社に対する手付金等返済保証債務)
㈱日商エステム 484百万円
㈱タカラレーベン  448
㈱大京  377
その他４件  423

㈱日商エステム    232百万円
近藤産業㈱  89
㈱タカラレーベン  72
その他６件  209

(保証金返還債務) (銀行等借入債務)
㈱センチュリーライフ(※) 1,508
計     3,240

(※)関係会社分  

提携住宅ローン利用顧客１件  4
不動産等購入ローン利用顧客５件 177

(保証金返還債務)
㈱センチュリーライフ(※)     1,576
計 2,360

(※)関係会社分  

(2) 保証予約　下記のとおり保証予約を行っております。 (2) 保証予約　下記のとおり保証予約を行っております。
(保証金等返還債務) (保証金等返還債務)
㈱ブライトンコーポレーション(※) 1,008百万円

(銀行等借入債務)
エコロジー・リート投資法人(※) 35,300

計   36,308
(※)関係会社分 　

㈱ブライトンコーポレーション(※) 867百万円

計 867
(※)関係会社分 　

※３　期末日満期手形　

　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当期末日が金

融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期

末残高に含まれております。

受取手形 962百万円

支払手形 8,984

　３　　　　　　　　　――――――
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

４　配当制限

第４回Ａ種優先株式

第４回Ａ種優先株式については、償還請求権（第４

提出会社の状況　１株式等の状況　(1)株式の総数等　②
発行済株式数　(注)２第４回Ａ種優先株式の内容　(5)償
還請求権に記載）が付されており、第４回Ａ種償還請

求可能期間（第90期事業年度以降第93期事業年度まで
の各事業年度の７月１日から７月31日の間）において
第４回Ａ種優先株主が償還請求可能な状態にあるとき

は、剰余金の配当に係る分配可能額から第４回Ａ種償

還請求限度額（第90期および第91期事業年度において
は第４回Ａ種償還請求可能株式数から求められる金額

を限度とする）を控除した残額を超える剰余金の配当

については、実質的に制限されることとなります。

４　配当制限

第４回Ａ種優先株式

第４回Ａ種優先株式については、償還請求権（第４

提出会社の状況　１株式等の状況　(1)株式の総数等　②
発行済株式数　(注)１第４回Ａ種優先株式の内容　(5)償
還請求権に記載）が付されており、第４回Ａ種償還請

求可能期間において第４回Ａ種優先株主が償還請求可

能な状態にあるときは、剰余金の配当に係る分配可能

額から第４回Ａ種償還請求限度額を控除した残額を超

える剰余金の配当については、実質的に制限されるこ

ととなります。

５　当社は、運転資金の安定的かつ機動的な調達を行う

ため、取引金融機関３行の協調融資方式によるコ

ミットメントライン契約を締結しております。

この契約に基づく当事業年度の借入未実行残高は次

のとおりであります。　

コミットメントライン

契約の総額
      45,000百万円

借入実行残高 ―

差引額 45,000

５　当社は、運転資金の安定的かつ機動的な調達を行うた

め、取引金融機関５行の協調融資方式によるコミット

メントライン契約を締結しております。

この契約に基づく当事業年度の借入未実行残高は次

のとおりであります。　

コミットメントライン

契約の総額
     60,000百万円

借入実行残高 15,000

差引額 45,000

※６　仮払金には、「（重要な後発事象）　２　訴訟の終結

について」に係る支払金7,757百万円が含まれており

ます。　　　

６　　　　　　　　　――――――
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　工事進行基準による完成工事高    321,389百万円 ※１　工事進行基準による完成工事高 361,769百万円

※２　不動産売上原価に算入されているたな卸資産の評価

減の額

　      1,241百万円

※２　不動産売上原価に算入されているたな卸資産の評価

減の額

　 6,650百万円

※３　関係会社との取引にかかるものが次のとおり含まれ

ております。

※３　関係会社との取引にかかるものが次のとおり含まれ

ております。

完成工事原価      110,321百万円

受取利息 531

受取配当金 2,130

完成工事原価 122,729百万円

受取利息 636

受取配当金 4,275

※４　不動産売上高の内訳 ※４　不動産売上高の内訳

不動産販売高      185,538百万円

仲介手数料等 2,564

計 188,102

不動産販売高      157,843百万円

仲介手数料等 1,175

計 159,019

　５　研究開発費

　一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、534百万

円であります。

　５　研究開発費

　一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、651百万

円であります。

　６　　　　　　　　――――――― ※６　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

 建物 60百万円

構築物 9

土地 145

計 215

※７　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※７　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

建物   2百万円

構築物 2

計 4

建物    3百万円

土地 3

計 6

※８　減損損失 ※８　減損損失

　当事業年度において当社は以下の資産について減損

損失を認識しました。

　当事業年度において当社は以下の資産について減損

損失を認識しました。

用途 種類 場所 件数

賃貸事業用

不動産

土地及び

建物

東京都

品川区　他
7件

ホテル事業用

不動産
建物

千葉県

浦安市
1件

　減損損失を認識した賃貸事業用不動産及びホテル事

業用不動産については、個別の物件毎にグルーピング

しております。近年の不動産価格の下落、収益性の低

下又は保有目的の変更により、上記の資産の帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（

4,819百万円）として特別損失に計上しました。その内

訳は、建物2,264百万円、土地2,555百万円であります。

　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額(不動

産については不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価

額等から処分費用見込額を控除した額、不動産以外の

ものについては取引事例等より算定した価額)と使用

価値(割引率5.0％)のいずれか高い金額を採用してお

ります。

用途 種類 場所 件数

賃貸事業用

不動産

土地及び

建物等

神奈川県

横浜市　他
8件

遊休資産
工具器具・

備品

東京都

港区
1件

　減損損失を認識した賃貸事業用不動産及び遊休資産

については、個別の物件毎にグルーピングしておりま

す。近年の不動産価格の下落、収益性の低下又は保有

目的の変更により、上記の資産の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失（600百万

円）として特別損失に計上しました。その内訳は、建

物155百万円、構築物21百万円、工具器具・備品320百

万円、土地103百万円であります。

　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額(不動

産については不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価

額等から処分費用見込額を控除した額、不動産以外の

ものについては取引事例等より算定した価額)と使用

価値(割引率5.0％)のいずれか高い金額を採用してお

ります。

EDINET提出書類

株式会社　長谷工コーポレーション(E00090)

有価証券報告書

102/124



（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末

株式数（千株）

当事業年度増加

株式数（千株）

当事業年度減少

株式数（千株）

当事業年度末

株式数（千株）

自己株式     

普通株式 (注)１、２ 392 128 14 505

優先株式 ― 69,054 69,054 ―

第１回Ａ種優先株式 (注)３ (―) (37,599) (37,599) (―)

第２回Ａ種優先株式 (注)４ (―) (5,454) (5,454) (―)

第４回Ａ種優先株式 (注)５ (―) (26,000) (26,000) (―)

合計 392 69,182 69,068 505

 (注) １．普通株式の自己株式の株式数の増加128千株は、単元未満株式の買取請求による買受けによるものであります。
２．普通株式の自己株式の株式数の減少14千株は、単元未満株式の売渡請求による売渡しによるものであります。

３．第１回Ａ種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少37,599千株は、転換請求及び消却によるものでありま

す。

転換が行われた期間   平成18年10月２日～平成19年２月20日　 平成19年３月22日消却

４．第２回Ａ種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少5,454千株は、買受け及び消却によるものであります。

平成18年7月31日買受け　 平成18年8月24日消却

(株式数)  5,454,500株   (取得価額)  2,200円   (取得価額の総額) 11,999,900,000円

５．第４回Ａ種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少26,000千株は、償還及び消却によるものであります。

平成18年7月31日償還　　 平成18年8月24日消却

(株式数) 26,000,000株   (取得価額) 701.96円   (取得価額の総額) 18,250,960,000円

６．記載株式数は、千株未満を切捨てて表示しております。
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末

株式数（千株）

当事業年度増加

株式数（千株）

当事業年度減少

株式数（千株）

当事業年度末

株式数（千株）

自己株式     

普通株式 (注)１、２ 505 17,071 23 17,552

優先株式 ― 60,545 60,545 ―

第２回Ａ種優先株式 (注)３ (―) (34,545) (34,545) (―)

第４回Ａ種優先株式 (注)４ (―) (26,000) (26,000) (―)

合計 505 77,616 60,569 17,552

 (注) １．普通株式の自己株式の株式数の増加17,071千株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得及び単元未満株式の
買取請求による買受けによるものであります。

取締役会決議に基づく自己株式の取得の内容

(取得期間(約定日ベース))　平成19年11月20日より平成19年11月27日まで

(取得した株式数) 17,000,000株　(取得価額の総額) 3,468,444,500円

２．普通株式の自己株式の株式数の減少23千株は、単元未満株式の売渡請求による売渡しによるものであります。

３．第２回Ａ種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少34,545千株は、転換請求及び消却によるものでありま

す。

転換が行われた期間　 平成19年10月１日～平成20年３月14日　 平成20年３月19日消却

４．第４回Ａ種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少26,000千株は、償還及び消却によるものであります。

平成19年7月31日償還　　 平成19年8月9日消却

(株式数) 26,000,000株   (取得価額) 702.85円   (取得価額の総額) 18,274,100,000円

５．記載株式数は、千株未満を切捨てて表示しております。
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（リース取引関係）

　

前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　リース物件の所有権

が借主に移転すると

認められるもの以外

のファイナンス・

リース取引

　 　

(借主側) 　 　

(1)リース物件の取得価
額相当額、減価償却

累計額相当額及び期

末残高相当額

　

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却累

計額相当額

(百万円)

期末残高

相当額

(百万円)

機械・

運搬具
102 50 53

工具器具

・備品
791 359 432

無形固定

資産
15 5 10

合計 908 414 494

　

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却累

計額相当額

(百万円)

期末残高

相当額

(百万円)

機械・

運搬具
116 45 72

工具器具

・備品
845 464 381

無形固定

資産
15 8 7

合計 976 516 460

　 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、「支払利子込み法」によ

り算定しております。

同左

(2)未経過リース料期末
残高相当額

１年内    234百万円
１年超 260
計 494

１年内 217百万円
１年超 242
計 460

　 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、「支払利

子込み法」により算定しております。

同左

(3)支払リース料及び
減価償却費相当額

支払リース料    250百万円
減価償却費相当額    250百万円

支払リース料   275百万円
減価償却費相当額 275百万円

(4)減価償却費相当額の
算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっております。

同左

２　オペレーティング・

リース取引

　 　

(借主側) 　 　

未経過リース料 １年内    1,183百万円
１年超 7,013
計 8,196

１年内 1,183百万円
１年超 5,830
計 7,013

（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

種類

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

貸借対照表
計上額

(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

貸借対照表
計上額

(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

関連会社株式 ― ― ― 632 517 △115

合計 ― ― ― 632 517 △115
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額     33,082百万円

完成工事補償引当金 729

賞与引当金 525

退職給付引当金損金算入限度

超過額
536

販売用不動産等評価損 16,458

減損損失 8,280

繰越欠損金 30,149

その他 7,160

繰延税金資産小計 96,919

評価性引当額 △55,231

繰延税金資産合計 41,688

　  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △43

繰延税金負債合計 △43

繰延税金資産の純額 41,645

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 6,709百万円

完成工事補償引当金 1,026

賞与引当金 590

退職給付引当金損金算入限度

超過額
426

販売用不動産等評価損 34,406

減損損失 8,976

投資有価証券評価損 10,162

繰越欠損金 23,479

その他 3,730

繰延税金資産小計 89,504

評価性引当額 △43,696

繰延税金資産合計 45,808

　  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △8

繰延税金負債合計 △8

繰延税金資産の純額 45,800

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）  

永久に損金に算入されない項目 1.7

永久に益金に算入されない項目 △3.4

評価性引当額の減少 △32.2

その他 0.5

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
7.3

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 　40.7％

（調整）  

永久に損金に算入されない項目 2.3

永久に益金に算入されない項目 △8.0

過年度法人税等調整額修正 13.4

評価性引当額の減少等 △32.7

その他 0.6

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
16.3

（企業結合等関係）

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に記載しているため、注記を省略しております。
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（１株当たり情報）

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 7.57円 22.17円

１株当たり当期純利益 20.47円 5.81円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 10.39円 5.21円

 (注) １  １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益   

当期純利益 (百万円) 23,636 18,277

普通株主に帰属しない金額 (百万円) 5,251 11,564

優先株式に係る償還差額 (注)1  　　          (5,251)  (注)2        　　    (5,274)

　 　  (注)3         　　   (5,240)

優先配当金 (―) (注)4          　　　　(235)

　 　 (注)5        　　　　  (815)

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 18,385 6,713

普通株式の期中平均株式数 (千株) 898,150 1,156,353

　   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額 (百万円)  ―  ―

普通株式増加数 (千株) 870,916 131,775

内訳（第１回Ａ種優先株式） (155,998) (―)

（第２回Ａ種優先株式） (252,456) (131,775)

（第４回Ａ種優先株式） (361,111) (―)

（第１回Ｂ種優先株式） (101,351) (―)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

第４回Ａ種優先株式

潜在株式数 59,855千株

第４回Ａ種優先株式

潜在株式数 240,247千株
第１回Ｂ種優先株式

潜在株式数 104,651千株

 (注)１. 当社定款の定めに基づき平成18年７月31日に一部償還した第４回Ａ種優先株式の償還金額と当該株式の発行価額との差額であります。

２．当社定款の定めに基づき平成19年７月31日に一部償還した第４回Ａ種優先株式の償還金額と当該株式の発行価額との差額であります。

３．当社定款の定めに基づき平成20年５月30日に償還した第４回Ａ種優先株式の償還金額と当該株式の発行価額との差額であります。

４．第４回Ａ種優先株式に係る優先配当金であります。

５．第１回Ｂ種優先株式に係る優先配当金であります。

６．記載株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

 ２　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額   

純資産の部の合計額 (百万円) 96,249 92,597

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 88,273 64,290

優先残余財産分配額 (注)1  　　         (88,273) (注)1  　　         (58,000)

優先株式に係る償還差額 (―) (注)2        　　　　(5,240)

優先配当金 (―) (注)3        　　　　　(235)

　 　 (注)4        　　  　　(815)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 7,977 28,307

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数 (千株)

1,054,074 1,276,926

 (注)１．期末発行済優先株式数×発行価額

２．当社定款の定めに基づき平成20年５月30日に償還した第４回Ａ種優先株式の償還金額と当該株式の発行価額との差額であります。

３．第４回Ａ種優先株式に係る優先配当金であります。

４．第１回Ｂ種優先株式に係る優先配当金であります。

５．記載株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１  増資引受けの決議及び払込について

平成19年５月21日開催の取締役会において、当社子会

社である株式会社ブライトンコーポレーションに対す

る増資の引受けを決議しました。

(1) 理由

債務超過の解消及び資本増強のため。

(2) 募集株式に関する事項

株式の種類 普通株式

株式数 29,000株

払込金額 14,500,000,000円

払込期日　 平成19年６月１日

２　訴訟の終結について

当社は、株式会社フジタとの間の「ホテルシェレナPR

棟増築工事」に係る工事代金及び遅延損害金の支払に

関する訴訟につき、平成18年５月31日に控訴審（大阪高

等裁判所）で敗訴判決を受け、上告をしておりました

が、平成19年５月31日、最高裁判所から上告棄却（上告

棄却日　平成19年５月29日）の決定通知が送達されまし

た。これにより、本訴訟が終結しております。

なお、控訴審判決における判決金7,757百万円について

は、支払済みであり、また、訴訟損失引当金を計上してい

るため、平成20年３月期における財政状態及び経営成績

に与える影響はありません。

３　第４回Ａ種優先株式の取得（強制償還）について

平成19年６月28日開催の取締役会において、以下のと

おり第４回Ａ種優先株式の償還のための取得につき決

議しました。

(1) 理由

「新中期経営計画」における資本政策の一環とし

て、債務株式化により発行した優先株式への対応のた

め策定した「資本再編プラン」における償還スケ

ジュールの実施。

(2) 償還する株式の内容

第４回Ａ種優先株式

株式数 26,000,000株

金額 18,274,100,000円

(3) 償還の時期

平成19年７月31日

１　子会社吸収合併に対する反対株主からの自己株式の買

取りについて

当社は、平成20年３月１日を合併期日として、当社の

100％子会社である株式会社長谷工不動産他３社を簡易

合併の手続きにより吸収合併いたしました。

この合併に反対する株主より、会社法797条１項によ

る当社株式の買取請求があったことにより、下記の通り

自己株式の買取りを行っております。

(1) 反対株主数 １名

(2) 買取請求を受けた日 平成20年２月12日

(3) 買取請求株式数 普通株式 　17,218,000株

(4) 買取株式数 普通株式 　11,578,000株

※買取請求株式数と買取株式数の差5,640,000株につい

ては反対株主より買取請求が撤回されました。

(5) 取得価額 1,678,810,000円

(１株につき145円)

(6) 取得日 平成20年５月２日

(7) 取得の方法 市場外取引

２　第４回Ａ種優先株式の取得（強制償還）及び消却につ

いて

第４回Ａ種優先株式について、平成20年５月15日開

催の取締役会において、償還のための取得につき決議

し、平成20年６月27日開催の取締役会において、同株

式の消却を決議いたしました。

(1) 理由

「新中期経営計画(平成18年３月期～平成20年３月

期)」における資本政策の一環として、債務株式化に

より発行した優先株式への対応のため策定した「資

本再編プラン」における償還スケジュールの実施。

(2) 償還及び消却した株式の内容

第４回Ａ種優先株式

株式数 26,000,000株

金額 18,240,300,000円

(3) 償還の時期

平成20年５月30日

(4) 消却の時期

平成20年６月27日
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

───── ３　近藤産業株式会社に対する債権の取立不能または取立

遅延のおそれについて

当社の取引先である近藤産業株式会社が、平成20年５

月30日付けで大阪地方裁判所に対して破産手続開始の

申立てを行ったことに伴い、下記のとおり、同社に対す

る債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じ

ております。

(1) 近藤産業株式会社の概要

①商号 近藤産業株式会社

②所在地 大阪府大阪市中央区伏見町4丁目1番1号

③代表者の氏名 代表取締役社長　井澤 康平

④資本金 800百万円

⑤事業の内容 不動産の企画・開発・分譲

(2) 近藤産業株式会社に対する債権の種類および金額

受取手形 2,103百万円 　

工事債権等 2,384百万円 　

合計 4,487百万円 （純資産に対する割合 4.85％）

上記の他、連結子会社において売上債権等30百万円を

有しております。

(3) 今後の見通し

当該債権に対する取立不能見込額については、平成

21年３月期の決算において貸倒引当金等の損失を計上

する予定ですが、回収可能性について現在精査中であ

ります。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

　有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則124条の規定により記載を省略して

おります。

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価
償却累計額
　　
又は

償却累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末
残高
（百万円）

有形固定資産        
　        
建物 14,886 4,404 9,217 10,073 6,063 251 4,010
　   (155)     
構築物 949 612 227 1,334 1,155 30 179
　   (21)     
機械装置 278 161 39 401 340 12 61
　        
車両運搬具 1 ― 1 ― ― 0 ―
　        
工具器具・備品 2,732 296 882 2,146 1,594 360 552
　   (320)     

土地 11,470 1,214 1,155 11,529 ― ― 11,529
　   (103)     
建設仮勘定 ― 448 424 24 ― ― 24
有形固定資産計 30,315 7,135 11,944 25,507 9,152 653 16,355
　   (600)     

無形固定資産        
　        
借地権 ― ― ― 73 ― ― 73
　        
ソフトウェア ― ― ― 1,343 377 269 966
　        
その他無形固定資産 ― ― ― 3 2 0 1
無形固定資産計 ― ― ― 1,419 379 269 1,041

長期前払費用 11 3 1 13 8 3 5

　（注) １　当期増加額には、株式会社長谷工不動産及び株式会社長谷工都市開発との合併による引継額、建物4,304百万円、

構築物612百万円、機械装置128百万円、工具器具・備品６百万円、土地1,214百万円及び借地権25百万円がそれ

ぞれ含まれております。

２　建物の当期減少額は、主にホテル事業用資産を子会社である株式会社ブライトンコーポレーションへ売却し

たことによるものであります。

３　当期減少額のうち、（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

４　無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、前期末残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省

略しております。

５　長期前払費用の償却方法は、均等償却によっております。
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【引当金明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 79,822 7,975 69,862 1,058 16,878

完成工事補償引当金 1,792 2,685 1,792 ― 2,685

賞与引当金 1,161 1,528 1,161 ― 1,528

役員賞与引当金 ― 179 ― ― 179

訴訟損失引当金 7,757 ― 7,757 ― ―

  (注) １  貸倒引当金の当期増加額には、㈱長谷工ファイナンスの合併による引継額2,536百万円が含まれております。

２　貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権に対する貸倒実績率による洗替額217百万円及び債権の回収

による戻入額287百万円並びに前期貸倒見積高の修正に伴う戻入額554百万円であります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

(イ) 現金預金

区分 金額（百万円）

現金 8

預金 34,112

当座預金 136

普通預金 33,975

別段預金 1

計 34,120

(ロ) 受取手形（関係会社のものを含む。）

(a) 相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

藤和不動産㈱ 6,996

日本綜合地所㈱ 4,810

ニチモ㈱ 3,367

マツヤハウジング㈱ 2,887

㈱大京 2,602

その他 28,694

計 49,356

(b) 決済月別内訳

決済月別 金額（百万円）

平成20年４月中 9,131

５月中 13,868

６月中 12,337

７月中 9,003

８月中 4,980

９月中 37

計 49,356

(ハ) 完成工事未収入金（関係会社のものを含む。）

(a) 相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

近鉄不動産㈱ 2,604

㈱明豊エンタープライズ 869

名鉄不動産㈱ 677

㈱総和地所 611

双日リアルネット㈱ 477

その他 27,128
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相手先 金額（百万円）

計 32,367

(b) 滞留状況

平成20年３月　　計上額 32,250百万円

平成19年３月以前計上額 117

計 32,367

(ニ) 貸室未収入金（関係会社のものを含む。）

(a) 相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

三菱UFJ信託銀行㈱ 62

賃貸マンション入居者 18

㈱北隆館 2

イズミヤカード㈱ 1

ジャルド㈱ 1

その他 341

計 423

(b) 滞留状況

平成20年３月　　計上額 416百万円

平成19年３月以前計上額 7

計 423

(ホ) 不動産事業未収入金（関係会社のものを含む。）

(a) 相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

分譲マンション購入者 1,613

藤和不動産㈱ 305

武蔵野市 210

日本商業開発㈱ 98

㈱サンシティ 50

その他 166

計 2,441

(b) 滞留状況

平成20年３月　　計上額 2,314百万円

平成19年３月以前計上額 128

計 2,441

(ヘ) 未成工事支出金

期首残高（百万円） 当期支出額（百万円）
完成工事原価、業務受託売
上原価及び設計監理売上原
価への振替額（百万円）

期末残高（百万円）

14,260 386,295 387,136 13,419
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　期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費 1,371百万円

労務費 1,622

外注費 5,734

経費 4,693

計 13,419

(ト) 販売用不動産

種類 地域 金額（百万円） 面積（㎡）

土地 関東 46,077 230,811

　 近畿 7,557 19,445

　 その他 145 3,121,324

　 計 53,779 3,371,580

建物 関東 13,953 131,690

　 近畿 1,923 10,339

　 その他 ― ―

　 計 15,876 142,029

　 合計 69,656 3,513,609

(チ) 不動産事業支出金

項目 地域 金額（百万円）

土地 関東  14,077

　 近畿  16,923

　 計  31,000

建物 関東  1,260

　 近畿  1,735

　 計  2,995

経費 ―  8,833

手数料 　  6,454

その他 　  2,379

　 合計  42,828

(リ)開発用不動産等

項目 地域 金額（百万円）

土地 関東  11,316

　 合計  11,316

(ヌ) 関係会社株式

関係会社名 金額（百万円）

HASEKO America, Inc. 28,126

㈱長谷工アネシス 9,300

㈱長谷工アーベスト 7,388
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関係会社名 金額（百万円）

㈱ブライトンコーポレーション 4,813

㈱ハセック 750

その他 2,152

計 52,528

(ル) 関係会社長期貸付金

関係会社名 金額（百万円）

㈱ブライトンコーポレーション 20,706

宝塚開発㈱ 14,486

㈱センチュリーライフ 4,198

㈱八丁堀ビル管理 2,840

㈱ハセック 2,545

その他 7,491

計 52,267

(ヲ) 繰延税金資産

　「第５　経理の状況　２　財務諸表等　(1) 財務諸表　注記事項（税効果会計関係）」参照。

②　負債の部

(イ) 支払手形（関係会社のものを含む。）

(a) 相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

㈱ハセック 22,554

六興電気㈱ 1,928

㈱メタルワン建材 1,543

山村ゼネコン㈱ 1,508

大成建設㈱ 1,189

その他 40,289

計 69,012

(b) 決済月別内訳

決済月別 金額（百万円）

平成20年４月中 18,619

５月中 17,401

６月中 17,288

７月中 15,505

８月中 199

計 69,012

(ロ) 工事未払金（関係会社のものを含む。）

EDINET提出書類

株式会社　長谷工コーポレーション(E00090)

有価証券報告書

115/124



相手先 金額（百万円）

㈱ハセック 10,101

東亜道路工業㈱ 1,197

山村ゼネコン㈱ 1,043

㈱長谷工ナヴィエ 1,042

㈱フォリス 775

その他 34,013

計 48,170

(ハ) 不動産事業未払金（関係会社のものを含む。）

相手先 金額（百万円）

三井不動産販売㈱ 343

㈱長谷工インテック 217

㈱ＫＡＩ建築環境コンサルタンツ 189

三菱UFJ信託銀行㈱ 189

出光興産㈱ 180

その他 1,269

計 2,388

(ニ) 未成工事受入金（関係会社のものを含む。）

期首残高（百万円） 当期受入額（百万円）
完成工事高、業務受託売上
高及び設計監理売上高への
振替額（百万円）

期末残高（百万円）

25,271 431,299 428,555 28,016

　（注)   損益計算書の完成工事高414,304百万円、業務受託売上高14,001百万円及び設計監理売上高9,526百万円の合計額

437,831百万円と上記完成工事高、業務受託売上高及び設計監理売上高への振替額428,555百万円との差額　　　

9,276百万円は完成工事未収入金の当期計上額であります。

(ホ) 不動産事業受入金（関係会社のものを含む。）

期首残高（百万円） 当期受入額（百万円）
不動産売上高への振替額

（百万円）
期末残高（百万円）

13,727 148,707 156,705 5,728

　（注) 　損益計算書の不動産売上高159,019百万円と上記不動産売上高への振替額156,705百万円との差額2,314百万円は不

動産事業未収入金の当期計上額であります。
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(ヘ) １年以内返済予定の長期借入金

借入先 金額（百万円）

三菱UFJ信託銀行㈱ 6,267

㈱三井住友銀行 5,008

㈱みずほコーポレート銀行 3,920

みずほ信託銀行㈱ 3,816

㈱りそな銀行 3,816

中央三井信託銀行㈱ 2,231

その他 6,742

計 31,800

(ト) 長期借入金

借入先 金額（百万円）

㈱みずほコーポレート銀行 16,441

三菱UFJ信託銀行㈱ 16,054

㈱りそな銀行 14,632

㈱三井住友銀行 13,535

みずほ信託銀行㈱ 10,732

中央三井信託銀行㈱ 8,582

その他 37,624

計 117,600

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類

100,000株券、50,000株券、10,000株券、1,000株券及び500株券

但し、優先株式については任意に、また機構名義の株式については、その請求に

基づき発行することができる。

剰余金の配当の基準日 ３月31日、９月30日

１単元の株式数 500株

株式の名義書換え 　

事務取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

野村証券株式会社　全国本支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 印紙税相当額

株券喪失登録に伴う手数料
１．喪失登録　　　　　１件につき10,500円（消費税等を含む）

２．喪失登録株券　　　１枚につき525円（消費税等を含む）

単元未満株式の買取り・売渡し 　

事務取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

野村証券株式会社　全国本支店

買取・売渡手数料 株式の売買委託に係る手数料として別途定める金額

公告掲載方法

公告方法は電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由により電子公告

によることができないときは、日本経済新聞に掲載して行う。

公告掲載URL

http://www.haseko.co.jp/

株主に対する特典 　

特典内容
全単元株主を対象とする、ブライトン各ホテル（京都、浦安、蓼科、京都山科、大

阪北浜）で利用できる宿泊、婚礼飲食、レストラン料金の割引優待券

権利確定日 平成20年３月31日

発行時期 平成20年６月

有効期限
平成20年７月１日より翌年６月30日の１年間

利用回数に制限なし
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

　

(1) 臨時報告書

 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条

第２項第12号及び第19号（財政状態及び経

営成績に著しい影響を与える事象）に基づ

く臨時報告書

平成19年４月26日

関東財務局長に提出。

(2) 臨時報告書

 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条

第２項第６号（訴訟）に基づく臨時報告書

平成19年６月１日

関東財務局長に提出。

(3) 有価証券報告書

及びその添付書類

事業年度

（第90期）

自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日

平成19年６月28日

関東財務局長に提出。

(4) 臨時報告書

　

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条

第２項第９号（代表取締役の異動）に基づ

く臨時報告書

平成19年６月29日

関東財務局長に提出。

(5) 臨時報告書

 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条

第２項第12号及び第19号（財政状態及び経

営成績に著しい影響を与える事象）に基づ

く臨時報告書

平成19年11月15日

関東財務局長に提出。

(6) 自己株券買付状況報告書

 

（平成19年11月度） 平成19年12月６日

関東財務局長に提出。

(7) 半期報告書

　

（第91期中）

　

自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日

平成19年12月11日

関東財務局長に提出。

(8) 自己株券買付状況報告書

 

（平成19年12月度） 平成20年１月８日

関東財務局長に提出。

(9) 臨時報告書

　

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条

第２項第９号（代表取締役の異動）に基づ

く臨時報告書

平成20年３月19日

関東財務局長に提出。

(10)臨時報告書

　

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条

第２項第11号（多額の取立不能債権等の発

生）に基づく臨時報告書

平成20年６月２日

関東財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

 平成19年６月28日

株式会社長谷工コーポレーション  

 取締役会　御中    

 新日本監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 加賀谷　達之助

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 星野　正司

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 矢田堀　浩明

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社長

谷工コーポレーションの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を

行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

長谷工コーポレーション及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

１．重要な後発事象に記載されているとおり、株式会社フジタとの間の訴訟について、平成19年５月29日に上告が棄却さ

れ、本訴訟が終結している。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年６月28日開催の取締役会において、第４回Ａ種優先株式の

償還のための取得につき決議している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 平成20年６月27日

株式会社長谷工コーポレーション  

 取締役会　御中    

 新日本監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 加賀谷　達之助

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 星野　正司

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 矢田堀　浩明

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社長谷工コーポレーションの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表につ

いて監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対す

る意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

長谷工コーポレーション及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

１．重要な会計方針に記載されているとおり、会社は当連結会計年度から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業

会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用している。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は第４回Ａ種優先株式について、平成20年５月15日開催の取締役会に

おいて、償還のための取得につき決議し、平成20年６月27日開催の取締役会において、同株式の消却を決議している。

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社の取引先である近藤産業株式会社が、平成20年５月30日付けで破産手

続開始の申立てを行ったことに伴い、同社に対する債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じている。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 平成19年６月28日

株式会社長谷工コーポレーション  

 取締役会　御中    

 新日本監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 加賀谷　達之助

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 星野　正司

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 矢田堀　浩明

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社長

谷工コーポレーションの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第90期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社長谷

工コーポレーションの平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

１．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年５月21日開催の取締役会において、子会社である株式会社

ブライトンコーポレーションに対する増資の引受けを決議している。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、株式会社フジタとの間の訴訟について、平成19年５月29日に上告が棄却さ

れ、本訴訟が終結している。

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年６月28日開催の取締役会において、第４回Ａ種優先株式の

償還のための取得につき決議している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 平成20年６月27日

株式会社長谷工コーポレーション  

 取締役会　御中    

 新日本監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 加賀谷　達之助

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 星野　正司

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 矢田堀　浩明

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社長谷工コーポレーションの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第91期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社長谷

工コーポレーションの平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

１．重要な会計方針に記載されているとおり、会社は当事業年度から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

基準第９号　平成18年７月５日）を適用している。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は第４回Ａ種優先株式について、平成20年５月15日開催の取締役会に

おいて、償還のための取得につき決議し、平成20年６月27日開催の取締役会において、同株式の消却を決議している。

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社の取引先である近藤産業株式会社が、平成20年５月30日付けで破産手

続開始の申立てを行ったことに伴い、同社に対する債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じている。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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